
災害時における県関係機関の組織体制図

本部長（知事）

保健福祉部

保
健
福
祉
班
（
保
健
福
祉
課
）

事務局
（事務局長：
危機管理監）

副本部長（副知事）

その他各部

本部員（各部長）

各
班

医
療
政
策
班
（
医
療
政
策
課
）

薬
務
班
（
薬
務
課
）

そ
の
他
各
班
（
そ
の
他
各
課
）

現地本部長
（副知事）

現地副本部長
（部長の中から指名）

支部長
（県税事務所長等）

災害対策本部（県庁）

河内支部、上都賀支部、芳賀支部、下都賀支部、塩谷支部、
那須支部、南那須支部、安足支部

事務局

副支部長
（土木事務所長、

健康福祉センター所長）

保健福祉班
（健康福祉ｾﾝﾀｰ）

・管内医療機関の被災
状況調査
・医療救護班の調整
・防疫等環境衛生対策
の実施 等

そ
の
他
各
班
）現地本部員

（本部長が指名する者、
支部班長等）

調整本部長
（保健福祉部長）

保健医療福祉調整本部
（保健福祉部）

調整本部員
（保健福祉部職員）

調整本部長代行
（保健医療監）

調整副本部長
（医療政策課長）

事務局
（保健福祉課）

ＤＭＡＴ調整班
（ＤＭＡＴ県調整本部）

総合調整班

県歯科医師会
県看護協会
県薬剤師会
県柔道整復師会
日本赤十字社県支部 等

災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ
（統括:県医師会長）

医療圏別保健医療福祉調整本部
（広域健康福祉センター等）

医療圏別本部長
（広域健康福祉ｾﾝﾀｰ所長）

医療圏別本部員
（広域健康福祉ｾﾝﾀｰ職員等）

現地災害
対策本部

情
報
共
有
・

連
携

地域災害医療
対策会議

被害が大きい
地域

情
報

共
有
・

連
携

市町・一部事務組合等

事務局
（広域健康福祉センター）

医療圏別副本部長
（広域健康福祉ｾﾝﾀｰ次長
又は地域保健部長等）

ＤＭＡＴ活動拠点本部
（災害拠点病院等）

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部

災害対策支部（県地方合同庁舎）

統括ＤＭＡＴ

統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

ＤＭＡＴ

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

統括ＤＭＡＴ

統括ＤＭＡＴ宇都宮市

情報共有・連携

23

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域災害医療コーディ
ネーター派遣要請
職員の派遣

調整副本部長
（次長兼保健福祉課長）

事務局
（医療政策課）

情報共有・連携

災害拠点病院
郡市医師会
地区歯科医師会
看護協会地区支部
地域薬剤師会
地区柔道整復師会

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ

（統括:地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）
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地震
発生

県災害対策本部
自動設置

情報報告

国・他都道府県
への支援要請等

24

県保健医療福祉
調整本部
自動設置

現地災害
対策本部
設置決定

医療圏別保健
医療福祉調整

本部
自動設置

被害状況調査
本部設営

応急対策方針
の決定

災害対策本部会議

・初期応急対策の決定

応急対策の実施
救護所の支援

傷病者の受入調整

各種支援要請

初動会議
・自衛隊への派遣
要請
・本部会議の招集
・現地災害対策本
部の設置

発災
１時間後

発災
３時間後

被害が大きい地域
被害が少な
い地域

職員登庁

被害状況調査
医師への出務要請
ＥＭＩＳ災害モード切替
ＤＭＡＴ待機要請

県保健医療福祉
調整本部会議

・被害状況報告
・初期応急対策の決定

情報報告

他都道府県
DMAT・医療救護班

派遣

医療救護班派遣

ＤＭＡＴ派遣

自衛隊派遣

ＤＭＡＴ・医療救護班等の
派遣要請

国・他都道府県への支援要請

圏域保健医療福祉調整本部
への支援

被害状況調査

応急対策方針
の決定

応急対策の実施
救護所の支援

傷病者の受入調整

イ 発災（震度６弱以上）直後の活動体制
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医療圏別保健医療福祉
調整本部

(広域健康福祉センター等)
（事務局：広域健康福祉センター）

災害拠点病院
（被災地外）

ウ 災害時緊急連絡体制図

県保健医療福祉調整本部
（保健福祉部）

（事務局：保健福祉課）

災害発生

消防本部

県災害対策本部
（事務局長：危機管理監）

情報共有･連携

状況
報告

ＤＭＡＴ
出動要請

自衛隊

自衛隊派遣要請
ＳＣＵ協力要請

県医師会
県歯科医師会
県看護協会
県薬剤師会
県柔道整復師会
日本赤十字社
県支部

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ
統括:県医師会長

DMAT調整班
（DMAT県調整本部）

総合調整班

情報共有・連携

地域災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

DMAT活動
拠点本部

（災害拠点
病院等）

郡市医師会
地区歯科医師会
看護協会地区支部

地域薬剤師会
地区柔道整復師会

地元市町等
地元消防本部 等

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ

ドクターヘリ
出動要請

必要に応じて
出動調整

救護所・避難所
自衛隊
派遣

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ
出動

出務要請
医療救護班の
派遣要請

統括DMAT 統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

医療関係団体
等

統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

統括ＤＭＡＴ
※選定順位に基づき
出務要請

出務要請

医療関係
団体等

統括
DMAT

宇都宮市
保健所

DMAT

県警

厚生労働省
（ＤＭＡＴ事務局）
他都道府県

他都道府県ＤＭＡＴ
派遣要請

広域医療搬送要請

DMAT活動指揮所

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部
（陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内）

統括
DMAT

指
示
等

指示等

被災地外
広域搬送拠点

他都道府県
DMAT派遣

広域
搬送

情報共有・連携

出務

出務

出務

出務
要請

広域
搬送

域内
搬送

広域健康
福祉ｾﾝﾀｰ

被害状況等報告

管内医療機関

被害状況等
確認

ＳＣＵの
設置・運営

統括
DMAT

DMAT

ＤＭＡＴ
出動要請

ＤＭＡＴ
参集場所

DMAT
出動

DMAT

25

情報共有･連携

消防機関

DMAT 県

自衛隊

必要に応じて
出動要請

地域災害医療コーディ
ネーター派遣要請

職員派遣

事務局：医療政策課

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾈｰﾄﾁｰﾑ
統括:地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

被災地内

医療救護班
（日赤救護班、

JMAT）派遣

地元医療
機関等

被害が大きい地域
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エ 栃木県災害医療体制圏域図

令和５年１月現在

那須町

那須塩原市

宇都宮市

さくら市

高根沢町

那須烏山市
那珂川町

大田原市

塩谷町

矢板市
日光市

栃木市

下野市

上三川町
壬生町

鹿沼市

野木町

小山市

足利市
佐野市

真岡市

芳賀町
市貝町

茂木町

益子町

【凡例】
● 災害拠点病院

◎ DMAT指定病院
○ LDMAT指定病院
○ 災害医療コーディネーター
配置病院

那須赤十字病院

●◎○

●◎○

●◎○

●◎○
●◎○

●◎○

●◎○

●◎○

●◎○

足利赤十字病院

自治医科大学附属病院

芳賀赤十字病院

済生会宇都宮病院

ＮＨＯ栃木医療センター

上都賀総合病院

ＪＣＨＯ宇都宮病院

獨協医科大学病院

○○

獨協医科大学
日光医療センター

国際医療福祉大学
塩谷病院

両毛保健医療圏
県南保健医療圏

宇都宮保健医療圏

県西保健医療圏

県北保健医療圏

県東保健医療圏

●◎○ ●◎○

那須南病院

○

菅間記念病院

○

宇都宮記念病院

佐野厚生総合病院

新小山市民病院

●◎○

●◎○

26
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(2) 県の組織と初動体制                              
 

   県は、地震等の大規模災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあり、県災害対策本部を設置

したときは、調整本部を設置し、市町の行う医療救護活動の総合調整及び市町からの要請があった

場合又は市町への緊急な支援が必要と判断した場合の支援を行う。 

 

ア 保健医療福祉調整本部 

 

   (ア) 設置基準 

     県の災害対策本部が設置される場合（自動設置）又は調整本部長（保健福祉部長）が必要と

認める場合に設置する。 

 

 

 

 

   (イ) 設置場所 

     栃木県庁本館４階保健福祉部内（宇都宮市塙田１－１－２０） 

 

   (ウ) 組織 

    ・ 調整本部長（保健福祉部長）、調整本部長代行（保健医療監）、調整副本部長（次長兼保

健福祉課長、医療政策課長及び保健福祉部次長）及び調整本部員（保健福祉部職員）をもっ

て構成する。 

    ・ 調整本部長は、保健医療福祉調整本部に「災害医療コーディネートチーム」を置くことが

できる。 

    ・ 調整本部長は、「災害医療コーディネートチーム」で活動する栃木県医師会長、統括災害

医療コーディネーター、統括ＤＭＡＴ等の助言・判断を踏まえた災害医療対策を実施する。 

 

   (エ) 所掌業務 

     大規模災害発災直後から、医療機関の通常診療機能が回復し、すべての医療救護班が撤収す

るまでの間、災害時医療救護活動を実施するため、次に掲げる業務を行う。 

     ａ 災害時医療救護活動の総合調整 

     ｂ 災害及び被害状況等に関する情報の収集、分析及び提供 

     ｃ 関係機関に対する協力要請、待機要請及び派遣要請 

     ｄ 県内被災市町、国、他都道府県等からの要請に基づく医療救護活動の総合調整 

     ｅ その他本部長が必要と認める業務 

 

   (オ) 初動 

・ 「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」（以下、「ＥＭＩＳ」という。）を「災

害モード」に切り替える。 

    ・ ＥＭＩＳ、電話（防災行政ネットワーク（衛星回線）を含む。）、ＦＡＸ、衛星電話等を

活用し、医療機関の被災状況等の情報収集を行う。 

    ・ 栃木県医師会長、統括災害医療コーディネーター、あらかじめ指名した統括ＤＭＡＴ登録

者及びＤＭＡＴロジスティックチーム隊員登録者（以下、「統括ＤＭＡＴ等」という。）並

びにその他本部長が必要と認める者に調整本部への出務を要請する。 

    ・ 広域健康福祉センターに対して、医療機関の被災状況等の情報収集及び調整本部への報告

（ＥＭＩＳで参照できる情報以外の情報は、保健福祉課に報告）を求めるとともに、医療圏別

※県災害対策本部の設置基準 

・災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において知事が必要と認めるとき 

・震度６弱以上の地震が発生したとき ・特別警報が発表されたとき 
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調整本部の設置が必要と認める場合は、医療圏別調整本部の設置を指示する。 

    ・ 現地災害対策本部が設置された地域は、医療圏別調整本部が自動設置となる。 

 

 

  イ 災害医療コーディネートチーム 

 

   (ア) 設置 

     調整本部長（保健福祉部長）が調整本部に置くことができる。 

 

   (イ) 設置場所 

     調整本部内 

 

   (ウ) 組織 

・ 栃木県医師会長、統括災害医療コーディネーター、あらかじめ指名した統括ＤＭＡＴ等及

びその他調整本部長が必要と認める者をもって構成し、栃木県医師会長がチームを統括する。 

    ・ チームは、ＤＭＡＴ調整班（ＤＭＡＴ県調整本部）及び総合調整班により構成される。 

    ・ チームは、災害の規模、時間経過等に応じて、ＤＭＡＴ調整班と総合調整班を柔軟に運用

するほか、被災状況等の情報共有、指揮統制の確立など、緊密に連携することにより、ＤＭ

ＡＴ及び医療救護班の派遣調整、並びに被災者の受入に関する総合調整を迅速かつ的確に実

施する。 

 

   (エ) 所掌業務 

     調整本部が設置されている間、医療の専門的見地から、本部員と一体となって調整本部の所

掌業務を行う。 

 

   (オ) 初動 

・ 栃木県医師会長、統括災害医療コーディネーター、あらかじめ指名した統括ＤＭＡＴ等及

びその他調整本部長が必要と認める者は、調整本部長から出務要請を受けた場合は、可能な

限り調整本部に出務する。 

    ・ 災害及び被害状況等に関する情報を分析し、災害時医療救護活動の総合調整並びに関係機

関に対する協力要請、待機要請及び派遣要請を行う。 
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  ウ ＤＭＡＴ調整班（ＤＭＡＴ県調整本部） 

 

   (ア) ＤＭＡＴ
ディーマット

（災害派遣医療チーム）とは 

   ＤＭＡＴとは、大地震及び航空機・列車事故等の災害時に被災者の生命を守るため、被災地に迅

速に駆けつけ、救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームである。 

   自然災害に限らず航空機・列車事故等の大規模な集団災害において、一度に多くの傷病者が発生

し医療の需要が急激に拡大すると、被災都道府県だけでは対応困難な場合も想定される。 

   このような災害に対しては、専門的な訓練を受けた医療チームが可及的速やかに被災地域に入り、

まず、被災地域の医療需要を把握し、被災地における急性期の医療体制を確立する。その上で、被

災地域での緊急治療や病院支援を行いつつ、被災地域で発生した多くの傷病者を被災地域外の適切

な医療機関に搬送するとともに、被災地域に参集する医療チームとの有機的な連携ができれば、死

亡や後遺症の減少が期待できる。 

   このような災害時の医療活動には、通常時の外傷等の基本的な救急診療に加え、多様な医療チー

ム等との連携を含めた災害医療のマネジメントに関する知見が必要であり、この医療を担うべく、

厚生労働省の認めた専門的な研修･訓練を受けた災害派遣医療チームがＤＭＡＴである。 

     なお、県ＤＭＡＴの具体的な運用については、栃木県ＤＭＡＴ運用マニュアルのとおり。 

 

 

ＤＭＡＴの指揮命令系統 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県保健医療福祉調整本部（保健福祉部）

（事務局：医療政策課）

県災害対策本部
（事務局長：危機管理監）

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾁｰﾑ
統括:県医師会長

ＤＭＡＴ調整班
（ＤＭＡＴ県調整本部）

総合調整班

統括ＤＭＡＴ
統括災害医療
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

医療関係団体

ＤＭＡＴ・
ＳＣＵ本部

統括ＤＭＡＴ

ＤＭＡＴ
活動拠点本部

ＤＭＡＴ
活動拠点本部

ＤＭＡＴ
病院支援指揮所

ＤＭＡＴ
現場活動指揮所

情報共有･連携

統括ＤＭＡＴ 統括ＤＭＡＴ

ＤＭＡＴ
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ＤＭＡＴ本部の種類及び役割等 

種類 設置場所 役割 

ＤＭＡＴ調整班 

（ＤＭＡＴ 

県調整本部） 

調整本部 ・ 県ＤＭＡＴの派遣要請の判断・助言 

・ 他都道府県、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）等へのＤＭＡ

Ｔ派遣要請の判断･助言 

・ 県内で活動するすべてのＤＭＡＴの指揮及び調整 

・ ＤＭＡＴ活動拠点本部等の設置、指揮及び調整 

・ 県ＤＭＡＴ活動方針の策定 

・ ＤＭＡＴの追加派遣及び撤収の判断・助言 

・ 災害医療コーディネーター、消防機関、自衛隊、医師会等

の関係機関との連携及び調整 

・ ＳＣＵの設置判断及びＳＣＵの設置･運営の総合調整 

・ その他ＤＭＡＴ活動に必要な業務 

ＤＭＡＴ 

活動拠点本部 

災害拠点病院等 ・ 参集したＤＭＡＴの指揮及び調整 

・ ＤＭＡＴ調整班との連絡調整 

・ 管内におけるＤＭＡＴ活動方針の策定 

・ 管内のＤＭＡＴ病院支援指揮所及びＤＭＡＴ現場活動指揮

所の指揮 

・ その他ＤＭＡＴ活動に必要な業務 

ＤＭＡＴ 

病院支援指揮所 

ＤＭＡＴが活動

する災害拠点病

院等 

・ ＤＭＡＴ活動拠点本部の業務の一部 

ＤＭＡＴ 

現場活動指揮所 

ＤＭＡＴが活動

する災害現場、

救護所等 

ＤＭＡＴ・ 

ＳＣＵ本部 

ＳＣＵ設置場所 ・ 参集したＤＭＡＴ等の指揮及び調整 

・ ＤＭＡＴ調整班との連絡調整 

・ 広域医療搬送等に関する情報収集 

・ 広域医療搬送患者の情報管理 

・ 搬送手段の調整 

・ 自衛隊、消防機関、医師会等の関係機関との連携及び調整 

・ その他ＳＣＵ活動に必要な業務 

 

   (イ) 設置 

     調整本部長（保健福祉部長）が、調整本部（災害医療コーディネートチーム内）に置く。 

 

   (ウ) 組織 

    ・ あらかじめ指名した統括ＤＭＡＴ等のほか、調整本部を支援するＤＭＡＴ等をもって構成

する。 

    ・ 必要に応じて、国の災害医療センターから派遣される要員等の支援を受ける。 
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   (エ) 所掌業務 

     発災直後からすべてのＤＭＡＴが撤収するまでの間、主に以下の業務を行う。 

     ａ 県ＤＭＡＴの派遣要請の判断・助言 

     ｂ 他都道府県、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）等へのＤＭＡＴ派遣要請の判断・助言 

     ｃ 県内で活動するすべてのＤＭＡＴの指揮及び調整 

     ｄ ＤＭＡＴ活動拠点本部等の設置、指揮及び調整 

     ｅ 県ＤＭＡＴ活動方針等の策定 

     ｆ ＤＭＡＴの追加派遣及び撤収の判断・助言 

     ｇ 災害医療コーディネーター、消防機関、自衛隊、医師会等の関係機関との連携及び調整 

     ｈ ＳＣＵの設置判断及びＳＣＵの設置･運営の総合調整 

     ｉ その他ＤＭＡＴ活動に必要な業務 

     なお、すべてのＤＭＡＴが撤収した時点で、総合調整班に必要な引継ぎを行う。 

 

   (オ) 初動 

・ 調整本部長は、あらかじめ指名した統括ＤＭＡＴ等及びロジスティクス隊員に調整本部へ

の出務を要請する。 

・ 県は、自然災害又は人為災害が発生し、被災地域外からの医療の支援が必要な可能性がある場

合は、ＤＭＡＴ指定医療機関に対してＤＭＡＴ派遣のための待機を要請する。 

    ・ ＤＭＡＴ指定医療機関は、日本ＤＭＡＴ活動要領に規定するＤＭＡＴ自動待機基準に該当

する場合は、被災の状況にかかわらず、県、厚生労働省等からの要請を待たずに、ＤＭＡＴ

派遣のための待機を行う。 

 

 

 

 

 

    ・ 調整本部に出務した統括ＤＭＡＴ等は、災害及び医療機関の被害状況等に関する情報を分

析し、日本ＤＭＡＴ活動要領又は栃木県ＤＭＡＴ運営要綱に定める県ＤＭＡＴ派遣要請基準

等に基づき、県ＤＭＡＴの派遣要請及び他都道府県へのＤＭＡＴ派遣要請の判断を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＤＭＡＴ自動待機基準（日本ＤＭＡＴ活動要領） 

 ・東京都２３区で震度５強以上の地震が発生した場合 

 ・その他の地域（※）で震度６弱以上の地震が発生した場合等 

 ・大津波警報が発表された場合 

（※）自動待機となるＤＭＡＴ医療機関の範囲は、災害発生地域により異なる  

※ＤＭＡＴの派遣要請基準（日本ＤＭＡＴ活動要領） 

 災害規模 要請範囲 

① 震度６弱の地震又は死者数が２人 

以上50人未満若しくは傷病者数が20 

人以上見込まれる災害の場合 

・管内のＤＭＡＴ指定医療機関 

② 震度６強の地震又は死者数が50人 

以上100人未満見込まれる災害の場合 

・管内のＤＭＡＴ指定医療機関 

・被災地域の都道府県に隣接する都道府県 

・被災地域の都道府県が属する地方ブロック 

 に属する都道府県 

③ 震度７の地震又は死者数が100人以 

 上見込まれる災害の場合 

・管内のＤＭＡＴ指定医療機関 

・被災地域の都道府県に隣接する都道府県 

・被災地域の都道府県が属する地方ブロック 

 に属する都道府県 

・被災地域の都道府県が属する地方ブロック 

 に隣接する地方ブロックに属する都道府県 

④ 東海地震、東南海･南海地震又は首都 

直下型地震の場合 

・管内のＤＭＡＴ指定医療機関 

・全国の都道府県 
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   (カ) 派遣要請 

    ・ 県は、県内のＤＭＡＴ指定医療機関に対して、ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

    ・ 県は、日本ＤＭＡＴ活動要領に規定するＤＭＡＴの派遣要請基準に基づき、直接又は厚生

労働省を通じて、他の都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請する。 

・ ＤＭＡＴ調整班は、ＤＭＡＴの参集拠点、想定される業務等を決定し、ＤＭＡＴの派遣要

請の際に、ＤＭＡＴの参集拠点、想定される業務等についての情報を提示する。 

 

   (キ) ＤＭＡＴの指揮及び活動支援 

 ・ ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じてＤＭＡＴ活動拠点本部等を設置し、県内における医療救護活

動に関する調整を行うとともに、県内で活動するＤＭＡＴを統括する。 

    ・ 各ＤＭＡＴ本部の責任者は、原則として県内の統括ＤＭＡＴ登録者を充てるものとする。 

・ ＤＭＡＴ調整班は、県災害対策本部への報告のほか、各ＤＭＡＴ本部との情報共有に努める。 

・ ＤＭＡＴ調整班は、ＤＭＡＴの参集、被災地への進出等に当たっては、必要に応じて、県災害

対策本部を通じて、消防機関又は自衛隊に対して、ＤＭＡＴの輸送を要請する。 

・ ＤＭＡＴ調整班は、医薬品、生活物資等の補給が必要となった場合には、県災害対策本部を通

じて、可能な限り支援を行うほか、交通情報等についても情報収集し、ＤＭＡＴに伝達すること

とする。 

 

   (ク) 現場におけるＤＭＡＴ本部 

      ａ ＤＭＡＴ活動拠点本部 

      ・ ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、災害拠点病院等から適当な場所を選定し、必要に

応じて複数個所、ＤＭＡＴ活動拠点本部を設置する。 

      ・ ＤＭＡＴ活動拠点本部は、ＤＭＡＴ調整班の指揮下に置かれる。 

      ・ ＤＭＡＴ活動拠点本部の責任者は、原則として県内の統括ＤＭＡＴ登録者を充てるも

のとする。 

      ・ ＤＭＡＴ活動拠点本部は、参集したＤＭＡＴの指揮及び調整を行う。 

      ・ ＤＭＡＴ活動拠点本部は、必要に応じて、ＤＭＡＴが活動する病院にＤＭＡＴ病院支

援指揮所を、ＤＭＡＴが活動する災害現場等にＤＭＡＴ現場活動指揮所をそれぞれ設置

する。 

 

      ｂ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部 

      ・ ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県内のＳＣＵに広域医療搬送に係るＤＭＡＴの活

動を統括するＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部を設置する。 

      ・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部は、ＤＭＡＴ調整班の指揮下に置かれる。 

      ・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の責任者は、原則として県内の統括ＤＭＡＴ登録者を充てるも

のとする。 

※栃木県ＤＭＡＴの派遣要請基準（栃木県ＤＭＡＴ運営要綱） 

 ①県内で災害等が発生した場合 

  （ア）災害等により重症者を含み20名以上の死傷者が発生すると見込まれるとき 

  （イ）被災者の救出に時間を要するなど栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果 

的であると認められるとき 

  （ウ）県内市町の長又は消防本部の長から栃木県ＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、 

栃木県ＤＭＡＴの派遣が適当であると知事が認めたとき 

   ただし、ＤＭＡＴ指定医療機関の長は、上記（ア）又は（イ）の基準を満たすと判断 

される場合、知事からの要請を待たずに栃木県ＤＭＡＴを派遣することができます。 

 ②県外で災害等が発生した場合 

  （ア）被災都道府県又は国からの要請があったとき  
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・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部は、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内に設置し、設置・運営に当たっ

ては、本部員、参集するＤＭＡＴ等が協力して行うものとする。 

      ・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部は、ＳＣＵに参集するＤＭＡＴの指揮及び調整、診療部門、医

療搬送部門の設置及び運営、広域医療搬送患者の情報管理、搬送手段の調整等を行う。 

   

      ｃ ＤＭＡＴ病院支援指揮所・ＤＭＡＴ現場活動指揮所 

      ・ ＤＭＡＴ病院支援指揮所及びＤＭＡＴ現場活動指揮所は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の指

揮の下、当該ＤＭＡＴ活動拠点本部の業務の一部を行う。 

 

 

  エ 総合調整班 

 

   (ア) 設置 

     調整本部長（保健福祉部長）が調整本部（災害医療コーディネートチーム内）に置く。 

 

   (イ) 組織 

統括災害医療コーディネーターのほか、その他調整本部長が必要と認める者をもって構成す

る。 

 

   (ウ) 所掌業務 

     大規模災害発災直後から、医療機関の通常診療機能が回復し、すべての医療救護班が撤収す

るまでの間、主に以下の業務を行う。 

      ａ 県内で活動する災害医療コーディネーターの統括及び情報提供 

      ｂ 被災者の受入に関する総合調整 

      ｃ 医療救護班（ＤＭＡＴを除く）の派遣調整 

      ｄ 医療関係団体への医療救護班の派遣要請の判断 

      ｅ 他都道府県、厚生労働省等への医療救護班の応援要請 

      ｆ 県外への応援派遣体制の総合調整 

      ｇ ドクターヘリの出動調整等 

      ｈ その他災害医療活動に関する各種コーディネート及び県への助言 

 

   (エ) 初動 

・ 調整本部長は、統括災害医療コーディネーター及びその他調整本部長が必要と認める者に

調整本部への出務を要請する。 

    ・ 統括災害医療コーディネーターは、現地で活動する災害医療コーディネーターと連携し、

現地の被災者の受入先調整、医療救護班等の受入調整を行う。 

 

   (オ) 派遣調整 

    ・ 県は、県内の医療機関及び医療関係団体に対して、医療救護班の派遣を要請する。 

    ・ 県は、直接又は厚生労働省を通じて、他の都道府県に対して医療救護班の派遣を要請する。 

・ 総合調整班は、医療救護班の派遣場所、想定される業務等を決定し、医療救護班の派遣要

請の際に、医療救護班の派遣場所、想定される業務等についての情報を提示する。 
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  オ 災害医療コーディネーター 

 

   (ア) 災害医療コーディネーターとは 

  ・ 栃木県では、大規模災害時の医療に関する調整の役割を担う「栃木県災害医療コーディネー

ター」を設置しており、令和４年４月現在で１７名を委嘱している。 

  ・ 災害医療コーディネーターは、災害発生時に、県庁に設置される調整本部又は被災地に設置さ

れる医療圏別調整本部等において、統括ＤＭＡＴや被災地外の災害拠点病院等と連携して、重症

患者の搬送先の調整等を行う。 

・ 災害医療コーディネーターは、被災地における医療救護班の配置の調整も行う。 

 

   (イ) 身分 

    ・ 県は、災害医療に精通し、かつ、栃木県の医療の現状について熟知している複数の医師を

「栃木県災害医療コーディネーター」として委嘱する。 

    ・ 災害医療コーディネーターは、調整本部で活動する「統括災害医療コーディネーター」と、

現地で活動する災害医療コーディネーター（以下、「地域災害医療コーディネーター」とい

う）をもって構成する。 

 

   (ウ) 活動場所 

    ・ 統括災害医療コーディネーター：調整本部内 

    ・ 地域災害医療コーディネーター：医療圏別調整本部内又は災害拠点病院等 

 

   (エ) 所掌業務 

     大規模災害発災直後から、医療機関の通常診療機能が回復し、すべての医療救護班が撤収す

るまでの間、主に以下の業務を行う。 

      ａ 統括災害医療コーディネーター 

・ 県内の被災状況の把握及び分析 

・ 地域災害医療コーディネーターの統括 

・ 県内被災者の受入先に関する総合調整 

・ 医療救護班（ＤＭＡＴを除く）の派遣調整 

・ 医療関係団体への医療救護班の派遣要請の判断 

・ ドクターヘリの出動判断等 

・ その他災害医療活動に関する各種コーディネート及び県への助言 

      ｂ 地域災害医療コーディネーター 

・ 地域の被災状況の把握及び分析 

・ 地域内の被災者の受入先に関する総合調整 

・ 医療救護班（ＤＭＡＴを除く）への指揮･命令 

・ 統括災害医療コーディネーター及び他の地域災害医療コーディネーター、統括ＤＭＡ

Ｔ、健康福祉センター、現地で活動するＤＭＡＴ、消防機関等との情報共有･連携 

・ その他、地域の災害医療活動に関する各種コーディネート及び県への助言 

 

   (オ) 初動 

・ 調整本部長（保健福祉部長）は、統括災害医療コーディネーターに調整本部への出務を要

請する。 

    ・ 統括災害医療コーディネーターは、調整本部長の要請に基づき、可能な限り調整本部に出

務する。 
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    ・ 調整本部長は、統括災害医療コーディネーターがやむを得ず出務できない場合は、あらか

じめ指名した地域災害医療コーディネーターに調整本部への出務を要請する。 

    ・ 統括災害医療コーディネーターは、ＤＭＡＴ調整班と連携しながら、県内における医療救

護班の派遣に関する総合調整等を行う。 

    ・ 地域災害医療コーディネーターは、統括災害医療コーディネーターの指示に基づき活動す

るほか、広域健康福祉センター、現地で活動するＤＭＡＴ、消防機関等と連携し、現地にお

ける負傷者の受入先調整、医療救護班等の受入調整を行う。 

    ・ 地域災害医療コーディネーターは、医療圏別調整本部で把握した医療ニーズやＤＭＡＴ、

医療救護班の活動支援の要望等に関する情報を統括災害医療コーディネーターに伝達する。 
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災害医療コーディネーターの役割（例示）

急性期

（発災～
48時間）

①県からの要請に基づき、必要に応じ、被災

地又は医療圏別保健医療福祉調整本部に
出務
②地域内の被災状況の把握
・広域健康福祉センター等が情報伝達

③地域内の被災状況の分析
④地域内被災者の受入調整
・被災現場、被災医療機関等からの被災者の受入先
選定
・受入先となる医療機関への受入依頼

⑤地域内被災者の管轄外への搬送に関する
調整
・統括災害医療コーディネーターへの管轄外への受
入調整依頼
・受入先管轄の災害医療コーディネーターとの連携

⑥地域外被災者の受入可否判断・調整
・管轄外の災害医療コーディネーターから
被災者の受入要請があった場合の受入調整

⑦県外からの医療救護班への指揮･命令
・医療救護班の受入、情報伝達、合同救護班の編成、
ｴﾘｱ・ﾗｲﾝ制の確立

⑧医療関係団体（郡市医師会等）への医療救
護班の派遣要請
⑨郡市医師会、統括ＤＭＡＴ等との情報共有･
連携
⑩広域医療搬送に関する調整等
⑪災害医療活動の実施・県への助言
ライフライン・燃料・医薬品・食糧の確保、衛生管理、
感染症対策、保健活動、メンタルヘルス、死体処
理・埋葬、その他

⑫必要に応じ、統括災害医療コーディネー
ターの職務代理

①県からの要請に基づき、県庁に出務
②県内外の被災状況の把握
（県医療政策課が情報伝達）

③県内の被災状況の分析
④各災害医療コーディネーターの統括
⑤県内被災者の受入調整に関する総合調整
・各災害医療コーディネーターから依頼を受けた
被災者受入要請の調整
・受入先となる医療機関や管轄の災害医療コーディ
ネーターへの受入調整依頼

⑥国･他都道府県との広域搬送に関する実施
判断・調整
⑦県内被災者の県外搬送に関する総合調整
⑧県外被災者の受入調整
⑨県外からの医療救護班への指揮・命令
・医療救護班の派遣先決定、医療救護班の受入調整

⑩関係機関（警察･自衛隊等）への協力要請
判断
⑪災害医療コーディネートチーム内や統括
ＤＭＡＴとの情報共有･連携
⑫医療救護班の派遣に関する実施判断
⑬医療関係団体への医療救護班の派遣要請
⑭ドクターヘリの出動判断・派遣要請等
⑮災害医療活動の実施・県への助言
ライフライン・燃料・医薬品・食糧の確保、
衛生管理、感染症対策、保健活動、メンタルヘルス、
死体処理・埋葬、その他

統括災害医療コーディネーター 地域災害医療コーディネーター

亜急性期

慢性期

（３日目～）

①被災者の受入調整に関する総合調整
②医療救護班の派遣調整
③災害医療活動の実施・県への助言
ライフライン・燃料・医薬品・食糧の確保、衛生管理、感染症対策、保健活動、メンタルヘルス、死体処理・埋葬、その他

④仮設診療所の設置指示・医療救護班の巡回診療指示
⑤開業医情報の周知･受診促進
⑥要介護者等の搬送体制の確立

平時

①災害医療体制の整備に向けた検討
②災害医療に関する研修・訓練の実施及び参加
③災害時保健医療福祉活動マニュアルの作成支援
④地域分科会における医療圏別保健医療福祉調整本部に関する事項の検討
⑤災害医療関係者との顔の見える関係の構築

36
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 カ 医療圏別保健医療福祉調整本部 

 

   (ア) 設置基準 

    ・ 県の現地災害対策本部が設置される場合（自動設置）又は調整本部長（保健福祉部長）が

必要と認める場合に設置する。 

 

 

 

 

    ・ 設置場所については、医療圏別調整本部は広域健康福祉センター内、ＤＭＡＴ活動拠点本

部は災害拠点病院内を基本とする。（下記「(イ) 設置候補場所等」参照） 

 

    ・ なお、宇都宮市の地域においては、宇都宮市保健所と連携して対応するものとする。 

 

   (イ) 設置候補場所等                     （令和５年１月31日現在） 

地域区分 管轄市町 設置候補場所 

県西健康福祉センター 鹿沼市、日光市 【医療圏別調整本部】 

県西健康福祉センター内 

【ＤＭＡＴ活動拠点本部】 

上都賀総合病院内 

獨協医科大学日光医療センター

内 

県東健康福祉センター 真岡市、益子町、茂木町、市

貝町、芳賀町 

【医療圏別調整本部】 

県東健康福祉センター内 

【ＤＭＡＴ活動拠点本部】 

芳賀赤十字病院内 

県南健康福祉センター 栃木市、小山市、下野市、上

三川町、壬生町、野木町 

【医療圏別調整本部】 

県南健康福祉センター内 

【ＤＭＡＴ活動拠点本部】 

自治医科大学附属病院内 

獨協医科大学病院内 

新小山市民病院内 

県北健康福祉センター 大田原市、矢板市、那須塩原

市、さくら市、那須烏山市、

塩谷町、高根沢町、那須町、

那珂川町 

【医療圏別調整本部】 

県北健康福祉センター内 

【ＤＭＡＴ活動拠点本部】 

那須赤十字病院内 

国際医療福祉大学塩谷病院内 

那須南病院内 

安足健康福祉センター 足利市、佐野市 【医療圏別調整本部】 

安足健康福祉センター内 

【ＤＭＡＴ活動拠点本部】 

足利赤十字病院内 

佐野厚生総合病院内 

【参考】宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市保健所内 

    

※県の現地災害対策本部の設置基準 

・ 大規模災害が発生した場合において知事が必要と認めるときは、原則として最も被害

が大きいと見込まれる地域を管轄する支部に設置 
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(ウ) 所掌業務 

     医療圏別調整本部は、災害時医療救護活動を実施するため、次に掲げる業務を行う。 

       ａ 現地災害時医療救護活動の総合調整 

       ｂ 災害及び被害状況等に関する情報の収集及び調整本部への報告 

       ｃ 関係市町及び現地関係機関との連絡調整 

       ｄ 地域災害医療対策会議の開催 

       ｅ その他医療圏別本部長（広域健康福祉センター所長）が必要と認める業務 

 

   (エ) 組織 

    ・ 医療圏別本部長（広域健康福祉センター所長）、医療圏別副本部長（広域健康福祉センター

次長又は地域保健部長）及び医療圏別本部員をもって構成する。 

    ・ なお、広域健康福祉センター所長は災害対策支部の副支部長となるので、医療圏別本部長

として常時医療圏別調整本部に出務することが難しい場合もあり、医療圏別本部員を通じて、

常に連絡が取れる体制を確保するなど、状況に応じた柔軟な対応とする。 

    ・ 医療圏別本部長は、地域災害医療コーディネーターと連携しながら、現地災害時医療救護

活動の総合調整を行う。 

 

   (オ) 初動 

    ・ 調整本部長（保健福祉部長）から医療圏別調整本部の設置指示を受けた広域健康福祉セン

ター所長は、あらかじめ指定した場所に医療圏別調整本部を設置する。 

・ 広域健康福祉センター（医療圏別調整本部を含む）は、ＥＭＩＳ、電話（防災行政ネット

ワーク（衛星回線）を含む）、ＦＡＸ、衛星電話等を活用するほか、必要に応じて直接現地

に職員を派遣するなどして、管内の市町、医療機関等の被災状況の調査を行う。 

    ・ 医療圏別本部長は、地域災害医療コーディネーターに医療圏別調整本部への出務を要請す

る。 

    ・ 地域災害医療コーディネーターは、医療圏別本部長の要請に基づき、可能な限り医療圏別

調整本部に出務する。 

・ 地域災害医療コーディネーターは、現地で活動するＤＭＡＴと連携して行動する。 

具体的には、ＤＭＡＴから要請された傷病者について、その受入医療機関を調整し、確保した

受入先をＤＭＡＴに伝えるほか、医療圏別調整本部で把握した医療ニーズやＤＭＡＴ・医療救護

班の活動支援の要望等に関する情報を統括災害医療コーディネーターに伝達する。 

 

   (カ) 地域災害医療対策会議 

    ・ 発災後において、医療圏別調整本部は、地域の医師会、災害拠点病院等の医療関係者、管

内に派遣された医療チーム等、消防、市町等の行政担当者が定期的に情報交換を行う場とし

て、地域災害医療対策会議を開催する。 

    ・ 医療圏別調整本部は、地域災害医療対策会議を通じて、避難所等での医療ニーズを適切か

つ詳細に把握･分析した上で、調整本部等から派遣された医療チーム等を配置調整するなどの

コーディネート機能が十分発揮できる体制を整備する。 

    ・ 広域健康福祉センターは、平時において、地域における災害医療体制の具体的な整備内容

等について検討するとともに、災害時に円滑な医療救護活動を実施する上で必要な「顔の見

える関係」を構築するため、栃木県救急・災害医療運営協議会災害医療体制検討部会のもと

に地域分科会を設置して、必要に応じて会議を開催する。 
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医療救護活動における県関係機関の主な役割等 

 

区 分 

 

 

主な役割 

 

活動場所 

１ 保健医療福祉 

調整本部 

（第１章参照） 

ア 県災害対策本部及び医療圏別調整本部等との情報共有･連携  

イ 被災状況等に関する情報の収集、分析及び提供  

ウ 災害医療対策の総合調整・実施  

エ 医療機関、ＤＭＡＴ、医療救護班、ドクターヘリ、医療関係

団体等に対する協力要請、待機要請、派遣要請 

オ 県内被災市町、国・他都道府県等との広域応援受入調整  

カ その他災害時医療救護活動に係る指揮命令 

栃木県庁

本館４階

保健福祉

部内 

 (1)調整本部長 

 【保健福祉部長】 

ア 調整本部及び医療圏別調整本部の設置・解散  

イ 災害医療コーディネートチームの出務要請  

ウ 災害医療コーディネートチームの助言・判断を踏まえた災害

医療対策の決定  

(2)調整本部長代行 

 【保健医療監】 

ア 必要に応じて調整本部長に代わり調整本部長が行うべき職

務を代行  ※保健医療監が空席の場合は代行なし 

(3)調整副本部長 

【次長兼保健福祉課長】 

【医療政策課長】 

【保健福祉部次長】 

ア 調整本部長及び調整本部長代行の補佐  

イ 調整本部長及び調整本部長代行に事故あるときはその職務

の代理 

(4)調整本部員 

 【保健福祉部職員】 

ア 調整本部長が行うべき職務に関する庶務 

 

(5) 災害医療コーディ

ネートチーム 

ア 災害時医療救護活動の総合調整に関する助言・判断  

イ 医療機関、ＤＭＡＴ、医療救護班、ドクターヘリ、医療関係

団体等に対する協力要請、待機要請、派遣要請の判断  

ウ 県内被災市町、国・他都道府県等との広域応援受入の判断  

エ その他災害時医療救護活動に必要な事項に係る助言・判断等 

 ①県医師会長 ア 災害医療コーディネートチームの統括 

②統括災害医療 

コーディネーター  

ア 災害時医療救護活動の総合調整  

イ 県内被災者の受入調整及び県外医療機関への受入要請判断  

ウ 県外被災者の受入調整・判断  

エ 地域災害医療コーディネーターの統括  

③統括ＤＭＡＴ  

【あらかじめ複数

指名した統括ＤＭ

ＡＴ登録者の中か

ら決定】 

ア ＤＭＡＴ活動の総合調整・判断  

 ・ＤＭＡＴ事務局との連携・調整  

 ・県内で活動するすべてのＤＭＡＴの指揮･調整  

 ・ＤＭＡＴの県外への派遣・活動支援  

イ 県外へのＤＭＡＴ出動要請の判断･調整  

④ＤＭＡＴロジス 

ティックチーム隊員 

【あらかじめ複数 

指名したＤＭＡＴ 

ロジスティックチ 

ーム隊員登録者の 

中から決定】  

ア 統括ＤＭＡＴのサポート 
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区 分 

 

 

主な役割 

 

活動場所 

  ⑤本部支援する 

ＤＭＡＴ等 

ア 災害医療コーディネートチームでのロジスティクスの支援 

イ 統括災害医療コーディネーター、統括ＤＭＡＴ等の活動支援 

 

２ 医療圏別保健医療 

福祉調整本部 

（第３章参照） 

ア 調整本部及び現地災害対策本部との情報共有･連携  

イ 現地における災害時医療救護活動の総合調整  

ウ 現地の被災状況等に関する情報の収集及び調整本部への報告 

エ 関係市町及び現地関係機関等との連携･調整  

オ 地域災害医療対策会議の開催  

カ その他現地の災害時医療救護活動に係る指揮命令  

災害拠点

病院等内  

(P16参照) 

 (1)医療圏別本部長  

【被災地の広域健康福

祉センター所長】  

ア 地域災害医療コーディネーターとの連携による現地の災害

時医療救護活動の総合調整・決定  

 

(2)医療圏別副本部長  

【広域健康福祉セン

ター次長又は地域保健

部長等】  

ア 医療圏別本部長の補佐  

イ 医療圏別本部長に事故あるときはその職務の代理  

(3)医療圏別本部員  

【広域健康福祉セン

ター職員等】  

ア 医療圏別本部長が行うべき職務に関する庶務  

※地域健康福祉センター職員も災害の状況に応じて医療圏別本

部員としての役割を担う。 

３ 地域災害医療コー

ディネーター  

ア 医療圏別本部長との連携による現地の災害時医療救護活動

の総合調整  

イ 地域内被災者の受入調整及び管外医療機関への受入要請判断 

ウ 地域外被災者の受入調整・判断  

エ 必要に応じて統括災害医療コーディネーターの職務代理  

医療圏別

調整本部

内又は災

害拠点病

院等内  

４ 統括ＤＭＡＴ 

（上記１(5)③除く）  

【統括ＤＭＡＴ登録者】 

ア 被災現場等におけるＤＭＡＴ活動の統括  

イ 必要に応じて調整本部に出務する統括ＤＭＡＴの職務代理  

ＤＭＡＴ

活動拠点

本部等内  

５ ＤＭＡＴ ア 被災現場等におけるＤＭＡＴ活動  

６ 被災地外の広域健康

福祉センター  

※宇都宮地区については

宇都宮市と連携  

ア 医療圏別調整本部を運営する広域健康福祉センターの支援  

イ 地域内の被災状況等に関する情報の収集及び調整本部への

報告  

ウ 地域災害医療コーディネーターが行う職務の支援 

各広域健

康福祉セ

ンター内  
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(3) 市町の役割等 

                              

   市町は、地震等の大規模災害の発生時には、市町地域防災計画に基づき、市町災害対策本部を設

置し、迅速かつ的確な医療救護活動を行う。 

   市町の役割としては、主に以下のものがある。 

 

  ア 救護所の設置・運営 

 

   ・ 市町は、救護所及び避難所の設置･運営を行うともに、医療機関、郡市医師会等の関係機関

の協力を得て、医療救護班を編成し、医療救護活動を行う。 

 

  イ 情報収集・提供体制 

 

・ 市町は、医療機関の被災状況、診療状況等、及び救護所等における医療ニーズの情報収集を

行い、必要に応じて、県と管轄する広域健康福祉センターに情報提供を行う。 

・ 市町は、管轄する広域健康福祉センターと連携するとともに、地域災害医療対策会議に参加

し、情報共有を図り、救護所等における医療ニーズに対応する医療救護班等の派遣を要請する。 

 

  ウ 支援要請 

 

   ・ 市町は、災害の種類や規模に応じて、当該市町のみでは対応が困難な場合は、県調整本部に

医療救護班等の派遣等を要請する。 
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(4) 関係機関の役割等 

                              

ア 災害拠点病院（ＤＭＡＴ指定医療機関） 

 

災害拠点病院は、災害時に医療救護活動の中心となる医療機関として、次の機能を担う。 

 

   (ア) 機能 

    ・ 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行う

ための高度の診療機能 

    ・ 被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機能 

    ・ ＤＭＡＴ、医療救護班等の受入れ機能 

    ・ 傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

    ・ ＤＭＡＴの派遣機能 

    ・ 地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能 

 

   (イ) 指定 

    ・ 県は、原則として、県における災害時の医療救護活動の中心的役割を担うものとして「基

幹災害拠点病院」を、二次医療圏ごとに、地域における災害時の医療救護活動の中心的役割

を担うものとして「地域災害拠点病院」をそれぞれ指定する。 

    ・ 県は、災害拠点病院を基点として救護所等と連携を図り、ＤＭＡＴ、医療救護班等の派遣

など迅速かつ効果的な医療救護体制をとる。 

 

   (ウ) 初動 

    ・ 災害拠点病院は、地震発生後、直ちに院内状況を調査し、倒壊又はそのおそれの有無、患

者受入れ人数が限界を超えているかどうか、ライフラインの使用の可否等に関する情報をＥ

ＭＩＳへ入力するとともに、調整本部に報告する。 

    ・ 災害拠点病院（ＤＭＡＴ指定医療機関）は、日本ＤＭＡＴ活動要領に規定するＤＭＡＴ待

機基準に該当する場合は、被災の状況にかかわらず、県、厚生労働省等からの要請を待たず

に、ＤＭＡＴ派遣のための待機を行う。 

    ・ また、災害拠点病院は、初動体制の構築に当たっては、次に示すＣＳＣＡの概念に留意し、

その確立を最優先とする。 

Ｃ Command＆

Control 

指揮統制 院内指揮系統の確立 

Ｓ Safety 安全確保 患者及び職員の安全確保 

Ｃ Communication 情報収集・伝達 院内被害状況把握･調査、ＥＭＩＳ入力 

Ａ Assessment 状況評価 状況評価に基づく活動方針の決定 

 

   (エ) 傷病者等の搬送 

    ・ 災害拠点病院は、入院患者の転送要請数等について、ＥＭＩＳ等を活用して調整本部に報

告し、搬送に関する調整を要請する。 

    ・ 災害拠点病院は、救護所、医療機関等から搬送される中等症者、重症者等について、院内

で対応が困難な場合は、調整本部に搬送に関する調整を要請する。 

 

   (オ) 被災地外の災害拠点病院の対応 

    ・ 被災していない災害拠点病院は、受入可能患者数、派遣可能なＤＭＡＴ、医療救護班等の
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数等を速やかに把握し、その結果について、ＥＭＩＳ等を活用して調整本部に報告する。 

    ・ 患者の受入れに関しては、調整本部との調整を踏まえ、後方医療機関として、被災地から

搬送されてくる中等症者、重症者を受け入れる。 

    ・ 調整本部からの協力要請を受けた場合（状況によっては要請を待たずに自発的に派遣する

場合）、備蓄医薬品等とともに消防機関等と連携して、医療救護班等を派遣する。 

 

イ ドクターヘリ基地病院 

・ ドクターヘリ基地病院は、県からの要請に基づき、消防機関、自衛隊、ＤＭＡＴ等医療救護

班、他都道府県のドクターヘリ等と連携し、被災地でのドクターヘリによる医療救護活動を行

う。 

 

ウ 医療機関 

・ 医療機関は、発災後は速やかに自らの被災状況を調査し、ＥＭＩＳ等を活用して被災状況及

び患者受入れ状況等を調整本部と管轄する広域健康福祉センター（宇都宮地区については宇都

宮市保健所）に報告する。 

・ 医療機関は、市町及び郡市医師会等と連携し、周辺地域の傷病者をできる限り受け入れると

ともに、地域での医療救護活動に協力する。 

・ 医療機関は、調整本部からの要請を受けて、被災地域の傷病者をできる限り受け入れる。 

 

エ 医療関係団体 

栃木県医師会、栃木県歯科医師会等の医療関係団体は、県との協定等に基づき、県の要請又は

自らの判断により医療救護活動を実施する。 

なお、郡市医師会、地区歯科医師会等の医療関係団体において、別途地元市町と災害時の医療

救護活動に関する協定等を締結している場合は、市町からの要請により医療救護活動を実施する。 

 

   (ア) 栃木県医師会 

・ 栃木県医師会は、郡市医師会と連携し、県内医療施設の被災状況等の情報収集を行い、県

との情報共有を図る。 

・ 栃木県医師会は、県の要請を受けて、郡市医師会と連携し、医療救護班の編成及び派遣を

行い、他の医療救護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 

 

   (イ) 栃木県歯科医師会 

・ 栃木県歯科医師会は、地区歯科医師会と連携し、県内歯科診療所の被災状況等に係る情報

収集を行い、県との情報共有を図る。 

・ 栃木県歯科医師会は、県の要請を受けて、地区歯科医師会と連携し、歯科医療救護班の編

成及び派遣を行い、他の医療救護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 

 

   (ウ) 栃木県薬剤師会 

・ 栃木県薬剤師会は、県の要請を受けて、地域薬剤師会と連携し、薬剤師班の編成及び派遣

を行い、他の医療救護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 

 

   (エ) 栃木県看護協会 

・ 栃木県看護協会は、県の要請を受けて、地区支部と連携し、看護職班の編成及び派遣を行

い、他の医療救護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 
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   (オ) 栃木県柔道整復師会 

・ 栃木県柔道整復師会は、県の要請を受けて、地区柔道整復師会と連携し、柔道整復師救護

班の編成及び派遣を行い、他の医療救護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 

 

   (カ) 日本赤十字社栃木県支部 

・ 日本赤十字社栃木県支部は、独自の判断で医療救護班の編成及び派遣を行い、他の医療救

護班等と協力して地域での医療救護活動を行う。 

・ 日本赤十字社栃木県支部は、必要に応じて市町と協力して救護所の設置・運営を行う。 

 

   (キ) 自衛隊 

・ 自衛隊は、県災害対策本部からの要請を受けて、被災者の救出･救助を行う。 

・ 自衛隊は、国の総合調整に基づき実施される航空機による広域医療搬送において、県と連

携してＳＣＵにおける広域医療搬送活動を行う。 
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関係機関の主な役割等 

 

区 分 

 

 

主な役割（県との協定内容含む） 

 

活動場所 

１ 災害拠点病院 ア 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重 

 篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療 

イ 被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ 

ウ ＤＭＡＴ、医療救護班等の受入れ 

エ 傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応 

オ ＤＭＡＴの派遣 

カ 地域の医療機関への応急用資機材の貸出し 

災害拠点病院  

ＤＭＡＴ活動

拠点本部等 

２ ドクターヘリ 

基地病院 

ア 被災地でのドクターヘリによる医療救護活動  

 

被災地内  

３ 医療機関 ア 調整本部と管轄する広域健康福祉センター（宇都宮地区につ

いては宇都宮市保健所）への被災状況等の報告 

イ 周辺地域の傷病者の受入れ及び搬出  

ウ 被災地からの傷病者の受入れ 

医療機関  

救護所等 

４ 栃木県医師会 ア 県内医療施設の被災状況等の情報収集及び県との情報共有  

イ 医療救護班の編成・派遣  

ウ 医療救護班による医療救護活動  

 ・傷病者に対する応急措置及び医療  

 ・傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定  

 ・死体の検案  

救護所等  

５ 栃木県歯科医 

 師会 

ア 県内歯科診療所の被災状況等の情報収集及び県との情報共有

イ 歯科医療救護班の編成・派遣  

ウ 歯科医療救護班による歯科医療救護活動  

 ・傷病者のスクリーニング（症状判別）  

 ・傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供  

 ・傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定  

 ・検死・検案に際しての法歯学上の協力（個別識別）  

 ・被災者に対する口腔ケア活動  

 ・その他状況に応じた処置  

６ 栃木県薬剤師 

 会 

ア 薬剤師班の編成・派遣  

イ 薬剤師班による医療救護活動  

 ・調剤及び服薬指導  

 ・服薬情報を事前に把握し、医師に情報提供  

 ・医薬品の仕分け、保管、管理、救護所等への医薬品の供給  

 ・その他医療救護活動において必要な業務  

７ 栃木県看護協 

 会 

ア 看護職班の編成・派遣  

イ 看護職班による医療救護活動  

 ・災害看護マニュアルに基づく活動 

８ 栃木県柔道整 

 復師会 

ア 柔道整復師救護班の編成・派遣  

イ 柔道整復師救護班による救護活動  

 ・柔道整復師法に規定された業務  
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区 分 

 

 

主な役割（県との協定内容含む） 

 

活動場所 

９ 日本赤十字社 

栃木県支部 

ア 医療救護班の編成・派遣  

イ 医療救護班による医療救護活動  

 ・傷病者に対する応急処置及び医療  

 ・傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定  

ウ 救護所の設置･運営  

救護所等 

10 自衛隊 ア 被災者の救出・救助  

イ 航空機による傷病者の広域医療搬送活動 

 

災害現場等  

ＤＭＡＴ・Ｓ

ＣＵ本部  
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２ 情報収集と伝達                                            
 

(1) 災害時の情報伝達手段の確保                              

 

 ・ 地震等による通信手段の途絶（一般電話や携帯電話等の通常の通信手段が一時的又は長期にわたり

使用不可）に備え、平時から複数の通信手段を確保する必要がある。 

・ 調整本部は、一般電話、広域災害･救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、衛星電話、防災行政ネット

ワーク（衛星回線）等のうち使用可能な通信手段を活用し、災害拠点病院等の関係機関と連絡を行い、

迅速かつ的確に被災状況を把握するとともに、インターネット等を使って、県民に対して医療救護に

関して必要な情報を提供する。 

 
(2) 情報収集・提供体制                                

 

 ・ 調整本部は、上記通信手段を活用し、広域健康福祉センター（医療圏別調整本部を含む）、市町、災

害拠点病院等、県医師会をはじめとする医療関係団体等と連携しながら、医療施設の被災状況等につ

いて一元的に情報の収集・伝達を行う。 

 ・ インフラの被害状況や交通状況など医療以外の情報については、県災害対策本部と情報を共有する。 

・ 広域健康福祉センター及び宇都宮市保健所は、管内医療施設の被災状況を調査し、調整本部に情報

を報告する。 

・ 入院患者の安否確認（負傷状況、転送状況等）、建物、ライフライン、医療機器等の状況、診療体制

等の状況等を把握するため、ＥＭＩＳの情報から収集するほか、医療機関や市町への聴取や、必要に

応じて直接医療機関に出向いて確認する。 

・ 必要に応じて、ＥＭＩＳに入力できない医療機関の情報を代行入力する。 

 ・ ＥＭＩＳ参加医療機関は、可能な限りＥＭＩＳに上記情報を入力し、随時情報を更新するものとす

る。 

 

(3) 県民への情報提供                                 

 

  ・ 調整本部は、診療可能な医療機関情報等の県民の必要とする情報について、とちぎ医療情報ネット

（県ホームページ）のほか、県災害対策本部を通じて、報道機関等の協力を得て必要な情報を提供す

る。 
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３ 救護所の設置                  
   

救護所では、災害拠点病院等へ円滑に傷病者を搬送するため、原則として、トリアージや必要な応

急処置を行う。 

なお、救護所自体での傷病者の収容（入院等による本格的な治療）は行わない。 

 

(1) 主な役割                                          

 

  ・ 重症者、中等症者、軽症者等の治療優先順位の振り分け（トリアージ） 

 ・ 重症者及び中等症者の応急処置並びに軽症者に対する処置 

 ・ 災害拠点病院など後方医療施設への患者搬送の要請 

 ・ 医療救護活動の記録 

 ・ 遺体搬送の手配 

※搬送及び遺体安置所への収容は、市町災害対策本部が関係機関･団体等の協力を得て行う。 

 

 

 

(2) 設置基準                                         

 

   市町は、以下の基準を目安として救護所を設置する。 

 

 

 

 

(3) 設置場所                                          

 

   市町は、以下の点に留意して救護所の設置場所を決定する。 

   なお、平時から、被害想定等に基づき候補場所を選定しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 初動                                             

 

 ・ 救護所となっている医療機関は、地震発生後、市町災害対策本部の指示又は医療機関の長の判

断で、施設内に救護所を立ち上げる。 

 ・ 医療機関以外の場所の救護所については、市町の立ち上げ要員が速やかに必要な資機材を所定

の場所に運び込むなどして救護所を設置するとともに、担当する医師、看護師、薬剤師等は市町

災害対策本部の指示又は自らの判断で所定の救護所に集合する。 

 ・ 医療機関に置かれた救護所は、被災状況、医療提供の可否等について、市町災害対策本部に連

絡するとともに、速やかにＥＭＩＳへ必要事項を入力する。なお、被災等により入力できない場

合は、広域健康福祉センター（宇都宮地区にあっては宇都宮市保健所）に代行入力を要請する。 

ア 当該市町内の医療施設の診療能力を超えるほどの多数の負傷者が一度に発生したとき 

イ 医療施設が多数被災し、十分な診療機能を発揮できないと判断したとき 

ウ 災害発生から時間の経過とともに、負傷者が増加するおそれがあるとき 

ア 特に被害の甚大な地域に配置する 

イ 負傷者が多数見込まれる地域に配置する 

ウ 医療施設の診療機能が低下している地域に配置する 

エ 負傷者が集まりやすい場所に配置する 

オ ライフラインの確保が容易な場所に配置する 

カ トリアージや応急処置が実施できる十分な広さが確保できる場所に配置する 

※「後方医療施設」とは 

  被災を免れ、施設の機能が保たれており、医療活動が継続できる全ての医療施設を指す。 

- 1261 -



 

49 

 

・ 救護所の施設の管理者及び医師等は、ＤＭＡＴ現場活動指揮所が設置された場合、また医療救

護班等を受け入れた場合には、その活動に協力する。 

・ 救護所の医薬品等の供給、給食、給水等については、市町災害対策本部が行う。 

 

(5) 設置の報告                                         

 

 ・ 市町は、救護所を設置した場合、以下の事項について調整本部及び広域健康福祉センターへＦＡＸ

等により速やかに報告することとする。 

  

ア 設置場所 

イ 救護所への連絡方法及び責任者氏名 

ウ 傷病者の状況(人数、傷病程度等) 

エ 医療救護活動の状況 

オ 医療救護班の派遣の必要性 

カ 医薬品等の必要性 

 

(6) 設置の広報                                         

 

  ・ 市町は、救護所の設置後、速やかに広報車や防災行政無線等を使用して、救護所の開設状況等を地

域住民に広報する。 

 ・ 県は、市町から救護所設置の報告を受理後、速やかに県内救護所の開設状況等をとちぎ医療情報ネッ

ト（県ホームページ）のほか、県災害対策本部を通じて、報道機関等の協力を得て必要な情報を提供

する。 
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４ ＤＭＡＴ・医療救護班・ドクターヘリの活動                
   

救護所等で活動するＤＭＡＴ・医療救護班・ドクターヘリは、効率的な医療救護活動が実施できるよ

う、互いに連携して活動するものとする。 

 

(1) ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の編成                         

 

・ ＤＭＡＴは、災害の発生直後の急性期（概ね４８時間以内）に活動が開始できる機動性を持った、

専門的な研修･訓練を受けた災害派遣医療チームである。 

・ ＤＭＡＴ１隊の構成は、医師、看護師、業務調整員各１名以上の概ね５名の編成を基本とする。 

・ 災害の規模に応じ、ＤＭＡＴの活動が長期間に及ぶ場合には、２次隊、３次隊等の追加派遣で対応

する。 

 

(2) ＤＭＡＴの活動内容                                

 

・ ＤＭＡＴは、原則として県が指定する場所（ＤＭＡＴ本部、被災地内の災害拠点病院、ＳＣＵ等）

に参集･出動し、主に次の業務を行う。 

 

    ア ＤＭＡＴ本部活動 

統括ＤＭＡＴの指示に基づき、ＤＭＡＴ本部（ＤＭＡＴ調整班、ＤＭＡＴ活動拠点本部等）に

おいて、災害状況の収集、伝達、ＤＭＡＴの業務に係る調整等を行う。 

    イ 病院支援活動 

派遣先の病院長の指示に基づき、当該病院の医療活動を支援する。 

    ウ 現場活動 

ＤＭＡＴ活動拠点本部又は統括ＤＭＡＴの指示の基づき、消防機関等と連携し、トリアージや

緊急処置等に従事する。 

    エ 救護所･避難所支援活動 

救護所又は避難所を統括する責任者の指示に基づき、救護所又は避難所において、医療救護活

動を行う。 

    オ 地域医療搬送（域内搬送）活動 

被災地域内での傷病者搬送時における診療に従事する。 

    カ 広域医療搬送（域外搬送）活動 

ＳＣＵ及び航空機内において、患者の症状の安定化、搬送トリアージ、機内での患者の症状監

視と必要な処置を行う。 

 

(3) 医療救護班の活動内容                                

 

・ 「医療救護班」とは、県、市町、医師会等医療関係団体、日本赤十字社、大学病院、その他医療機

関等が編成するすべての救護班（ＤＭＡＴを除く）を対象とする。 

・ 医療救護班は、ＤＭＡＴと同様に、原則として派遣依頼した県、市町等が指定する場所（救護所、

避難所、病院等）に参集･出動し、主に次の業務を行う。 

    ア 病院支援 

    イ 現場活動 
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    ウ 救護所･避難所支援 

    エ 地域医療搬送（域内搬送） 

 

(4) ドクターヘリの活動内容                                

 

・ 「ドクターヘリ」とは、救急医療用機器などを装備し、救急医療の専門医及び看護師等が同乗し救

急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うことのできる専

用のヘリコプターである。 

・ ドクターヘリは、基地病院である獨協医科大学病院に常駐し、平時は、消防機関からの要請により、

現場に出動する。 

・ 災害時においては、ドクターヘリは、「栃木県ドクターヘリ運航要領」に基づき、以下の手続等によ

り、被災地域において運航することができる。 

 
※「栃木県ドクターヘリ運航要領」 

３ 災害時の運航 

（１）災害時の運航手続 

① 基地病院の長は、次のⅰ及びⅱのいずれかに該当する場合には、ドクターヘリ 

 を被災地域において運航することを検討するものとする。 

 ⅰ．知事又は栃木県災害医療本部長（以下、「知事等」という。）からドクターヘリ 

  の派遣要請を受けたとき。 

 ⅱ．厚生労働省ＤＭＡＴ事務局からドクターヘリの派遣要請を受けたとき。 

② ①－ⅰによる派遣要請を受けた場合、基地病院の長は、ドクターヘリの運航状況 

等を勘案しドクターヘリの運航を決定するものとする。 

③ ①－ⅱによる派遣要請を受けた場合、基地病院の長は、要請への対応の可否を知 

事との協議によりドクターヘリの運航を決定するものとする。 

④ 基地病院の長は、②及び③に基づき、ドクターヘリの運航を決定した場合には、 

 速やかに厚生労働省ＤＭＡＴ事務局に報告するものとする。 

⑤ 知事等又は②及び③までの運航の決定を行った基地病院の長は、被災地域におけ 

るドクターヘリの運航及びその支援のため、運航スタッフを被災地域に派遣するこ 

とができる。 

（２）災害時の指揮 

① ドクターヘリが（１）－②及び③に基づき出動した場合は、被災した都道府県の 

災害対策本部等の指揮下において、関係機関と連携を図りながら活動するものと 

する。 

② ドクターヘリは、①に関わらず、知事等の指示があった場合には、被災した都道 

府県の災害対策本部等との調整を図った上で、当該指示に従うものとする。 

③ ②の場合において、被災地における災害派遣医療チーム（以下、「ＤＭＡＴ」とい

う。）の活動領域が複数の都道府県にわたるときは、ドクターヘリは、ＤＭＡＴと一

体と 

なって活動領域を拡大するものとする。この場合、ドクターヘリの搭乗者は、関係 

都道府県の災害対策本部、基地病院の長、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局等にその旨を 

報告するものとする。 

④ 被災した都道府県の災害対策本部等は、①による指揮を行うに当たり、運航上の 

安全確保に関し、運航会社の判断を妨げてはならない。 

（３）災害時の任務 

   ドクターヘリの災害時の任務は、通常時の任務のほか、次のとおりとする。 

① 医師、看護師等の医療従事者及び業務調整員の移動 

② 患者の後方病院への搬送 

③ その他被災した都道府県の災害対策本部等が必要と認める任務であって、ドクタ 

ーヘリが実現可能なもの 
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５ 傷病者の搬送                  
 

(1) 傷病者の搬送調整                                       

 

・ 救護所、被災地内医療施設でのトリアージ結果に基づき、救護所、医療施設等で対応できない

重症患者等については、疾患内容に応じて、緊急治療群から順次、災害拠点病院等の後方医療施

設へ搬送する。 

・ 搬送先の決定に当たっては、被災地内外の医療施設の受入可能状況の情報が必要となるので、

ＥＭＩＳ等を参照する。 

・ 地域の災害医療コーディネーターは、被災地外への搬送など調整が必要になる場合は、統括災

害医療コーディネーターと連携して搬送先を調整する。 

・ 災害拠点病院は、入院患者の転送要請数等について、ＥＭＩＳ等を活用して調整本部（総合調

整班）に報告し、搬送に関する調整を要請する。 

・ 災害拠点病院は、救護所、医療機関等から搬送される中等症者、重症者等について、院内で対

応が困難な場合は、調整本部（総合調整班）に搬送に関する調整を要請する。 

 

(2) 地域医療搬送（域内搬送） 

                                    

  ア 消防機関等による搬送 

    

・ 消防機関、警察、自衛隊をはじめとする関係機関は、災害現場又は医療機関から、後方医療

施設等へ、救急車等により傷病者を搬送する。 

 

  イ 航空機による搬送 

 

    (ア) 栃木県ドクターヘリ 

・ 栃木県ドクターヘリ（基地病院：獨協医科大学病院）は、栃木県ドクターヘリ運航要領

に基づき、県と協議の上、被災地域の傷病者の救命処置及び搬送に当たる。 

 

    (イ) 消防防災ヘリ、自衛隊ヘリ等 

   ・ 調整本部（総合調整班）は、航空機での搬送が適切と判断された傷病者が多数発生した

場合、必要に応じて県災害対策本部に航空機搬送の要請を行う。 

     ・ 県災害対策本部は、ドクターヘリのほか、被災地域内の医療救護施設から広域医療搬送

拠点に患者を搬送する航空機の機体を調整し、調整本部（総合調整班）に伝達する。 

・ 調整本部（総合調整班）は、ＤＭＡＴ調整班、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部及び災害拠点病院

等に調整結果を伝える。 

・ 調整本部（総合調整班）は、県災害対策本部と協議し、地域医療搬送に当たるドクター

ヘリ及び航空機の燃料の確保に努める。 
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(3) 広域医療搬送（域外搬送） 

                                         

  ア 広域医療搬送の決定及び航空機の調整 

   

 ・ 広域医療搬送とは、被災地域や県内医療機関だけでは治療、収容することができない重症患

者を、航空機を利用して、県内の広域医療搬送拠点から被災地域外の都道府県が設置した広域

医療搬送拠点へ航空搬送し、搬送先（被災地域外の都道府県）の医療機関で本格的な救命処置

を実施するものである。 

   ・ 調整本部は、国が策定する広域医療搬送計画を受けて、直ちに地域医療搬送計画を策定し、

医療機関や消防機関等の協力を得て、各災害拠点病院等から広域医療搬送拠点への傷病者搬送

を実施する。 

 

  イ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営 

 

   (ア) 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ） 

    ・ 「航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ（Staging Care Unit））」とは、主に航空機搬送に

際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所として、必要に応じて被災

地域及び被災地域外の航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送に際して設置されるも

のである。 

    ・ 本県における広域医療搬送拠点は、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地となる。 

 

   (イ) ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の設置･運営 

    ・ 調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、自衛隊、ＤＭＡＴ、消防機関等と協力して、北宇都宮駐

屯地内にＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部を設置してＳＣＵを立ち上げるとともに、参集するＤＭＡＴ

と連携して運営する。 

    ・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部に先着したＤＭＡＴは、県、厚生労働省等と連携し、ＤＭＡＴ・Ｓ

ＣＵ本部の立ち上げを行い、当面の責任者となる。 

・ 先着したＤＭＡＴの責任者が統括ＤＭＡＴ登録者でない場合は、統括ＤＭＡＴ登録者が到

着後に、先着したＤＭＡＴの責任者から到着した統括ＤＭＡＴ登録者に権限を委譲する。 

・ ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部は、本部要員として、災害医療センター等から派遣される要員、県

内外の統括ＤＭＡＴ等の支援を受ける。 

 

   (ウ) ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の役割 

     ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部は、主に次の業務を行う。 

ａ 参集したＤＭＡＴの指揮及び調整 

ｂ 診療部門、医療搬送部門の設置及び運営 

ｃ 広域医療搬送等に関する情報収集 

ｄ 広域医療搬送患者の情報管理 

ｅ 搬送手段の調整 

ｆ 地域における受入医療機関の調整 

ｇ ＤＭＡＴ調整班（ＤＭＡＴ県調整本部）、調整本部等との連絡及び調整 

ｈ 消防、自衛隊、医師会等の関係機関との連携及び調整 

ｉ ドクターヘリの運航と運用に関わる調整 

ｊ 厚生労働省との情報共有  
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６ 医薬品、医療機器類（衛生材料含む）の供給体制                 
   

県は、大規模な災害発生時に、救護に必要な医療用医薬品及び医療機器類を迅速かつ的確に供給するために、

栃木県医薬品卸協会に委託し、県内各営業所をサプライ基地及びバックアップ事業所に指定して、それぞれに

医薬品を備蓄するとともに、統括災害医療コーディネーター及び医療圏別調整本部（地域災害医療コーディ

ネーター）と連携した供給（サプライ基地を供給拠点とした）体制を整備する。 

   

・ 委託先  栃木県医薬品卸協会 

・ 備蓄場所 県内医薬品卸売業者：５業者、１９営業所 

     （サプライ基地４営業所、バックアップ基地１５営業所） 

     （県内を３ブロックに区分し、それぞれにサプライ基地及びバックアップ事業所を 

設置し、相互補完する。）   

・ 備蓄品目 医療用医薬品：９１品目 

       医療機器類（衛生材料含む）：８０品目 
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７ 宇都宮市との連携                  
 

(1) 情報の共有及び連絡体制                                      

 

  ア 災害時の情報伝達手段の確保 

 

  ・ 地震等による通信手段の途絶（一般電話や携帯電話等の通常の通信手段が一時的又は長期にわた

り使用不可）に備え、平時から複数の通信手段を確保する必要がある。 

・ 調整本部は、一般電話、広域災害･救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、衛星電話、防災行政ネッ

トワーク（衛星回線）等のうち使用可能な通信手段を活用し、宇都宮市保健所と連絡を行い、迅速

かつ的確に被災状況を共有するとともに、インターネット等を使って、災害拠点病院等の関係機関

及び県民に対して医療救護に関して必要な情報を提供する。 

 

  イ 情報共有･提供体制 

 

   ・ 調整本部は、上記通信手段を活用し、広域健康福祉センターと同様に、宇都宮市保健所と連携し

ながら、医療施設の被災状況等について一元的に情報の収集・伝達を行う。 

  ・ 調整本部は、インフラの被害状況や交通状況など医療以外の情報について、県災害対策本部と情

報を共有し、必要に応じて宇都宮市保健所に情報提供する。 

・ 宇都宮市保健所は、管内医療施設の被災状況を調査し、調整本部に情報を報告する。 

・ 宇都宮市保健所は、入院患者の安否確認（負傷状況、転送状況等）、建物、ライフライン、医療機

器等の状況、診療体制等の状況等を把握するため、ＥＭＩＳから情報収集するほか、医療機関への

聴取や、必要に応じて直接医療機関に出向いて確認する。 

・ 宇都宮市保健所は、必要に応じて、ＥＭＩＳに入力できない医療機関の情報を代行入力する。 

・ 宇都宮市保健所は、必要に応じて、調整本部に職員を派遣するなど、連携して対応する。 

 

(2) 地域災害医療コーディネーターの活動                        

 

・ 宇都宮市保健所は、調整本部の設置基準を満たす大規模災害が発生した場合、速やかに調整本部

に宇都宮市災害医療本部の設置の有無、市内医療機関の被災状況等を伝達するとともに、市内での

災害医療コーディネーターの活動が必要と判断した場合は、調整本部に地域災害医療コーディネー

ターの派遣を要請する。 

・ 県は、宇都宮市保健所から上記の派遣要請があった場合、統括災害医療コーディネーターの助言

を踏まえ、宇都宮市に所在する医療機関の災害医療コーディネーターの活動場所を指示する。 

・ 宇都宮市に所在する医療機関の災害医療コーディネーターは、県からの要請に基づき、県から指

示された活動場所において、活動場所の指揮のもとで、地域内の被災者の受入先に関する総合調整

等を行う。 
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(3) ＤＭＡＴ・医療救護班・ドクターヘリ等の派遣 

                                   

・ 宇都宮市保健所は、市のみでは対応できない広域的な医療救護活動が必要と判断した場合は、調

整本部にＤＭＡＴ・医療救護班・ドクターヘリ等の派遣を要請する。 

   ・ 県は、参集した統括災害医療コーディネーターや統括ＤＭＡＴ登録者の判断に基づき、災害拠点

病院等に対してＤＭＡＴ・医療救護班・ドクターヘリ等の派遣要請を行う。 

 

(4) 傷病者の搬送 

                                         

・ 宇都宮市保健所は、市のみでは対応できないなど、市外への広域搬送が必要と判断した場合は、

調整本部に傷病者の搬送調整を要請する。 

   ・ 調整本部（総合調整班）は、宇都宮市保健所から傷病者の搬送調整があった場合、宇都宮市

内に所在する医療機関の地域災害医療コーディネーターと連携し、市外の後方医療施設を調整する。 
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８ 平時の取組                    
 

(1) 関係機関による検討体制                              

 
・ 県は、災害時における迅速かつ的確な対応を行うための新たな災害医療体制を検討し整備するため、

災害医療コーディネーター、栃木県医師会をはじめとする医療関係団体、消防機関、宇都宮市保健所、

自衛隊等で構成される「栃木県救急･災害医療運営協議会災害医療体制検討部会（以下、「検討部会」

という。）」を設置し、平時から災害時の医療救護活動に関する連携体制の整備を図る。 

・ 広域健康福祉センターは、地域における災害医療体制の具体的な整備内容等について検討するため、

災害医療コーディネーター、郡市医師会をはじめとする地域の医療関係団体、消防機関、市町等で構

成される「栃木県救急･災害医療運営協議会災害医療体制検討部会地域分科会」を設置し、平時から

地域における災害時の医療救護活動に関する連携体制の整備を図る。 

・ 県は、栃木県ＤＭＡＴの運用、研修等についての検討、活動の検証を行うため、災害拠点病院（Ｄ

ＭＡＴ指定医療機関）、栃木県医師会、日本赤十字社栃木県支部、自衛隊、消防機関、警察本部等で

構成される「栃木県ＤＭＡＴ連絡協議会」を設置し、平時からＤＭＡＴの活動に関する連携体制の整

備を図る。 

 

(2) 訓練･研修、人材育成                              

 
・ 県は、検討部会での検討に基づき、災害拠点病院等の関係機関と連携し、災害時に対応するため、

県・市町総合防災訓練、ＤＭＡＴ実動訓練等、必要な訓練を実施する。 

・ 県は、国が行うＤＭＡＴ研修や災害医療従事者研修等への参加を促進し、災害医療従事者の知識･

技能向上を図るなど、人材育成に努める。 

 

(3) 災害時医療救護活動のための体制整備                        

 
 ア 県（広域健康福祉センター） 

 

・ 県は、災害拠点病院、災害医療コーディネーター、ＤＭＡＴ、栃木県医師会等の医療関係団体、

消防機関、市町、自衛隊等との連携体制の強化に努める。 

・ 広域健康福祉センターは、地域における災害拠点病院、災害医療コーディネーター、郡市医師会

等の医療関係団体、管轄消防機関、管内市町との連携体制の強化に努める。 

・ 県は、災害医療コーディネーターや統括ＤＭＡＴ登録者等の助言を踏まえて、調整本部を中心と

した、医療の専門的見地からの調整･判断が可能な体制の整備を図る。 

・ 広域健康福祉センターは、地域災害医療コーディネーター等の助言を踏まえて、医療圏別調整本

部を中心とした、医療の専門的見地からの調整･判断が可能な体制の整備を図る。 

・ 県は、災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医療機関の指定、災害医療コーディネーターの委嘱等を行

うほか、あらかじめ、災害時に調整本部に出務要請する統括災害医療コーディネーター、統括ＤＭ

ＡＴ等を複数指名する。 

・ 県は、災害拠点病院等の耐震化整備、ヘリポート設置、ＤＭＡＴ体制整備等を促進する。 

・ 県は、神経難病等により、在宅で人工呼吸器等を使用している患者が被災した場合の救急収容を

容易とする連絡体制を整備するとともに、透析医療機関が被災した場合に備えて、通院透析患者を

他施設へ迅速に収容する体制を整備する。 

・ 県は、災害医療をとりまく環境の変化や医療救護に関する実動訓練を実施した結果等をもとに、
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内容を検証し、本マニュアルの実効性を追求するため、随時見直しを行う。 

 

 イ 市町 

 

・ 市町は、広域健康福祉センターが開催する会議に参加するなど、地域における災害時の医療救護

活動に関する関係機関との連携体制の強化に努める。 

・ 市町は、平時から、救護所の設置場所等について、被害想定等に基づき候補場所の選定に努める。 

 
 ウ 医療機関 

 

・ 医療機関は、自ら被災することを想定して災害対策マニュアルを作成するとともに、業務継続計

画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）の作成に努める。 

・ 人工呼吸器等の医療機器を使用しているような患者等をかかえる医療機関は、災害時におけるこ

れらの患者の搬送先等について計画を策定しておくことが望ましい。 

 

 エ 災害拠点病院（ＤＭＡＴ指定医療機関） 

 

・ 災害拠点病院は、県（広域健康福祉センター）が開催する会議に参加するなど、災害時の医療救

護活動に関する関係機関との連携体制の強化に努める。 

・ 災害拠点病院は、国が示す災害拠点病院指定要件を満たすための体制整備に努める。 

・ 災害拠点病院は、ＤＭＡＴ登録者の研修･訓練への参加に努めるほか、平時から、連絡体制などＤ

ＭＡＴ派遣の準備を整えるものとする。 

・ 災害拠点病院は、あらかじめ、当該施設内に災害時にＤＭＡＴ活動拠点本部として使用する場所

を確保する。 

 

 オ 医療関係団体 

 

・ 栃木県医師会をはじめとする医療関係団体は、県（広域健康福祉センター）が開催する会議に参

加するなど、災害時の医療救護活動に関する関係機関との連携体制の強化に努める。 
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第３章 医療圏別保健医療福祉調整本部の活動 

１ はじめに  

(1) 本章の位置付け 

本章では、地震、風水雪害等の災害が発生した際に、健康福祉センターが被災地におい

て「栃木県地域防災計画」や「災害時応急活動マニュアル」等に掲げられている保健福祉

班に係る各種業務を円滑に行うことで、県民の生命、身体等を災害から守ることができる

ように、平常時からの対応を含めた活動内容等を明示している。 

   なお、本章は各健康福祉センターが対応する基本的事項を示したものであり、各健康福

祉センターにおいては、地域の実情に応じた体制の構築等が必要となることから、対応の

詳細については、各健康福祉センターの災害時活動マニュアル等の取り決めに委ねるもの

である。 

 

   ～本章の変遷～ 

平成 13 年３月 健康福祉センターの機能強化の一環として、平成 10 年８月末豪雨災害等の教

訓を生かし「健康福祉センター災害時活動マニュアル」を策定 

平成 29 年３月 平成 23 年３月の東日本大震災や平成 27 年９月関東・東北豪雨等に係る検証

や組織改編等を踏まえ「健康福祉センター災害時活動マニュアル」を改訂 

令和３年３月  令和元年東日本台風に係る検証や保健医療調整本部設置を踏まえ改訂し、「健

康福祉センター災害時活動マニュアル」を「栃木県災害時保健医療福祉活動

マニュアル」第３章に位置づけ 

令和５年３月  保健・医療・福祉の連携が重要であることを踏まえて、厚生労働省から発出

された「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制整備について」（令和４

年７月 22 日付け）に基づき、保健医療調整本部を「保健医療福祉調整本部」

に見直し、「栃木県災害医療体制運用マニュアル」を第２章「医療救護活動」

に位置づけるため改訂 

 

 (2) 医療圏別保健医療福祉調整本部設置基準 

栃木県災害対策本部条例（昭和 37 年栃木県条例第 44 号）に規定する現地災害対策本部

が設置される場合又は（調整）本部長が必要と認める場合（第１章の２を参照）は、被災地に

医療圏別保健医療福祉調整本部を設置する。【設置要綱第６条】 

 

 (3) 所掌事務 

医療圏別調整本部は、災害時の保健医療福祉活動を実施するため、次に掲げる業務を行

う。 

ア 災害時に被災した地域の保健医療福祉活動に係る総合調整に関すること。 

イ 災害及び被害状況等に関する情報の収集、調整本部への報告に関すること。 

ウ 関係市町及び医療圏内の関係機関等との連絡調整に関すること。 

エ 地域災害医療対策会議の開催に関すること。 
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オ その他医療圏別本部長が必要と認める業務に関すること。 

 

 (4) 設置場所 （第２章の１の⑥を参照） 

被災地内の広域健康福祉センターを基本とし、状況に応じて災害拠点病院等と調整する。 

 

 (5) 組織・体制 

医療圏別調整本部は、医療圏別本部長、医療圏別副本部長及び医療圏別本部員をもって

構成する。医療圏別本部長には広域健康福祉センター所長を、医療圏別副本部長には広域

健康福祉センター次長及び地域健康福祉センター所長を、医療圏別本部員にはセンター内

から必要な職員をもって充てる。 

なお、別に定める「栃木県災害時保健師活動ガイドライン」に基づき、圏域統括保健師

は、管内市町との連絡調整を行い、必要な事項を調整本部へ報告するとともに、市町の応

援・受援に関することを担う。 

 

①　広域健康福祉センター次長
　　　総務福祉部長補佐（総括）
　　　地域保健部長補佐（総括）
②　地域健康福祉センター所長
※①及び②のほか、必要に応じて総務福祉部長補佐（総括）又は
　地域保健部長補佐（総括）を充てることとする。

総合調整班 医療救護支援班
１　健康福祉センター内の連絡調整 １　EMIS等を活用した医療機関の被害状況の把握
２　調整本部事務局との連絡調整 ２　医療機関の被災情報の関係機関への提供
３　管内市町と連絡調整 ３　市町が実施する医療救護活動への協力・支援
４　管内関係機関との連絡調整 　　（救護所設置、郡市医師会との連絡調整　等）
５　医療圏別調整本部の設置・運営 ４　医薬品、医療資機材の確保及び供給要請
６　地域災害医療対策会議の開催 ５　地域災害医療コーディネーターとの連携

　　（DMAT活動拠点本部との連絡調整）、
　　地域災害医療コーディネートチームに関すること

総務班
１　健康福祉センターの災害対策に必要な庶務
　　（物資調達、車両確保等） 保健福祉活動班
２　健康福祉センター庁舎の保守 １　保健福祉活動の総括

２　管内の災害時要配慮者の被災状況の把握
３　避難後の要配慮者の支援
４　避難者の健康管理支援

感染症対策・生活衛生班
１　感染症の予防及びまん延の防止
２　感染症患者に対する医療の提供
３　食品衛生情報の収集及び提供
４　食中毒患者発生時の対応
５　飲料水の安全確保

医療圏別調整本部長
（地域災害対策本部副本部長）

①広域健康福祉センター所長
②保健所長（調整本部長代行）
※②はセンター所長と保健所長が異なる場合に置く

医療圏別調整本部
副本部長
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２ 健康福祉センターにおける災害対応等  
                                            

(1) 各班の平常時業務における基本的対応事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

班の名称 基本的対応事項 

 
総 合 調 整 班 

 
１  市町、関係機関等との連絡体制の整備 
  ・管内の市町、郡市医師会等関係機関との災害時における連絡窓口の確認 
  ・連絡調整、協力が必要となる業務の確認 
 
２ 所内の体制整備 
  ・本章に関連する県の各種計画やマニュアルの確認・周知 
  ・本章の見直し及び必要に応じた改正 

・災害時の連絡体制、指示系統の確認・周知 
  ・所内会議構成員等の確認・周知 
  ・センターにおける災害時の活動拠点となる場所の決定 
    
３ 管内の社会資源の状況把握 
  ・医療機関、社会福祉施設等の把握 
 
４ 市町の地域防災計画等の確認 
  ・管内の市町が策定している地域防災計画、ハザードマップや災害時対応マ 

ニュアル等の確認 
  ・管内市町の各種計画やマニュアル等の変更・改正点について所内への周知 
  ・上記確認による必要時、本章の改正・所内周知 
 
５ 関係機関の災害時における対応マニュアル等の確認 
    ・郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会等関係機関が作成しているマニュアル等

の確認 
  ・関係機関が作成している災害時対応マニュアル等の変更・改正点について所 

内周知 
・上記確認による必要時、本章の改正・所内周知 

 
６  医療機関等における災害発生時の体制確認 

・医療法に基づく立入検査の際等において災害発生時の体制の確認及び指導 
・災害対策マニュアル、ＢＣＰ（Business Continuity Plan▶ 事業継続計画） 
等の関連計画、訓練の実施状況等の確認 

 
７ 避難所支援体制の構築 
 ・管内避難所の場所、収容人数、設備等の確認 
 ・管内避難所の備蓄及び食事提供方法（食料、飲料水、食物アレルギー対応食

品等）の確認 
・管内市町のＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System▶ 広域災害救
急医療情報システム）による避難所状況の入力の可否の確認 

  ・避難所の被災者の健康状態チェックリストの作成、確認 
   

 
総 務 班 

 
１ 職員連絡網の作成 
    ・健康福祉センター所長以下所内全職員に係る職員連絡網の作成 
  ・勤務時間外非常招集伝達体制配備要員編制表を作成、随時更新 
  ・災害時連絡員を選定、保健福祉課地域保健担当への報告（様式４号） 
 
２ 庁舎管理 
  ・庁舎内危険箇所を把握 
  ・備品等の転倒防止策 
 
３ 防災訓練 
  ・庁舎管理者と連携し防災訓練を実施 
  ・管内市町及び関係機関と訓練を実施し、通信状態やＥＭＩＳの入力手順の 

確認 
  ・衛星電話の通信訓練（月１回程度） 
  ・非常用発電機の稼働、作動状態の確認（月１回程度） 
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班の名称 基本的対応事項 

 
 

総 務 班 
 
４ 地域住民に対する応急手当法等の普及啓発 
  ・ＡＥＤ（Automated External Defibrillator▶ 自動体外式除細動器）使用法

の訓練の定期的な実施 
 
５  市町の地域防災計画等の確認 
  ・管内の市町が策定している地域防災計画や災害時対応マニュアル等のうち 
   災害対策活動の庶務に関係する部分の確認 
 
６ 物資の管理 
  ・災害時の必要物資のリスト作成 
  ・必要物資の保管及び機器の作動状況の定期的な確認 
  ・必要に応じて必要物資の補充 
  ・災害時のガソリン確保に関する協定の確認 
  ・大規模災害時の緊急通行車両確認標章（及び災害派遣等従事車両証明書） 

の申請手順の確認 
 
７ 公用車の定期的な整備、点検 
 

 
医療救護支援班 

 
１ 管内の医療提供体制等の確認 
    ・管内医療機関の診療に関する情報の確認 
  ・管内医療機関の被災状況等の情報収集方法（ＥＭＩＳの活用等）の確認 
 
２ 市町、関係機関との事前確認 
  ・管内の市町や関係機関が策定している地域防災計画やマニュアル等のうち 
   医療救護活動に関係する部分の確認 
 
３ 災害医療体制の整備、確認 
  ・｢地域災害医療体制運用マニュアル」の見直し、改正 
  ・災害医療コーディネーター等と災害時対応についての認識の共有 
   ・栃木県救急・災害医療運営協議会災害医療体制検討部会地域分科会を開催し、 

災害時の連絡体制や会議の開催についての情報共有 
※各地域の「災害医療体制運用マニュアル」を参照 

 
４ 健康福祉センターが組織する救護支援班の体制確認 
  ・携行品のリスト表の作成、準備 
  ・応急手当等研修の実施（総務省消防庁のトリアージの全国統一基準確認等） 
   
５ 会議等における管内関係機関の間での災害時の連絡体制等の共有 
 

 
 

保健福祉活動班 
 
１ 災害時要配慮者＊の把握 
  ・災害時に支援が必要な生活保護受給者のリスト作成 
  ・災害時に支援が必要な精神障害者のリスト作成 
  ・災害時に支援が必要な医療的ケア児の把握と同意者の災害時支援計画の作成、

市町との情報共有 
  ・災害時に支援が必要な難病患者の把握と人工呼吸器装着者等の電源確保、避

難計画等の作成 
  ・健康福祉センターが把握している要配慮者リストのうち、災害時に入手困難

となると想定される薬剤と服用患者の把握等 
 
２ 市町や関係機関との連絡体制の整備 
  ・管内の市町や関係団体との連絡体制の整備（連絡窓口の明確化等） 
 
３ 管内の医療機関との連絡体制の整備 
 

 

 

- 1275 -



 

63 

 

 

 班の名称 基本的対応事項 

 
 

感染症対策・ 
生 活 衛 生 班

［ 感 染 症 対 策 ］ 
［生活衛生対策］ 

 
１ 市町、関係機関等との連絡体制の整備 
  ・管内の市町、郡市医師会等関係機関との災害時における体制の整備 
   （連絡窓口の明確化等） 
  ・連絡調整、協力が必要となる業務の確認 
 
２ 感染症の発生動向の確認 
  ・管内の流行状況を常時把握 
 
 
３ 資材、薬品の整備 
  ・消毒薬品の確保、資材保管状況の確認 
 
４ 避難所支援体制の構築 

・避難所の感染症予防のパンフレットの作成、確認 
  ・水害時の消毒方法に関するパンフレットの作成、確認 
    ・避難所の食中毒予防のパンフレットの作成、確認 
 
５ 火葬場の処理能力等の把握 
  ・火葬場の火葬処理能力の把握 
 ・多数の死者が出た場合の一時遺体安置場所について市町に確認 

 
６ 飲料水の確保 
  ・飲用井戸を利用している施設や地域を把握し、水質検査の状況確認 
 

上記基本的対応事項については、平常時から各健康福祉センターにおいて整備、把握、確認等を行うべ
き事項として列記しているが、管内の状況等を踏まえ広域・地域の連携のもと各健康福祉センター所長の
判断により適宜実施するものとする。 

 ＊災害時要配慮者とは、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などと定義される。本章で
対象とする災害時要配慮者は、「重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）及び精神障害者等のうち
健康福祉センターが支援対象とする者及び生活保護受給者等の健康福祉センター業務に関係する訪問対
象者のうち健康福祉センター所長が必要と認めた者」を指す。 
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(2) 災害発生時における基本的な班編制 

    網掛け部分については、医療圏別調整本部設置時にのみ該当する内容を記載している。 

班 名 活動の基本 

 

総 合 調 整 班 

 

１ 健康福祉センター内の連絡調整 

２ 調整本部事務局との連絡調整 

３ 管内市町との連絡調整 

４ 管内関係機関との連絡調整 

５ 医療圏別調整本部の設置・運営 

６ 地域災害医療対策会議の開催 

 

 

総 務 班 

 

１ 健康福祉センターの災害対策に必要な庶務 

  （物資調達、車両確保 等） 

２ 健康福祉センター庁舎の保守 

 

 

医療救護支援班 

 

１ ＥＭＩＳ等を活用した医療機関の被災状況の把握 

２ 医療機関の被災情報の関係機関への提供 

３ 市町が実施する医療救護活動への協力・支援 

  （救護所設置、郡市医師会との連絡調整 等） 

４ 医薬品、医療資機材の確保及び供給要請 

５ ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team▶ 災害派遣医療チーム）活動

拠点本部との連絡調整 

地域災害医療コーディネートチームに関すること 

※健康福祉センターの医療救護支援活動の詳細は各地域の「災害医療体制運

用マニュアル」を参照 

 

 

保健福祉活動班 

 

１ 保健福祉活動の統括 

２ 管内の災害時要配慮者の被災状況の把握 

３ 避難後の要配慮者の支援 

４ 被災者の健康管理支援 

 

 
感染症対策・ 

生 活 衛 生 班  

 

１ 感染症の予防及びまん延の防止 

２ 感染症患者に対する医療の提供 

３ 食品衛生情報の収集及び提供 

４ 食中毒患者発生時の対応 

５ 飲料水の安全確保 

 

１ 上記の基本編成を踏まえ、各健康福祉センターの実情に応じ担当課を決定すること。 

    （調整本部事務局との連絡調整窓口となる総合調整班は、総務企画課又は総務企画担当を基本とする

こと。） 

  ２ 災害発生時においては、職員の参集状況等に応じ各健康福祉センター所長の指示により機動的に対応

すること。  

  ３  各広域健康福祉センターは所管の地域健康福祉センターとの間で十分な連携を図り対応すること。 

   ４ 各健康福祉センターにおいて、平常時からＩＣＳ（Incident Command System▶ 現場指揮システム） 

    やアクションカード（ＡＣ）の活用等による柔軟な業務支援体制について検討、準備しておくこと。 
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(3) 各配備区分における健康福祉センターの対応事項            

 配 備 区 分 対 応 事 項 

 
注 意 体 制 

 
警 戒 体 制 

 

 
１ 所属内の連絡体制の確認 
 
２ 庁舎の被害状況の確認 
 
３ 管内の医療機関、市町等の被害状況の把握（５ 被害情報等の報告・共有の別表を参照） 

 
４ 管内の重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）の被害状況の収集・支援 
 
５ 生活保護受給者や精神障害者等の健康福祉センター業務に関係する訪問対  
  象者のうち健康福祉センター所長が必要と認めた者の安否確認・被害状況把 
  握 
 
６ 管内に設置された避難所の状況把握 
 
７ 被害情報等を把握した場合には速やかに調整本部事務局に報告 
    ※保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・報告用）に報告様式（様式２－１号）

を格納 
  ※状況に応じてＥＭＩＳ（警戒モード等）上の被害情報等を確認 
                                   
８ 被害情報等を把握した場合には管内の関係機関に情報提供 
 
９ 社会福祉施設等については、調整本部各班から依頼があった際には、被害状況

を確認する 
  （社会福祉施設等が通信不能な場合や調整本部各班のみでの情報収集が困難な

場合に依頼する） 

 
 

非常配備体制 
 

 
１  所属内の連絡体制の確保 
 
２ 職員の参集状況確認 
 
３ 庁舎の被害状況確認 
 
４ 管内の医療機関、市町等の被害状況の収集 
  （ＥＭＩＳの活用を優先） 
 
５ 管内の重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）の被害状況の収集・支援 
 
６ 生活保護受給者や精神障害者等の健康福祉センター業務に関係する訪問対  
  象者のうち健康福祉センター所長が必要と認めた者の安否確認・被害状況把 
  握 
 
７ 管内に設置された避難所の状況把握・支援（ＥＭＩＳの活用を優先） 
 
８ 管内に設置された救護所の状況把握・支援（ＥＭＩＳの活用を優先） 
 
９ 健康福祉センター救護支援班の救護所・避難所等への派遣調整・支援  
 
10 支援活動等に必要な物資（衛生材料等）の確保 
 
11 収集した被害情報等を調整本部事務局に報告 
  （ＥＭＩＳの活用を優先）健康福祉センターの代理入力を含む 
   ※保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・報告用）に報告様式（様式２－１号）

を格納 
                
12 収集した被害情報等を管内の関係機関と共有 
 
13 医療圏別調整本部の設置に伴う業務 
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 配 備 区 分 対 応 事 項 

 
 

非常配備体制 
 

 
14 災害対策支部の設置に伴う業務 
 
15 社会福祉施設等については、調整本部各班から依頼があった 

際には、被害状況を確認する 
  （注意体制・警戒体制の第９項と同様） 
 

 １ 下線については基本的に各広域健康福祉センターが実施する事項 

２ 上記対応事項については、被害状況等を踏まえ広域・地域の連携のもと各健康福祉センター所長の判
断により適宜実施するものとする。 
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(4) 災害時連絡員 

 災害が発生した際（勤務時間内外問わず）に各健康福祉センターと本庁保健福祉部内各課との

間で迅速な連絡・調整を行い、的確な人員体制を整えられるよう、各健康福祉センターと部内各

課において災害時連絡員を定め、平時より災害時連絡員一覧表を共有する。 

 なお、人員体制を構築した後の連絡体制については、各健康福祉センター総合調整班と調整本

部事務局が主体となり、被害情報等の照会・報告を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各健康福祉センター災害時連絡員 

 ①次長または所長補佐（総括） 

 ②総務企画課長または総務企画担当               

 ③担当者    

保健福祉部（または調整本部） 

災害時連絡員 

①部内各課長補佐（総括）等 

災害発生時の

連絡・調整 

《災害時連絡員の保健福祉課への報告》 

 

(1)各広域健康福祉センターは３名、各地域健康福祉センターは２名、本庁各課は２名の災害時 

連絡員の役職・氏名・居住市町・連絡先を保健福祉課に報告する。 

 ※毎年度４月５日までに様式４号により報告(５日が県の休日の場合には別途指定する日) 

(2)保健福祉課において取りまとめ後、災害時連絡員一覧表を各健康福祉センターに配付する。 

(3)年度途中に報告内容に変更があった場合には、保健福祉課宛て速やかに報告する。 
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(5) 災害発生時における待機・解除 

   

 

ア 勤務時間中の対応 

（ア）待機                （イ）待機解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 緊急を要する場合には、電話等を適宜活用する。 

２ マロニエ回覧の概ね 20 分後に確認済になっていない所属のみ電話連絡を行う。 

３ 広域健康福祉センター及び地域健康福祉センターの双方が活動する場合には、双方の 

所長の協議により対応する。 

 

イ 勤務時間外（休日・夜間）の対応 

（ア）登庁・待機                （イ）待機解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 局地的な災害においては電話を基本とし、広域的な災害においてはマロニエ回覧等を基本と

する。 

２ 広域健康福祉センター及び地域健康福祉センターの双方が活動する場合には、双方の所長の

協議により対応する。 

 

 

保健福祉課（地域保健担当） 

各健康福祉センター（災害時連絡員） 

待機解除の判断に必要な情報提供等

②配備体制の 

報告 

①原則マロニエ回覧 

待機の判断に必要な 

情報提供等 

保健福祉課（地域保健担当） 

各健康福祉センター（災害時連絡員） 

②待機解除の 

報告 

①原則マロニエ回覧 

待機解除の判断に 

必要な情報提供等 

保健福祉課（企画調整担当又は 

総務主幹又は地域保健担当） 

各健康福祉センター（災害時連絡員） 各健康福祉センター（災害時連絡員） 

保健福祉課（企画調整担当又は 

総務主幹又は地域保健担当） 

①電話等 

待機の判断に必要な 

情報提供等 

②配備体制の 

報告 

①電話・マロニエ回覧等 

待機解除の判断に 

必要な情報提供等 

②待機解除の 

報告 
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(6) 休日等勤務時間外における人員体制 

  県内において災害が発生した場合の各配備区分における保健福祉部の人員体制  

 

ア 注意体制  

【震災】震度４以下の地震により人的・住家被害が発生した場合 

      （小規模な災害が発生した場合） 

【風水雪】小規模な災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合 
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イ 警戒体制 

【震災】最大震度５弱強の地震が発生した場合 

     （①中規模な災害が発生するおそれがある場合②中規模又は局地的な災害が発生し、 

拡大のおそれがある場合） 

【風水雪】第１警戒体制：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 

       第２警戒体制（※水害時のみ設置）：大規模な災害の発生が予見される場合 
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ウ 非常配備体制 

【震災】第２非常配備：県内で震度６弱以上の地震が発生した場合 

              （大規模な災害が発生し、甚大な被害を出すおそれがある場合） 

【風水雪】第１非常配備：大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 

       第２非常配備：①県内に特別警報が発表された場合 

               ②県内で最大風速 40m/s を観測したとき 

                          ③災害が拡大し、甚大な被害を出すおそれがある場合 
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３ 管轄地域外での活動  

(1)  県内管轄地域外における活動 

健康福祉センターの職員が所属する健康福祉センターに出勤することが困難と認めら

れ、かつ最寄りに参集可能な健康福祉センターが所在する場合においては、所属長の判断

により、最寄りの健康福祉センターにおいて、当該職員を災害対策業務に従事させること

ができる。 
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４ 災害時の時系区分における各班の対応事項 

時系区分については序章の６を参照。なお、時系区分は目安として設定したものであるため、被害規模等

の状況に応じた活動を展開することが必要である。 

各対応事項については、管内の状況等を踏まえ広域・地域の連携のもと各健康福祉センター所長の判断 

により適宜実施するものとする。 

 なお、各フェーズにおける支援ニーズや職員の負担を考慮し、必要に応じて総合調整班の調整の下、班制

や各班の人員配置を見直すこととする。 

 

 (1) 初動体制の整備から班編制まで 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 

フェーズ０ 

（発災～６時間） 

 

 

 
１ 庁舎の安全確認 
 ・庁舎の点検及び安全確認 
 ・庁舎のライフラインの状態、通信機器の点検 

  ・庁舎内での業務の可否を判断 
   
２ 活動本部の設営 
  ・活動本部となる部屋の準備 
   （本章、管内地図、ホワイトボード、文具、ＰＣ 等） 
 
３ 職員参集状況の把握 
  ・参集している職員を確認 
  ・参集・連絡してきた職員の被災状況及び登庁の可否を確認 
  ・参集・連絡のない職員について安否・登庁の可否を確認 
 
４ 調整本部事務局に連絡 
  ・庁舎被害、通信手段状況、職員参集状況を取りまとめ、調整本部事務局に 

報告（様式１号） 
・庁舎内において活動が不可能な場合、調整本部事務局に連絡 
・所属する災害対策支部の構成部局の事務所等の活用も想定 
 

５ 基本的な班編制の指示 
  (1)災害の状況、職員の参集状況により災害時活動班を編成 
  (2)所長の指揮下、災害の状況に応じ所内各課職員により次のとおり編成 
   ・総合調整班 
    →医療圏別調整本部を設置した場合には、総合調整班が医療圏別調整本 

部事務局となる 
   ・総務班 
   ・医療救護支援班 
   ・保健福祉活動班 
   ・感染症対策・生活衛生班   
    詳細は、P.65「２(2)災害発生時における基本的な班編制」を参照 
   

《職員の参集が困難な場合》 
   優先度の高い業務に職員を集約 
   →状況に応じ調整本部事務局に応援職員を要請 
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(2) 総合調整班 

網掛け部分については、医療圏別調整本部設置時にのみ該当する内容を記載している。 

時 系 区 分 対 応 事 項  

 
フェーズ０・１ 
（発災～72 時間） 

 

 

 
１ 管内の被災状況の把握 
  ・P.９「（別表）健康福祉センターの被害状況把握・収集の対象となる施設」 
   の確認 
  ・各班から適宜情報収集 
   ※ＥＭＩＳを中心とした状況把握は医療救護支援班による対応を優先 
 
２ 所内会議の開催 
  ・健康福祉センター所長が構成員を招集 
   （構成員不在時には予め定めた代替職員が対応） 
  ・必要な情報が記載された資料等の準備 
   ・会議により、職員の参集状況等の情報を共有し今後の方針を決定 
    ・会議結果の取りまとめ、所内での情報共有 
 
３ 連絡体制 
  (1)情報収集等の一元化 
       総合調整班⇔調整本部事務局 
  (2)定時の情報交換 
        ・調整本部事務局の指定の時間に被害情報等を報告 
    ※被害が甚大な場合等緊急を要する場合には速やかに報告 
        →ＥＭＩＳにより把握できない情報について様式２－１号により調整本

部事務局に報告 
 
４ 活動指示の一元化           
  ・調整本部事務局からの指示に基づく要請等を所内各班に伝達 
   
５ 市町支援 
  ・市町の被災状況（被災状況、職員対応状況等）を確認 
  ・管内市町へ保健医療福祉活動チーム等の応援派遣が必要と判断した場合に、 

調整本部事務局へ調整を依頼 
 
６ 必要物資の調達 
  ・必要に応じ、調整本部事務局に必要物資の調達や予算措置を 

要請 
 
７ 災害時に被災した地域の保健医療福祉活動に係る総合調整に関すること 
 
８ 災害及び被害状況等に関する情報の収集及び調整本部事務局への報告 
 
９ 関係市町及び医療圏内の関係機関等との連絡調整 
 
10 地域災害医療対策会議の開催 
 
11 調整本部事務局との連絡調整 
 
12 その他医療圏別本部長が必要と認める業務 
 
 
 ※24 時間体制のため交代要員の確保が必要 
 
 

 
フェーズ２ 

（72時間～７日） 

 
１ 連絡体制 

・定期的、また必要に応じ、地域の現状や対応等について調整本部事務局に 
報告 

  ・管内関係機関に必要な情報を提供 
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時 系 区 分 対 応 事 項  

 
フェーズ３・４ 

(８日～) 

 
１ 連絡体制 

・定期的、また必要に応じ、地域の現状や対応等について調整本部事務局に 
報告 

  ・管内関係機関に必要な情報を提供 
 
２ 広報活動 
  (1)広報内容 
   ・管内の被災状況、保健衛生に関する事項、医療機関の診療情報、各種相談 

に対する窓口紹介 等 
  (2)広報媒体 
   ア 各健康福祉センターが主体となる媒体 
    ・各健康福祉センターホームページ、保健衛生に関する情報を記載した 
     リーフレット 等 
   イ調整本部事務局ほか各班や県災害対策本部等への広報依頼 
    ・被災者等に広く周知する必要がある事項について県ホームページへの 

   掲載等を依頼 
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 (3) 総務班 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ０・１ 
（発災～72 時間） 

 
１  災害対策活動の庶務 
  (1)交通事情の把握 
   ・各健康福祉センターが所属する災害対策支部（県土整備班）や報道機関 
    防災情報システム等から道路や公共交通機関の情報を集約 
  (2)車両の確保 
   ・健康福祉センター所有車両の状況確認 
   ・必要な車両が不足する場合には調整本部事務局に要請 
  (3)緊急通行車両の確認申請 
   ・緊急通行車両の確認申請を所属する災害対策支部の支部長に提出 
 
２ 災害対策に必要な物資の配付、調達 
     ・各班に必要な物資を配付 
     ・物資が不足する場合には必要数（見込み含む）を確認し、調達 
 
３ 総務班以外の業務支援 
 

 
フェーズ２ 

（72時間～７日） 
 

 
１ 防疫活動計画【感染症対策・生活衛生班が実施】 

・活動に必要な車両の確保 
・防疫活動の必要資材（作業着、マスク、軍手、長靴、ゴム手袋等）の準備 
・資材が不足する場合は、調整本部に要請 
・散布用機器が不足する場合には、調整本部に要請 

  （消毒薬を調達する。調達に時間がかかる場合は、ほかの健康福祉センターに
搬入協力を依頼） 

 
 
フェーズ３・４ 

(８日～) 
 

 
１ 交通事情の把握 
    ・管内の道路や公共交通機関等の復旧状態を把握 
 
２ 資材の確保 
  ・各班からの要請に応じた資材等の確保 
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 (4) 医療救護支援班 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ０・１ 

（発災～72 時間） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 医療救護支援活動の詳細は、各広域健康福祉センターが地域ごとに発災後概ね 
 72 時間以内の対応を定めた「災害医療体制運用マニュアル」を参照 
 
１ 医療機関の被害状況、診療状況の把握 
  ・ＥＭＩＳにより状況（医療の需要、医療機関の被災状況）把握 
  ・郡市医師会、歯科医師会、薬剤師会等に会員の被災状況を確認 
    ・必要に応じ医療機関に直接電話、現地確認等を実施 
  ・透析医療機関に透析患者の安否、被災状況、透析の可否等を確認 
  → 調整本部事務局に報告 
   （ＥＭＩＳによる報告を優先し、ＥＭＩＳにより把握できない情報について 
    様式２－１号により報告） 
 
２ 避難所・救護所の設置状況の把握 
    ・ＥＭＩＳにより状況（避難所や救護所の開設状況や避難者数等） 
  ・必要に応じ市町に電話、現地確認等を実施 
   → 調整本部事務局に報告 
   （ＥＭＩＳによる報告を優先し、ＥＭＩＳにより把握できない情報について 
   様式３号により報告） 
 
３ 地域災害医療コーディネートチーム（地域の医師会、災害拠点病院等の地域中

核病院及び保健医療福祉関係団体等の医療関係者、統括 DMAT 等）と市町、関
係機関との連絡調整 

    
４  医薬品、医療資器材等の確保及び供給 
  ・市町又は被災医療機関等から医薬品等供給の要請があった場合には、調整本

部事務局を経由し薬務班に報告 
 
５ 市町が実施する医療救護活動に対する支援 
  (1)市町への医療機関情報を提供 
   ・ＥＭＩＳやその他のルート等で収集した情報を提供 
  (2)市町が設置する救護所の設置・運営等の支援 
   ・郡市医師会等の医療救護班と連携した医療救護支援班の派遣・調整 
    （必要に応じ調整本部医療政策班と協議） 
      ・医薬品、医療資器材等の調達等の支援 
    （必要に応じ調整本部薬務班と調整） 

 

 
フェーズ２ 

（72時間～７日） 

 
１ 医療提供体制の復旧状況の把握、支援 
  ・地域の医療提供体制の復旧状況を把握 
  ・医療機関等との情報交換を通じ課題の把握やニーズの分析 
  ・医療機関に対する非常用発電機等の燃料確保を支援 

 
 
フェーズ３・４ 

(８日～) 
 

 
１ 医療提供体制の復旧状況の把握、支援 
  ・医療提供体制の現状を医療機関に確認 
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 (5) 保健福祉活動班 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ０・１ 

（発災～72 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 管内の重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）精神障害者及び生活保護 

受給者等のうち健康福祉センターが支援対象とする災害時要配慮者の状況把 
握、支援 

  ・緊急性を考慮し危険地区や停電地区の居住者等に優先的対応 
  ・必要に応じ危険地区からの避難、負傷者の応急手当、医療機関への搬送調整 
 
２ 管内の施設の状況把握、支援 
  ・調整本部各班から依頼があった際には、社会福祉施設の利用者及び建物の状

況を把握 
  ・電話の不通等により状況確認ができない場合には、必要に応じて現地確認 
   又は市町や消防署等に協力依頼 
  ・他施設への移動が必要な者がいた場合には調整本部各班と調整 
 
３ 市町の状況把握、支援 
   ・管内市町からの支援要請があった場合に、避難所等における避難住民の  
   健康・栄養状態の把握・確認 

・避難所の衛生・栄養補給・食物アレルギー等の特殊栄養食品利用者状況の確
認等ニーズに応じた調達支援 

・福祉避難所への待避者を把握 
・他の施設への移動が望ましい被災者がいる場合、関係機関と調整 
 

 
フェーズ２ 

（72時間～７日） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
          
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
１ 管内の重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）、精神障害者及び生活保護 

受給者等の支援 
  ・健康福祉センターが支援対象とする災害時要配慮者のうちフェーズ０・１に

確認が取れなかった者の状況把握 
  ・被災状況の変化等を踏まえ既に確認済の対象者に対しても必要に応じ生活状 
    況の再確認  
 
２ 対象者のニーズに応じた支援 
  ・必要に応じ医療機関への搬送支援や自宅にとどまる者に対し避難所への誘導 
  ・必要に応じ保健福祉相談を実施 
   郡市医師会等関係機関と適宜連絡調整 
  ・こころのケアの対応 
   精神保健福祉センターやＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team

▶ 災害派遣精神医療チーム）と適宜連絡調整 
  ・生活不活発病やエコノミークラス症候群の予防対策 
    ・食事に配慮が必要な人（食物アレルギー、慢性疾患患者、乳幼児、妊産婦、

高齢者等）の食事内容の把握、特殊栄養食品等の確保等の支援 
 
３ 管内の施設の状況把握、支援 
  ・調整本部各班から依頼があった際には、社会福祉施設の利用者及び建物の状

況を把握 
・電話の不通等により状況確認ができない場合には、必要に応じて現地確認 

   又は市町や消防署等に協力依頼 
  ・他施設への移動が必要な者がいた場合など必要に応じ調整本部各班と調整 
  
４ 市町の状況把握、支援 
   ・管内市町からの支援要請があった場合には、避難所等における被災者の健康

及び栄養状態の確認、避難所の衛生状況の確認、食事・炊き出し等の献立内
容の確認等ニーズに応じた支援を実施 

    【感染症対策・生活衛生班と適宜調整】 
 
５ 避難所支援 
   ・避難所や被災地区の巡回指導等により住民の健康状態を把握 
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 時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ３・４ 

(８日～) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
１ 管内の重症難病患者（在宅人工呼吸器装着患者等）精神障害者及び生活保護受 

給者等について被災状況の変化等を踏まえ必要に応じ生活状況を再確認  
 
２ 対象者のニーズに応じた支援 
  ・傷病者や体調不良者に対し必要に応じて医療機関への受診案内、搬送支援 
  ・必要に応じ保健福祉相談を実施 
   郡市医師会等関係機関と適宜連絡調整 

・こころのケアの対応 
   精神保健福祉センターやＤＰＡＴと適宜連絡調整 
  ・生活不活発病やエコノミークラス症候群の予防対策 
   ・必要に応じ市町と連携した避難所等における巡回栄養相談を実施 
    ・食事に配慮が必要な人（食物アレルギー、慢性疾患患者、乳幼児、妊産婦、

高齢者等）の食事内容の把握、特殊栄養食品等の確保等の支援 
   ・提供された宿泊施設、市町営住宅、仮設住宅入居者への支援 
  ・巡回指導等により健康状態を把握し、必要な支援の実施 
   
３ 管内の施設の状況把握、支援 
  ・調整本部各班から依頼があった際には、社会福祉施設の利用者及び建物の状

況を把握 
・電話の不通等により状況確認ができない場合には、必要に応じて現地確認 

   又は市町や消防署等に協力依頼 
  ・他施設への移動が必要な入所者がいた場合等必要に応じ調整本部各班と調整 
 
４ 市町の状況把握、支援 
   ・管内市町からの支援要請があった場合には、避難所等における被災者の健康

及び栄養状態の確認、避難所の衛生状況の確認、食事・炊き出し等の献立内
容の確認等ニーズに応じた支援を実施 

  【感染症対策・生活衛生班と適宜調整】 
 

５ 栄養アセスメント（避難所食事状況調査の実施取りまとめ）及び報告    
    ・避難所生活の長期化を視野に入れ、各避難所等の栄養状態の実態把握を行う 
      とともに、栄養状態の改善に必要な対応の実施及び県への報告 
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(6) 感染症対策・生活衛生班 

 ア 感染症対策 

 
 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ０・１ 
(発災～72時間） 

 
１ 被災者の健康状態の把握 
  ・感染症の疑いがある者の情報を把握 
    【医療救護支援班、保健福祉活動班等から適宜情報収集】 

・必要に応じ、避難所や被災地区を巡回してリーフレット等による感染症予防 
を周知 

２ 一般家庭等の被災状況の把握 
  ・床上、床下浸水等の被害状況を把握 
    【総合調整班から適宜情報収集】 
 

  
フェーズ２ 

(72 時間～７日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
１ 被災者の健康状態の把握 
  ・感染症の発生及びその疑いがある者の情報を把握、必要な調査や指導の実施 
    【医療救護支援班、保健福祉活動班等から適宜情報収集】 
 
２ 管内の市町、郡市医師会等関係機関との感染症予防対策に関する連絡調整 
 
３ 管内の感染症指定医療機関の状況把握 
  ・被害状況、患者受入体制 等 
    【医療救護支援班・保健福祉活動班等から適宜情報収集】 
 
４ 防疫活動 
  (1)家屋などの消毒活動は市町業務として実施されるが、被災状況により市町

が対応できない場合には、市町からの要請に応じ、健康福祉センターが防
疫活動を実施 
ただし、栃木県と栃木県ペストコントロール協会にて「大規模災害等発生
時の防疫活動に関する協定書」を締結(令和２年６月１日、令和３年４月１
日改訂)しているので、市町には防疫活動の活用を案内 

(2)被災市町の防疫活動(消毒実施)状況把握及び調整本部への報告 
 
５ 感染症発生時の対応 
    感染症の患者が発生あるいは発生するおそれがある場合には、「栃木県感染症 

対応マニュアル」（感染症対策課）等に基づき対応 
   (1)患者対応（医療機関の確保）     
   (2)防疫対策の実施（消毒・保健指導等） 
   (3)疫学調査の実施  
   (4)検査体制の確保・検査の実施 
  (5)資材（作業着・マスク・軍手・長靴・ゴム手袋等）の確保 
 
６ 避難所等における指導 ※生活衛生対策としても適宜実施 
  ・避難所、被災地区での感染症の発生予防、まん延防止のための普及啓発とし 
   て、消毒や手洗いの励行等についてリーフレット配付等による広報や防疫指 
   導を実施（必要に応じ巡回により指導） 
  ・実施結果及び今後の予定を総合調整班に報告 
   → 総合調整班から調整本部事務局経由により健康増進班に報告 【保健福

祉活動班との連携に配慮】 
  (1)食生活 
     ・住民が食品由来感染症にり患することがないよう、食品の保管方法、炊き 
    出しの仕方等について指導 
  (2)生活環境 
     ・住民が感染症にり患することがないよう、トイレの使用法や消毒法、室内 
    清掃、衛生害虫（発生動向の予測等）・ねずみ等の駆除等について指導 
     ・飲用水の安全確保のための指導 
  (3)健康管理 
     ・巡回指導等により被災地住民の健康状態を調査 
   ・感染症の疑いのある者の発見 
   ・呼吸器系疾患、破傷風等外傷その他の疾病についても指導 

   ・必要な場合には医療機関の受診を調整 
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時 系 区 分 対 応 事 項 

  
フェーズ３・４ 

(８日～) 
 

 
１ 避難所等における指導  

・避難所、被災地区での感染症の発生予防、まん延防止のための普及啓発とし 
  て、消毒や手洗いの励行等についてリーフレット配付等による広報や防疫指 
  導を実施（必要に応じ巡回により指導） 
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 イ 生活衛生対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

時 系 区 分 対 応 事 項 

 
フェーズ０・１ 
(発災～72時間） 

 

 

 

 

 

 

 
１ 避難所、被災住民に対する衛生指導 
  ・避難所等の食品管理等の状況を把握 
   ・避難所、被災地区におけるリーフレット配付等による衛生対策の実施 
   （必要に応じ巡回により指導） 
 
２ 食品営業許可施設等の被害状況の把握・指導 
  ・管内食品営業許可施設等（被災者に食事を提供する可能性がある施設等）の

被害状況を把握 
・食品衛生協会と連携し、被害・稼働状況に応じ施設管理、加熱調理等食品の 

   衛生的取扱について指導助言 
・避難所、食品集積所、応急調理施設、弁当調理施設などの衛生指導を実施 

 
３ 食品供給業者の把握・指導 
  ・弁当の調理施設や食品集積所の設置状況を市町に確認 
  ・避難所への弁当供給施設に対して衛生管理の徹底を指導 
 
４ 水道施設の被害状況把握 
    ・「水道施設への被害情報等収集の手引き」（生活衛生課）に基づき対応 
 

 
 

フェーズ２ 
(72 時間～７日） 

 

 
１ 活動体制の見直し 

被災地の復旧状況に応じ、総合調整担当の調整のもと活動体制を見直し 
   (1)監視体制の見直し 
    (2)検査体制の見直し 
 
２ 情報収集、伝達、提供 
    引き続き被災者等への食品の安全確保を図るため、フェーズ０・１の活動を継

続 
(1)食品関係施設の被害状況等の把握 
(2)食品供給業者の把握 
(3)食中毒等食品事故の把握 

 
３ 食品供給業者の衛生指導 
  ・引き続き避難所、食品集積所、応急調理施設、弁当調理施設などの衛生指導 
   を実施 
 
４ 市町に対する衛生指導 
    ・弁当搬入業者について、調整から喫食までの時間短縮の観点から、近隣の業 
   者への切り替えを指導 
 
５ 避難所、被災住民に対する衛生指導 
  ・避難所における動物飼育状況を把握し、必要な指導の実施 
    ・巡回指導に際して、総合調整班の調整のもと、保健福祉活動班と一体的な活

動を行えるよう情報交換する等連携を図り、引き続き衛生対策を実施 
 
６ 被災営業施設の衛生指導 
    ・営業開始前の衛生指導を実施 
 
７ 食品等の衛生検査の実施 
    ・必要に応じ調理施設のふき取り検査、食品検査の実施 
 
８ 水道施設の被害状況把握 
    ・「水道施設への被害情報等収集の手引き」（生活衛生課）に基づき対応 
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 時 系 区 分 対 応 事 項 

 
 

フェーズ３・４ 
(８日～) 

 

 
１ 避難所、被災住民に対する衛生指導 
  ・食中毒発生予防のため、食品の保管方法や炊き出しの方法等について指導 
  ・トイレの使用法や消毒法、室内清掃、衛生害虫・ねずみ等の駆除等について 

の指導 
   
２ 避難所等における飲料水としての供給水の検査 
  ・飲用井戸を利用している場合には省略検査項目についての水質検査を確認 

し、必要時、可能であれば受検するよう指導 
  ・給水車や給水タンクにより応急給水している場合は、必要に応じて残留塩素 

の検査を行い、衛生指導を実施 
 

３ 飲用井戸等の検査、消毒指導 
 (1)検査 
   ・飲用井戸を利用している施設や家庭の飲料水について、省略項目の水質検査 
      に対応できるように検体の受入体制を整備 
  ・検査容器の確保、配付 
  ・検体の回収 
  ・検査実施機関の調整 

 (2)消毒指導の実施 
   ・飲用井戸利用の家庭等に対し、井戸水の消毒を指導 
(3)資材の確保 

   ・残留塩素測定器、温度計等必要な資材の確保を総務班に依頼 
  ・緊急を要する場合には被災地以外の健康福祉センターに資材の持参を依頼 

 
４ 避難所、被災住民に対する衛生指導 
  ・避難所における動物飼育状況を把握し、必要な指導の実施 
    ・巡回指導に際し、総合調整班の調整のもと、保健福祉活動班と一体的な活動 

を行えるよう情報交換する等連携を図り、引き続き衛生対策を実施 
 
５ 被災水道施設の給水開設前の衛生指導 
  ・被災水道施設の復旧工事（仮復旧工事を含む）終了後、必要に応じ当該水道 
   施設の汚染防止措置の確認及び水道水の残留塩素を検査 
 
６ 水質検査奨励の広報 
  ・飲用井戸の設置者及び受水槽使用施設の設置者に対し、施設の点検、水質検 
   査の実施を勧める広報を実施 
 
７ 火葬場の被害、火葬処理状況把握 
  ・火葬場の管理者から被害、稼働状況等の情報収集を実施 
 
８ 資材の確保 
  ・再度、資材の必要数を確認し、不足が生じる場合には総務班に必要数の確保 
   を要請する 
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５ 被害情報等の報告・共有 

 

 (1) 情報収集 

   健康福祉センターの被害状況把握・収集の対象となる医療機関、市町等の施設は P.85 の別表

を参照する。 

 

 (2) 報告手段 

     保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・報告用）に報告様式（電子データ）を格納する。 

   ※上記手段を用いることができない場合にはＦＡＸ、電話、防災無線電話等を適宜活用する。 

    非常配備体制においては、ＥＭＩＳによる報告を優先する。 

    衛星携帯電話については、管内に警戒体制又は非常配備体制が発表された時点において稼働

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整本部事務局 

② 

保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・報告用及び閲覧用）   

① 

 ①各所属において把握した被害情報等を保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・報告用）に格納 

  ②被害情報等を適宜確認 

 ③被害情報等を調整本部事務局において集約の上、保健福祉部共有フォルダ（Ｏドライブ・閲覧用）に格納 

  ④危機管理課から提供された被害情報等やその他必要な情報を調整本部事務局において保健福祉部共有フォルダ

（Ｏドライブ・閲覧用）に格納 

   ※上記手段を用いることができない場合にはＦＡＸ、電話、防災無線電話等を適宜活用 

  ※状況により調整本部各班から各健康福祉センターに直接提供 

④ 

④ 

各健康福祉センター総合調整班 

※状況により各健康福祉 

センターに直接提供  

調整本部各班 

危機管理課 

その他必要な情報 

③ 

① ② 
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（別表）健康福祉センターの被害状況把握・収集の対象となる医療機関、市町等の施設 

対 象 施 設 所管課（参考） 

 
１ 健康福祉センター 
 
２ 市町保健センター、市町福祉センター 
 

 
保 健 福 祉 課 

 
３ 医療機関（精神科病院、国民健康保険直営診療施設を除く） 

 

 
医 療 政 策 課 

 

           （うち精神科病院（総合病院を除く）） 

 

障 害 福 祉 課 

 

       （うち国民健康保険直営診療施設） 

 

国 保 医 療 課 

 

 
４ 薬局 
 
５ 医薬品卸売販売業者 
 
６ 毒劇物営業者、要届出業務上取扱者 

 

 
薬 務 課 

 

 

 

以下は、調整本部各班から依頼があった際に、被害状況を確認する 

 
７ 生活保護関係施設 
    （救護施設、授産施設、無料低額宿泊所） 
 

 
保 健 福 祉 課 

 
８ 高齢者関係施設 
  （養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、特別養護老人ホーム、

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、老人短期入所
施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知証対応型共同生活介護事業所、
複合型サービス福祉事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住
宅） 

 
高 齢 対 策 課  

 

 
９ 障害児者関係施設 
  （障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生

活援助、短期入所、療養介護） 
 

 
障 害 福 祉 課 

 
10 児童関係施設等 
  （保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、へき地保育所、地域子

育て支援拠点、放課後児童健全育成事業所、助産施設、乳児院、母子生活
支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童自
立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、婦人保護施設※、婦人
相談所一時保護施設※、児童相談所一時保護施設） 

  

 
こ ど も 政 策 課 

 

※人権・青少年男女参画課 

１ 災害復旧国庫補助金に係る事務を行う場合に被災状況の把握・収集が必要となる施設。 
２ 対象施設については、「社会福祉施設等要覧」（指導監査課作成）を適宜参照のこと。 
３ 宇都宮市に所在する施設は、対象から除くものとする。 

社会福祉施設等が通信不能な場合や、調整本部各班で情報収集しきれない場合は、

調整本部各班から、各健康福祉センター宛てに現地での状況確認を依頼。 
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（様式１号） 

庁舎被害・職員参集・通信手段状況報告書（第 回） 
【各健康福祉センター → 保健医療福祉調整本部事務局】 

記 入 日  令和 年  月  日          健康福祉センター 

記 入 時 間          時           分 記 入 者 ： 

庁舎全体の状況 危険度 大（大規模修繕が必要）    小（一部修繕により使用可） 被害なし

 
施設内の被害状況 
（該当項目に○） 
 
 
 
 
 

 
天 井 

床 
壁 

窓 ガ ラ ス 
通路（階段含む） 
事 務 機 器 
公 用 車 

 
損 
 
傷 
 
程 
 
度 

 
大きい    少ない    異常なし 
大きい    少ない    異常なし 
大きい    少ない    異常なし 
大きい    少ない    異常なし 
大きい    少ない    異常なし 
大きい    少ない    異常なし 
使用可能  台      不可能  台 

 
そ の 他 

 
 

 
ラ イ フ ラ イ ン 
（該当項目に○） 
 
 

電 気 
(非常用発電機） 
ガ ス 
水 道 
電 話 

異常あり       異常なし 
（異常あり       異常なし） 

異常あり       異常なし 
異常あり       異常なし 
異常あり       異常なし 

職員の参集状況  参集職員数     名（総職員数     名） 

職員の被害状況 

 
 死 者       名 
 負傷者       名  （うち重症者     名） 
 不 明       名 

 
通 信 手 段 
 （該当項目に○） 
 
 
 
 
 
 
 

 
電      話 
Ｆ   Ａ   Ｘ 
携 帯 電 話 
（所属緊急用） 
（所属感染症用） 
（災害時連絡員） 
衛 星 電 話 
ﾏ ﾛ ﾆ ｴ ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ 
（メール、回覧等） 

 
          通信可        通信不可 
            通信可         通信不可 
            通信可        通信不可  
            通信可        通信不可 
           通信可                通信不可 
            通信可                通信不可 
             通信可                通信不可 
             通信可                通信不可 
 

 
特 記 事 項 
 
 

 
 
 

 

６ 様式集 
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（様式２-1号）

NO
所在
市町

施設種別 法人種別
施設名
（法人名）

電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 住所
入所者
数

連絡確認の
有無

人的被害の状
況

建物被害の状
況

入所者の
他施設等への
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況 飲料水・食料の状況 生活用水の状況
自家発電装置の

燃料の状況（停電時）
保育所等の開所の有

無

情報元
(施設担当
者)

災害発生時の
入所者数
（利用者数）

避難者に関する
留意事項

浸水 土砂
今後の
見通し

連絡確認の
有無

人的被害の
状況

建物被害の
状況

入所者の
他施設等へ

の
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況
飲料水・食
料の状況

生活用水の
状況

自家発電装
置の

燃料の状況
（停電時）

保育所等の
開所の有無

情報元
(施設担当
者)

災害発生時
の入所者数
（利用者数）

避難者に関
する

留意事項
浸水 土砂

これまでの
対応

今後の
見通し

状況

他施設 病院 避難所 自宅 その他 他施設 病院 避難所 自宅 その他

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式

※必要に応じて行を追加すること。

栃木県　施設被害状況報告作業シート【○○健康福祉センター→保健医療福祉調整本部事務局】

基本情報
（確認できる範囲で記載）

避難先 代替保育・受入施設

被害情報等
（災害発生時に記載する項目）

他保育所等 他保育所等
以外

代替保育等
不要

今回報告【令和　年　月　日　時　時点】

うち避難者数、
代替保育・他所
での受入人数

他保育
所等以
外

他保育
所等

代替保
育等不
要

避難先 代替保育・受入施設

うち避難者
数、代替保
育・他所で
の受入人数
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（様式２－２号）

NO
所在
市町

施設種別 法人種別
施設名
（法人名）

電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 住所
入所者
数

連絡確認の
有無

人的被害の状
況

建物被害の状
況

入所者の
他施設等への
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況
飲料水・食
料の状況

生活用水の
状況

自家発電装
置の

燃料の状況
（停電時）

情報元
(施設担当
者)

災害発生時の
入所者数
（利用者数）

避難者に関
する

留意事項
浸水 土砂

今後の
見通し

連絡確認の
有無

人的被害の
状況

建物被害の
状況

入所者の
他施設等へ

の
避難の有無

被害状況の
詳細

断水の状況 停電の状況
飲料水・食
料の状況

生活用水の
状況

自家発電装
置の

燃料の状況
（停電時）

情報元
(施設担当
者)

災害発生時
の入所者数
（利用者数）

避難者に関
する

留意事項
浸水 土砂

これまでの
対応

今後の
見通し

状況

他施設 病院 避難所 自宅 その他 他施設 病院 避難所 自宅 その他

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式
うち避難者数

基本情報
（あらかじめ記載しておく項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能

避難先

被害情報等
（災害発生時に記載する項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能。ピンクの項目については、県独自の項目のため記載が必要。

栃木県　施設被害状況報告作業シート【高齢対策課→保健医療福祉調整本部事務局】

避難先

うち避難者
数

今回報告【令和　年　月　日　時　時点】
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（様式2-3号）

NO
所在
市町

施設種別 法人種別
施設名
（法人名）

電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 住所
入所者
数

連絡確認の
有無

人的被害の状
況

建物被害の状
況

入所者の
他施設等への
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況 飲料水・食料の状況 生活用水の状況
自家発電装置の

燃料の状況（停電時）
保育所等の開所の有

無

情報元
(施設担当
者)

災害発生時の
入所者数
（利用者数）

避難者に関する
留意事項

浸水 土砂
今後の
見通し

連絡確認の
有無

人的被害の
状況

建物被害の
状況

入所者の
他施設等へ

の
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況
飲料水・食
料の状況

生活用水の
状況

自家発電装
置の

燃料の状況
（停電時）

保育所等の
開所の有無

情報元
(施設担当
者)

災害発生時
の入所者数
（利用者数）

避難者に関
する

留意事項
浸水 土砂

これまでの
対応

今後の
見通し

状況

他施設 病院 避難所 自宅 その他 他施設 病院 避難所 自宅 その他

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式

※必要に応じて行を追加すること。

栃木県　施設被害状況報告作業シート【こども政策課、人権・青少年男女参画課→保健医療福祉調整本部事務局】

基本情報
（あらかじめ記載しておく項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能

避難先 代替保育・受入施設

被害情報等
（災害発生時に記載する項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能。ピンクの項目については、県独自の項目のため記載が必要。

他保育所等 他保育所等
以外

代替保育等
不要

今回報告【令和　年　月　日　時　時点】

うち避難者数、
代替保育・他所
での受入人数

他保育
所等以
外

他保育
所等

代替保
育等不
要

避難先 代替保育・受入施設

うち避難者
数、代替保
育・他所で
の受入人数
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（様式２－４号）

NO
所在
市町

施設種別 法人種別
施設名
（法人名）

電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 住所
入所者
数

連絡確認の
有無

人的被害の状
況

建物被害の状
況

入所者の
他施設等への
避難の有無

被害状況の詳細 断水の状況 停電の状況 飲料水・食料の状況 生活用水の状況
自家発電装置の

燃料の状況（停電時）

情報元
(施設担当
者)

災害発生時の
入所者数
（利用者数）

避難者に関する
留意事項

浸水 土砂
今後の
見通し

連絡確認の
有無

人的被害の
状況

建物被害の
状況

入所者の
他施設等へ

の
避難の有無

被害状況の
詳細

断水の状況 停電の状況
飲料水・食
料の状況

生活用水の
状況

自家発電装
置の

燃料の状況
（停電時）

情報元
(施設担当
者)

災害発生時
の入所者数
（利用者数）

避難者に関
する

留意事項
浸水 土砂

これまでの
対応

今後の
見通し

状況

他施設 病院 避難所 自宅 その他 他施設 病院 避難所 自宅 その他

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式

栃木県　施設被害状況報告作業シート【障害福祉課→保健医療福祉調整本部事務局】

被害情報等
（災害発生時に記載する項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能。ピンクの項目については、県独自の項目のため記載が必要。

避難先

うち避難者
数

今回報告【令和　年　月　日　時　時点】

うち避難者数

基本情報
（あらかじめ記載しておく項目）本庁各課の国への報告様式から転記可能

避難先
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（様式３号）

　     月　　 日   ・         　時現在

1 避難所状況 　　　健康福祉センター・　　　　　

電話番号

FAX番号 高齢者 障害者 乳幼児 妊産婦
その他
（　　）

2 救護所状況

電話番号

FAX番号

　 所属・担当者名：

うち要配慮数

　 ※ＥＭＩＳによる報告を優先し、ＥＭＩＳにより把握できない情報について本様式により報告すること。 報告日時：

避難所及び救護所状況報告書【各健康福祉センター　→　保健医療福祉調整本部事務局】

№

№ 施設名 所在地
設置
日時

8

1

2

3

4

5

必要な支援施設名 所在地
受入開
始時刻

受入可
能人数

現在受
入人数

必要物資
（品名、必要数等）

保健師等の
巡回状況

飲料水
の状況

食事の
状況

寝具の
状況

3

2

1

6

収容可
能人数

4

5

医療救護班の活動状況

※必要に応じ適宜記載欄を追記等すること。

負傷者
受入数

7

必要な支援
必要物資

（医薬品・衛生材料名、必要数等）
後方病院への搬送状況

（病院名、人数等）

91
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（様式４号）

所属名

担当者名

連絡先（勤務時間内）

連絡先（勤務時間外）

   ※毎年度４月５日までに保健福祉課に報告すること。（年度途中に変更があった場合には速やかに報告すること。）

2

3

1

各健康福祉センター・保健福祉部内各課における災害時連絡員の報告について

役　職 氏　名
優先
順位

居住市町名

92
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栃木県保健医療福祉調整本部設置要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、栃木県保健医療福祉調整本部（以下「調整本部」という。）の設置に関し、

必要な事項を定めるものとする。 
 
（調整本部の設置） 
第２条 栃木県災害対策本部条例（昭和 37 年栃木県条例第 44 号。以下「条例」という。）に規定

する栃木県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）が設置される場合又は保健福祉部長

が必要と認める場合は、保健福祉部に調整本部を設置する。 
 
（調整本部の所掌事務） 
第３条 調整本部は、災害時の保健医療福祉活動を実施するため、次の各号に掲げる業務を行う。 
（１）災害時の保健医療福祉活動に係る総合調整に関すること。 
（２）災害及び被害状況等に関する情報の収集、分析及び提供に関すること。 
（３）都道府県及び関係機関等への協力要請、待機要請、派遣要請及び出動要請に関すること。 
（４）県内被災市町、国及び他都道府県等からの依頼に基づく保健医療福祉活動に関すること。 
（５）その他保健医療福祉調整本部長（以下「調整本部長」という。）が必要と認める業務に関す

ること。 
 
（調整本部の組織） 
第４条 調整本部は、調整本部長、保健医療福祉調整本部長代行（以下「調整本部長代行」とい

う。）、保健医療福祉調整副本部長（以下「調整副本部長」という。）及び保健医療福祉調整本部

員（以下「調整本部員」という。）をもって構成する。 
２ 調整本部長には保健福祉部長を、調整本部長代行には保健医療監又はその相当の職にある者

を、調整副本部長には次長兼保健福祉課長、医療政策課長及び保健福祉部次長を、調整本部員

には前条に定める業務を行うために必要な職員をもって充てる。 
３ 調整本部長は、調整本部に災害医療コーディネートチームを置くことができる。 
４ 災害医療コーディネートチームは、一般社団法人栃木県医師会長、統括災害医療コーディネー

ター、栃木県 DMAT のうち統括 DMAT の資格を有する者（以下「統括 DMAT」という。）及

び調整本部長が必要と認める者をもって構成し、医療の専門的見地から、前条に定める業務を

行う。 
５ 一般社団法人栃木県医師会長は、災害医療コーディネートチームを統括する。 
６ 調整本部長代行は、必要に応じて調整本部長に代わり職務を代行する。 
７ 調整副本部長は、調整本部長及び調整本部長代行を補佐し、調整本部長及び調整本部長代行

に事故あるときは、その職務を代理する。 
 
（調整本部会議） 
第５条 保健医療福祉活動に関する情報の共有・整理・分析及び対策の検討を行うため、調整本

部に調整本部会議を置く。 
２ 調整本部会議は、別記第１の表に掲げる各会議及びその他本部長が必要と認める会議とする。 
（医療圏別保健医療福祉調整本部の設置） 
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第６条 条例に規定する現地災害対策本部（以下「現地災害対策本部」という。）が設置される場

合又は調整本部長が必要と認める場合は、被災地に医療圏別保健医療福祉調整本部（以下「医

療圏別調整本部」という。）を設置する。 
 
（医療圏別調整本部の所掌業務） 
第７条 医療圏別調整本部は、災害時の保健医療福祉活動を実施するため、次の各号に掲げる業

務を行う。 
（１）被災した地域の保健医療福祉活動に係る総合調整に関すること。 
（２）災害及び被害状況等に関する情報の収集及び調整本部への報告に関すること。 
（３）関係市町及び医療圏内の関係機関等との連絡調整に関すること。 
（４）地域災害医療対策会議の開催に関すること。 
（５）その他医療圏別保健医療福祉調整本部長（以下「医療圏別本部長」という。）が必要と認め

る業務に関すること。 
 
（医療圏別調整本部の組織） 
第８条 医療圏別調整本部は、医療圏別本部長、医療圏別保健医療福祉調整本部長代行（広域健

康福祉センター所長と保健所長が異なる場合に置く。以下「医療圏別本部長代行」という。）、

医療圏別保健医療福祉調整副本部長（以下「医療圏別副本部長」という。）及び医療圏別保健医

療福祉調整本部員（以下「医療圏別本部員」という。）をもって構成する。 
２ 医療圏別本部長には広域健康福祉センター所長を、医療圏別本部長代行には保健所長を、医

療圏別副本部長には広域健康福祉センター次長及び地域健康福祉センター所長を、医療圏別本

部員には前条に定める業務を行うために必要な職員をもって充てる。 
３ 前２項に定めるもののほか、必要に応じて医療圏別副本部長に広域健康福祉センター総務福

祉部長補佐（総括）又は広域健康福祉センター地域保健部長補佐（総括）を充てることとする。 
４ 医療圏別本部長代行は、必要に応じて医療圏別本部長に代わり職務を代行する。 
５ 医療圏別副本部長は、医療圏別本部長及び医療圏別本部長代行を補佐し、医療圏別本部長及

び医療圏別本部長代行に事故あるときは、その職務を代理する。 
６ 医療圏別本部長は、医療圏別調整本部に地域災害医療コーディネートチームを置くことがで

きる。 
７ 地域災害医療コーディネートチームは、地域災害医療コーディネーター、地域の医師会、災

害拠点病院等の地域中核病院及び保健医療関係団体等の職員、統括 DMAT 及び医療圏別本部長

が必要と認める者をもって構成し、医療の専門的見地から、前条に定める業務を行う。 
８ 地域災害医療コーディネーターは、地域災害医療コーディネートチームを統括する。 
 
（地域災害医療対策会議） 
第９条 医療圏別調整本部に地域災害医療対策会議を置く。 
２ 地域災害医療対策会議は、広域健康福祉センター、関係市町等の職員、地域の医師会、災害

拠点病院等の地域中核病院、保健医療関係団体等の医療関係者及びその他医療圏別本部長が必

要と認める者をもって構成し、必要に応じ医療圏別本部長が会議を招集し、主宰する。 
３ 地域災害医療対策会議は、避難所等での保健医療福祉ニーズを適切かつ詳細に把握･分析した

上で、調整本部等から派遣された医療チーム等を配置調整するなどのコーディネート機能が十

分に発揮できる体制の整備について協議決定し、及びその実施を推進する。 
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（解散） 
第１０条 調整本部長は、災害対策本部が解散される場合又は被災地の保健医療福祉活動が概ね

終了したと認める場合は、調整本部を解散する。 
２ 調整本部長は、現地災害対策本部が解散される場合又は被災医療圏の保健医療福祉活動が概

ね終了したと認める場合は、医療圏別調整本部を解散する。 
 
（秘密を守る義務） 
第１１条 調整本部又は医療圏別調整本部において業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を

他人に漏らしてはならない。 
 
（実費弁償等） 
第１２条 調整本部長又は医療圏別本部長の要請に基づき、調整本部又は医療圏別調整本部に出

務した者の実費弁償は、他に特別の定めがある場合を除き、出務した１日につき、災害救助法

施行細則（昭和 35 年栃木県規則第 35 号）第８条により知事が別に定める実費弁償の額を支給

する。 
２ 調整本部長又は医療圏別本部長の要請に基づき、調整本部又は医療圏別調整本部に出務した

者が、その職務に関連して負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、他に特別の定めがあ

る場合を除き、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例（昭和

39 年栃木県条例第 11 号）の例により扶助金を支給する。 
 
（庶務） 
第１３条 調整本部は、栃木県保健福祉部保健福祉課において処理する。ただし、災害医療コー

ディネートチームについては、同部医療政策課において処理する。 
２ 医療圏別調整本部は、広域健康福祉センターにおいて処理する。 
 
（委任） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、調整本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 
   附 則 
１ この要綱は、令和５（2023）年３月 20 日から施行する。 
２ 栃木県保健医療調整本部設置要綱（平成 31（2019）年３月 22 日制定）は、廃止する。 
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別記第１（第５条関係）保健医療福祉調整本部会議について 

会議名称 開催決定者 構成員 主な検討項目 

初動会議 保健福祉課総

務主幹が開催

決定 

調整本部長、調整本

部長代行、調整副本

部長（次長兼保健福

祉課長・医療政策課

長、次長）、総務主

幹（本部事務局員） 

ア 災害対策本部からの指示、依頼事項の報 

告 

イ 各班からの被害状況及び登庁状況の報告 

ウ 班長会議開催準備に関すること 

エ その他必要と思われる事項 

班長会議 初動会議で開

催決定し、調整

本部長が招集 

調整本部長、調整本

部長代行、調整副本

部長（次長兼保健福

祉課長・医療政策課

長、次長）、総務主

幹（本部事務局員）、

各班長（各課長） 

ア 災害対策本部からの指示、依頼事項 

イ 各班からの被害状況及び活動状況の報告 

ウ 各班からの応援物資等の要求 

（事前に災害対策本部に伝えてある場合

は結果報告） 

エ その他必要と思われる事項 

保健医療福祉活

動チーム対策会

議 

調整本部長代

行、副調整本部

長（医療政策課

長）が開催決定 

調整本部長代行、調

整副本部長（医療政

策課長）、災害医療

コーディネートチー

ム統括（県医師会

長）、統括 DMAT、統

括災害医療コーディ

ネーター等 

ア 災害対策本部及び調整本部からの指示、

依頼事項 

イ 各保健医療福祉活動チームの活動方法の

検討 

ウ 各保健医療福祉活動チームの受援につい

ての検討 

エ その他必要と思われる事項 

保健医療福祉調

整本部保健医療

福祉活動チーム

連絡会議 

保健福祉班・医

療政策班が開

催決定 

調整本部員、統括

DMAT、統括災害医療

コーディネーター、

各保健医療福祉活動

チームの代表等 

ア 調整本部からの指示、依頼事項 

イ 各保健医療福祉活動チーム活動状況の共

有 

ウ 各保健医療福祉活動チームの課題の共有

及び対策の検討 

エ その他必要と思われる事項 
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栃木県災害医療コーディネーター設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大規模災害によって人的被害が発生した場合において、必要とされる医療

が迅速かつ的確に提供されるよう調整することによって被害の軽減を図るため、栃木県災害医

療コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の設置に関し、必要な事項を定め

る。 

 

（委嘱及び任期） 

第２条 コーディネーターは、災害医療に精通し、かつ、栃木県の医療の現状について熟知して

いる医師のうちから知事が委嘱する。 

２ コーディネーターの任期は、３年とする。ただし、補充されたコーディネーターの任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ コーディネーターは、再任することができる。 

 

（職務） 

第３条 コーディネーターは、大規模災害によって人的被害が発生した場合において、保健医療

福祉調整本部の本部長（以下「本部長」という。）の要請により、保健医療福祉調整本部若し

くは医療圏別保健医療福祉調整本部に出務し、又は災害拠点病院において次に掲げる業務を行

う。 

（１）災害時医療救護活動又は現地災害時医療救護活動の総合調整に関すること。 

（２）災害及び被災状況に関する情報の収集、分析及び提供に関すること。 

（３）関係機関に対する協力要請、待機要請、派遣要請及び出動要請に関すること。 

（４）県内被災市町村、国及び他都道府県等からの依頼に基づく医療救護活動に関すること。 

（５）その他本部長が必要と認める業務に関すること。 

２ 本部長は、保健医療福祉調整本部が解散される場合又は災害時医療救護活動が概ね終了した

と認める場合は、コーディネーターに対する活動の要請を解除する。 

３ コーディネーターは、その職務を終了するに当たっては、副本部長又は医療圏別保健医療福

祉調整本部長に対し、所要の事項を引き継ぐものとする。 

 

（統括災害医療コーディネーター） 

第４条 本部長は、コーディネーターの中から統括災害医療コーディネーター（以下「統括コー

ディネーター」という。）を１名選任する。 

２ 統括コーディネーターは、大規模災害によって人的被害が発生した場合において、本部長の

要請により、災害医療コーディネートチームとして保健医療福祉調整本部に出務し、前条第１

項に規定する業務を行うほか、他のコーディネーターを統括する。 

３ 本部長は、統括コーディネーターが保健医療福祉調整本部に出務できないときは、他のコー

ディネーターに対して保健医療福祉調整本部への出務を要請するものとする。この場合、出務

したコーディネーターは、統括コーディネーターが出務するまでの間、統括コーディネーター

の職務を代理する。 
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（秘密を守る義務） 

第５条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（実費弁償等） 

第６条 コーディネーターの実費弁償は、本部長の要請により出務した１日につき、災害救助法

施行細則（昭和３５年栃木県規則第３５号）第８条により知事が別に定める実費弁償の額を支

給する。 

２ コーディネーターが、その職務に関連して負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、災

害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例（昭和３９年栃木県条例

第１１号）の例により、扶助金を支給する。 

 

（事務） 

第７条 コーディネーターに関する事務は、栃木県保健福祉部医療政策課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、第２条第１項の規定により最初にコーディネーターに委嘱された者の任

期は、同条第２項の規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までの期間とする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年２月１５日から施行する。 

２ この要綱の施行後、第２条第１項の規定により最初にコーディネーターに委嘱された者の任

期は、同条第２項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までの期間とする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年３月１６日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にコーディネーターに委嘱されている者の任期については、なお従前

の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年３月１１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、第２条第１項の規定により最初にコーディネーターに委嘱された者の任

期は、同条第２項の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの期間とする。 
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   附 則 

 この要綱は、令和５（2023）年３月２８日から施行する。 
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令和４(2022)年4月1日現在　

№ 氏 名
ふ り が な

所 属 ・ 役 職 備 考

1 小 野
お の

一 之
かずゆき 獨協医科大学病院

救命救急センター長
統括災害医療
コーディネーター

2 小 倉
お ぐ ら

崇 以
たか ゆき 栃木県済生会宇都宮病院

救命救急センター長
災害拠点病院

3 萩 原
は ぎわ ら

祥 弘
よ し ひ ろ 栃木県済生会宇都宮病院

救命救急センター副センター長
災害拠点病院

4 米 川
よ ね か わ

力
ちから 自治医科大学附属病院

教授
災害拠点病院

5 和
わ

氣
け

晃 司
こ う じ 獨協医科大学病院

救命救急センター　准教授
災害拠点病院

6 長谷川
は せ が わ

伸之
のぶゆき 那須赤十字病院

第一救急部長兼救命救急センター長
災害拠点病院

7 林
はやし

堅 二
け ん じ

那須赤十字病院
第二救急集中治療部長
兼救命救急センター副センター長

災害拠点病院

8 高 橋
たかはし

孝 行
たかゆき 足利赤十字病院

参与
災害拠点病院

9 阿 野
あ の

正 樹
ま さ き 芳賀赤十字病院

救急科主任部長
災害拠点病院

10 知 久
ち く

毅
つよし 上都賀総合病院

副院長
災害拠点病院

11 畠 山
はたけやま

直 樹
な お き

独立行政法人国立病院機構
栃木医療センター
統括診療部長

災害拠点病院

12 藤川
ふじかわ

日出行
ひ で ゆ き

独立行政法人地域医療機能推進機構
うつのみや病院
副院長

災害拠点病院

13 緑川
みどりかわ

由紀夫
ゆ き お 獨協医科大学日光医療センター

副院長
災害拠点病院

14 森
もり

成
なり

正 人
ま さ と 南那須地区広域行政事務組合立

那須南病院　副病院長
南那須医療圏

15 一 瀬
いちのせ

雅 典
まさのり 国際医療福祉大学塩谷病院

副院長
災害拠点病院

16 宮 脇
み や わ き

貴 裕
た か ひ ろ

新小山市民病院
副院長兼脳神経外科主任部長
兼患者支援センター長

災害拠点病院

17 渡辺
わ た な べ

慎太郎
し ん た ろ う 佐野厚生総合病院

副院長
災害拠点病院

※順不同、敬称略

栃木県災害医療コーディネーター名簿
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栃木県救急・災害医療運営協議会災害医療体制検討部会運営規程 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、栃木県救急・災害医療運営協議会規則（昭和４０年栃木県規則第９５号）第８

条第２項において準用する同規則第６条第６項の規定に基づき、栃木県救急・災害医療運営協議会

災害医療体制検討部会（以下「検討部会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （検討部会の組織） 

第２条 検討部会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員のうち専門委員は、２３人以内とする。 

 

 （専門委員の任期） 

第３条 専門委員の任期は２年とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 専門委員は、再任することができる。 

 

 （部会長） 

第４条 検討部会に部会長を置き、栃木県救急・災害医療運営協議会会長が指名する。 

２ 部会長は、検討部会の事務を掌理する。 

３ 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。 

 

 （会 議） 

第５条 検討部会は、必要のつど部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

２ 検討部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

３ 検討部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決すると

ころによる。 

 

 （地域分科会の設置） 

第６条 地域における災害医療体制の具体的な整備内容等について検討するため、検討部会に地域分

科会を設置する。 

２ 地域分科会は、別表に定める広域健康福祉センターを中心とした５つの地域区分によりそれぞれ

設置するものとする。 

３ 宇都宮市の地域においては、宇都宮市と連携して対応するものとする。 

４ 地域分科会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

 （庶 務） 

第７条 検討部会の庶務は、栃木県保健福祉部医療政策課において処理する。 

 

 （委 任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２４年１０月２３日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定により新たに委員となった者の任期は、第３条第１項の規定にかかわらず、

平成２６年３月３１日までの期間とする。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年７月３０日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成２６年７月１０日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２６年９月１日から施行する。 

２ 第２条の規定の適用については、平成２６年９月１日から平成２８年３月３１日までの期間に限

り、同条第１項中「２５人以内」とあるのは「２６人以内」と、同条第２項中「２３人以内」とあ

るのは「２４人以内」とする。 

 

 

別表 

栃木県救急・災害医療運営協議会災害医療体制検討部会地域分科会の地域区分 

 

地域分科会の名称 地域区分（市町村） 

県西地域分科会 

（県西健康福祉センター） 

鹿沼市、日光市 

 

県東地域分科会 

（県東健康福祉センター） 

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 

 

県南地域分科会 

（県南健康福祉センター） 

栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町     

 

県北地域分科会 

（県北健康福祉センター） 

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高

根沢町、那須町、那珂川町 

安足地域分科会 

（安足健康福祉センター） 

足利市、佐野市 
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栃木県ＤＭＡＴ運営要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、県内外の地震、台風等の自然災害や、航空機、列車事故等の大規模

な事故（以下「災害等」という。）、及び新興感染症等のまん延時に、地域において必要

な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守るため、栃木県災害派遣医療チーム（以下

「栃木県ＤＭＡＴ」という。）の派遣に関して必要な事項を定め、災害時における医療救

護体制の充実強化を図る。 

（活動内容） 

 第２条 栃木県ＤＭＡＴは、消防機関等と連携し、原則として被災地内で次の活動を行う

ものとする。 

(1) 情報収集伝達、トリアージ、救急医療等を行う。 

(2) 災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行う。 

(3) 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行う。 

(4) 新興感染症等のまん延時における入院調整、クラスター発生施設等の支援等を行う。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、前項の活動以外に、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患

者に対する根治的な治療を目的に消防機関等と連携し、被災地外への患者搬送を行う。 

３ 栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自

ら確保しながら継続した活動を行うことを基本とする。 

（ＤＭＡＴ指定病院） 

 第３条 知事は、次に掲げる要件を満たす医療機関を「栃木県ＤＭＡＴ指定病院」（以下「指

定病院」という。）に指定することができる。 

(1) 病院として栃木県ＤＭＡＴを派遣する意思を持つこと。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な人員及び装備を持つこと。 

２ 知事は、医療機関の申し出に従い、指定病院の指定を行うとともに、指定病院との間

で「栃木県ＤＭＡＴ派遣に関する協定」を締結する。 

３ 知事は、前項による指定を行った際に、指定病院に対して指定証を交付する。 

４ 知事は、指定病院の長からの推薦に基づき、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修のほか知事が

指定する研修を受講した者について、栃木県ＤＭＡＴ隊員として栃木県ＤＭＡＴ隊員登

録者名簿に登録する。 

５ 指定病院の長は、隊員に異動等があった場合には速やかに知事に対し報告し、また欠

員が生じた場合には、補充に努めることとする。 

 第３条の２ 知事は、次に掲げる要件を満たす医療機関を「栃木県ＬＤＭＡＴ指定病院」

（以下「Ｌ指定病院」という。）に指定することができる。 

(1) 病院として、栃木県内の災害等に限り、栃木県ＤＭＡＴを派遣する意思を持つこと。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な人員及び装備を持つこと。 

２ 知事は、医療機関の申し出に従い、Ｌ指定病院の指定を行うとともに、Ｌ指定病院と

の間で「栃木県ＤＭＡＴ（ＬＤＭＡＴ）派遣に関する協定」を締結する。 

３ 知事は、前項による指定を行った際に、Ｌ指定病院に対して指定証を交付する。 

４ 知事は、Ｌ指定病院の長からの推薦に基づき、栃木県ＤＭＡＴ隊員養成研修のほか知
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事が指定する研修を受講した者について、栃木県ＤＭＡＴ隊員として栃木県ＤＭＡＴ隊

員登録者名簿に登録する。 

５ Ｌ指定病院の長は、隊員に異動等があった場合には速やかに知事に対し報告し、また

欠員が生じた場合には、補充に努めることとする。 

６ Ｌ指定病院が指定病院の指定を受けた場合には、Ｌ指定病院の指定は解除されたもの

とする。 

（ＤＭＡＴの編成） 

第４条 栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴ隊員登録者名簿に登録のある者をもって編成

する。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、１チーム当たり医師、看護師、業務調整員各１名の計３名を最小

人員とし、概ね５名の編成を基本とする。 

（派遣要請基準） 

 第５条 県内で災害等が発生した場合に、知事が栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する基準は、

次のとおりとする。 

(1) 災害等により多数の傷病者が発生すると見込まれる場合 

(2) 被災者の救出に時間を要するなど栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的

であると認められる場合 

(3) 県内市町の長又は消防本部の長から栃木県ＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、栃

木県ＤＭＡＴの派遣が適当であると知事が認めた場合 

(4) 新興感染症に係る患者が増加し、通常の県内の医療提供体制の機能維持が困難、又

はその状況が見込まれる場合 

２ 県外で災害等が発生した場合、知事は、被災都道府県又は国からの要請に基づき栃木

県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

（派遣要請） 

 第６条 知事は、前条の派遣要請基準に照らし、栃木県ＤＭＡＴを派遣させることが必要

であると判断したときは、指定病院及びＬ指定病院の長（以下「指定病院等の長」とい

う。）に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

２ 県内消防本部の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を

満たすと判断される場合には、指定病院等の長に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請す

ることができる。その場合、消防本部の長は速やかに知事に派遣の要請の報告を行うこ

ととする。 

３ 指定病院等の長は、知事（前項前段の場合にあっては消防本部の長。）からの要請を踏

まえ、栃木県ＤＭＡＴの派遣が可能と判断した場合には、速やかに知事（前項前段の場

合にあっては知事及び消防本部の長。）に報告するとともに、要請に従い栃木県ＤＭＡＴ

を派遣する。 

４ 指定病院等の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を満

たすと判断される場合には、知事からの要請を待たずに栃木県ＤＭＡＴを派遣すること

ができる。その場合、指定病院等の長は速やかに知事に派遣の報告を行うこととする。 

 ５ 知事は、第２項又は前項の規定に基づく報告を受けた際は、速やかに派遣の必要性を
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判断し、必要性が認められる場合には、知事からの派遣要請があったものとみなす。 

６ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの派遣要請を行う際には、関係機関と調整の上、栃木県ＤＭ

ＡＴの想定される業務及び現場状況等の情報を指定病院等に伝える。 

（活動報告） 

 第７条 指定病院等の長は、現場での活動が終了した後、栃木県ＤＭＡＴ活動記録報告書

により知事に報告する。 

（研修等） 

 第８条 指定病院等の長は、栃木県ＤＭＡＴ隊員の技術の向上等を図るため、災害拠点病

院や他の指定病院等と連携し、院内外における研修、訓練等に努める。 

２ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの技術の向上や活動の円滑化を図るため、研修、訓練等の企

画及び実施に努める。 

（ＤＭＡＴ連絡協議会） 

 第９条 知事は、連絡協議会を設置し、栃木県ＤＭＡＴの運用及び研修等についての検討

並びに活動の検証を行うものとする。 

（その他） 

 第１０条 その他栃木県ＤＭＡＴに係る事項については、別途知事が定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２１年１０月２３日から施行する。 

 

 附 則 

  この要綱は、平成２６年３月３１日から施行する。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成３０年２月２７日から施行する。 

 

    附 則 

  この要綱は、令和４年２月９日から施行する。 
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栃木県ＤＭＡＴ運用計画 

 

第１ 目的等 

 この計画は、栃木県ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第１０条の規定に基づ

き、栃木県ＤＭＡＴが災害等の発生時に効果的な活動を行うことができるよう具体的な運用

等について定めるものである。 

 

第２ 派遣要請の基本的な考え方 

(1) 知事は、運営要綱第５条の派遣要請基準に該当する場合は、現地に速やかに到着でき

る地域の指定病院に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

(2) 災害の規模が甚大である、又は被害が広範囲に及ぶ等、栃木県ＤＭＡＴ１チームだけ

では、効果的な対応が困難な場合、複数の栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

 

第３ 派遣要請の目安等 

 運営要綱第５条第１項に定める派遣要請基準の適用の目安等を次のように定める。 

(1) 多数の傷病者の目安 

発生した災害等に起因して、重症者を含み２０名以上の死傷者の発生が見込まれる場合 

(2) 栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的と認められる場合の例 

ア 救出に時間を要する場合 

イ 被災現場でトリアージの必要性が認められる場合 

ウ クラッシュシンドロームが予想される場合 

エ 救命処置又は救出作業に伴う医療行為が必要とされる場合 

 

第４ 統括栃木県ＤＭＡＴ 

(1) 知事は、複数の栃木県ＤＭＡＴの派遣要請を行う場合には、そのうちの一つを統括栃

木県ＤＭＡＴとして指定する。 

(2) 統括栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴの医療活動全般に関する統括を行う。 

 

第５ 連絡体制等 

(1) 県及び各指定病院は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等を活用して栃

木県ＤＭＡＴの活動に必要な情報の共有化を図る。 

(2) 知事は、必要に応じて、市町、消防機関、日本赤十字社栃木県支部等に対して情報を

提供し、栃木県ＤＭＡＴの活動の支援を要請する。 

  

第６ ＤＭＡＴ派遣本部 

 栃木県ＤＭＡＴを派遣した指定病院は、当該病院内にＤＭＡＴ派遣本部を設置し、次の業

務を行う。 

ア 出動した栃木県ＤＭＡＴの活動の把握及び必要な支援 
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イ 出動した栃木県ＤＭＡＴからの現地情報の収集 

ウ 収集した現地情報の県、国等への伝達 

エ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への情報入力 

 

第７ 局地的な災害時の対応 

(1) 栃木県ＤＭＡＴは、市町等が設置する災害対策本部等に参集し、その指揮下で活動す

ることを基本とする。 

(2)  複数の栃木県ＤＭＡＴが派遣される場合、先着した栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡ

Ｔの活動の責任者となり、情報収集、県との連絡調整及び後続の栃木県ＤＭＡＴとの調

整等を行う。 

(3)  先着した栃木県ＤＭＡＴが、統括栃木県ＤＭＡＴでなかった場合、統括栃木県ＤＭＡ

Ｔが到着後、速やかに業務を引き継ぎ、統括栃木県ＤＭＡＴの指示に基づき医療活動に

当たるものとする。 

 

第８ 広域的な災害時の対応 

(1) 知事は、被災状況を踏まえて適切な災害拠点病院等に対してＤＭＡＴ現地病院本部の

設置を依頼する。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴ及び他都道府県からの応援ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ現地病院本部に参集

し、災害対策本部等の指揮下で活動することを基本とする。 

(3) 先着した栃木県ＤＭＡＴは、統括栃木県ＤＭＡＴが到着するまでの間、ＤＭＡＴ現地

病院本部の責任者となる。 

(4) ＤＭＡＴ現地病院本部に先着した栃木県ＤＭＡＴが、統括栃木県ＤＭＡＴでなかった

場合、統括栃木県ＤＭＡＴが到着後、速やかに業務を引き継ぎ、統括栃木県ＤＭＡＴの

指示に基づき医療活動に当たるものとする。 

(5) ＤＭＡＴ現地病院本部は、次の業務を行う 

ア 県、市町及び消防本部等と連携した災害情報の収集及び伝達 

イ 各ＤＭＡＴの業務に係る調整 

ウ  必要な資器材の調達に係る調整 

エ  他都道府県ＤＭＡＴとの連絡調整 

オ  その他必要な業務 

 

第９ 県外における活動時の対応 

（1） 栃木県ＤＭＡＴは、被災都道府県、被災市町村又は厚生労働省の指揮下で活動する

ことを基本とする。 

（2） 県は、厚生労働省及び被災都道府県とＤＭＡＴの活動について協議し、その結果等

を指定病院又はＤＭＡＴ隊員に連絡する。 

 

第１０ 後方支援（ロジスティック） 
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栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自ら確

保しながら継続した活動を行うことを基本とする。この場合において、県、消防機関及び医

療機関等は、栃木県ＤＭＡＴの活動が効果的なものとなるよう可能な限り支援及び調整を行

う。 

 

第１１ 県の役割 

 県は、栃木県ＤＭＡＴの運用について次の業務を行う。 

ア 派遣要請 

イ 国及び他都道府県へのＤＭＡＴ派遣要請 

ウ 指定病院等に対する栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な情報の提供 

エ 患者の搬送手段の確保等に関する調整及び情報提供 

オ その他関係機関との連絡に関する調整 

 

附 則 

 この計画は、平成２１年１０月２３日から実施する。 
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栃木県ＤＭＡＴ派遣に関する協定書 

 

栃木県（以下「甲」という。）と病院（以下「乙」という。）とは、栃木県ＤＭＡＴ運営要

綱（以下「運営要綱」という。）第３条第３項の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な事項を定めるものとする。 

 

（派遣要請等） 

第２条 甲は、運営要綱に基づき、栃木県ＤＭＡＴが出動し医療活動を行う必要が生じたと

きは、乙に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を踏まえ、栃木県ＤＭＡＴの派遣が可能と判断した場合には、栃木

県ＤＭＡＴを派遣するものとする。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 栃木県ＤＭＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うも

のとする。 

２ 栃木県ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県

のＤＭＡＴ受入に係る体制の中で活動するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、栃木県ＤＭＡＴの活動をする者の身分については、乙の管

理下にあるものとする。 

 

（活動） 

第４条 栃木県ＤＭＡＴは、消防機関等と連携し、原則として被災地内で次の活動を行うも

のとする。 

（１） 情報収集伝達、トリアージ、救急医療等を行う。 

（２）  災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行う。 

（３） 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行う。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、前項の活動以外に、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者

に対する根治的な治療を目的に消防機関等と連携し、被災地外への患者搬送を行う。 

３ 栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資機材の調達、生活手段等については、自ら 

確保しながら継続した活動を行うことを基本とする。 

 

（費用の弁償等） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した栃木県ＤＭＡＴが、前条に定める活動を県内

で実施した場合に要する次の費用を弁償するものとする。 

 （１） 栃木県ＤＭＡＴ派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等 

（２） 栃木県ＤＭＡＴが携行した医薬品等を使用した場合の実費 
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（３） その他前２号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用 

 

（補償） 

第６条 甲は、乙が派遣した栃木県ＤＭＡＴが第４条に規定する業務に従事したことに伴う

事故に対応するため、隊員を傷害保険に加入させる。 

２ 第１項の傷害保険の掛金は、甲の負担とする。 

 

（体制の整備） 

第７条 乙は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡及び派遣体制の整備に努め

るものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その

都度甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、契約締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効果は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ

１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                栃 木 県 

                 知事 福田 富一     

 

 

 

 

              乙 ○○市○○ 

                ○○病院 

                 院長 ○○ 
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災害時の医療救護に関する協定 

 

 

栃木県（以下「甲」という。）と一般社団法人栃木県医師会（以下「乙」とい

う。）とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」

という。）及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、

甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものと

する。 
（医療救護） 
第２条 乙は、前条の規定に基づく医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に

対応するため、医療救護活動計画の策定に努めるものとする。 
２ 医療救護活動は、次の事項等とする。 
（１）医療救護班の編成及び医療救護活動に関すること。 
（２）医療機関における救護に関すること。 
（３）郡市医師会等関係機関との連絡体制に関すること。 
（４）その他必要な事項 
（医療救護班の派遣） 
第３条 甲は、法及び防災計画に基づき、必要に応じて乙に医療救護班の派遣を

要請するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し災害現場等

の救護所等に派遣するものとする。 
３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、

緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により医療救護班を

派遣できるものとする。この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得

るものとする。 
（医療救護班に対する指揮） 
第４条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班の指揮は、

甲が指定する者が行う。 
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（医療救護班の業務） 
第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は市町村が設置する避難所、災害現場

等において医療救護活動を行うことを原則とする。 
  ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派

遣要請があった場合には、できる限りこれに協力するものとする。 
２ 医療救護班の業務は次のとおりとする。 
（１）傷病者に対する応急処置及び医療 
（２）傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
（３）死体の検案 
（医療救護班の輸送） 
第６条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、医療救護班の輸送について、

必要な措置をとるものとする。 
（医薬品等の供給） 
第７条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行

するもののほか、甲が供給するものとする。 
（医療費） 
第８条 救護所、災害現場等における医療費は原則として無料とする。 
２ 収容医療機関における医療費は、原則患者負担とする。 
（収容医療機関の指定） 
第９条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協

力するものとする。 
２ 乙は、災害時における医療救護活動を円滑に行えるよう、県内各地の拠点と

なる病院に対し、協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数等病院の

状況について、把握しておくものとする。 
（費用の弁償等） 
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用

は、甲の負担とする。 
（１）医療救護班員が医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、

旅費等の実費 
（２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 
（３）医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状

態となり、あるいは死亡した場合の扶助費 
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（４）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認める

もの 
２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 
（細則） 

第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定

の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算し

て１年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。 

（その他） 

第 14条 この協定は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 平成１１年７月１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

平成２６年４月１日 

 

甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃 木 県 

                  知 事   福 田 富 一 

 

 

              乙  宇都宮市駒生町３３３７番地の１ 

一般社団法人栃木県医師会 

                 会 長   太 田 照 男 
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災害時の歯科医療救護に関する協定 
 
栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県歯科医師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う歯科医療救護

活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 
２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う歯科医療救護

活動について、それぞれの市町村が、本協定に準じ地区歯科医師会の協力を得て実施でき

るよう必要な調整を行うものとする。 
 
（歯科医療救護計画） 

第２条 乙は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動の協力要請に対し、迅速かつ的確に対

応するため、歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 
２ 前項の歯科医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 
（１）歯科医療救護班の編成及び活動計画 
（２）地区歯科医師会等関係機関との通信連絡計画 
（３）指揮系統 
（４）医薬品、医療資機材等の備蓄 
（５）その他必要な事項 

 
（歯科医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、法及び防災計画に基づき、必要に応じて、乙に歯科医療救護班の派遣を要請

するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等の救護

所等に派遣するものとする。 
３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、緊急やむ

を得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により歯科医療救護班を派遣できるもの

とする。この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 
 
（歯科医療救護班に対する指揮） 

第４条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班の指揮は、

甲が指定する者が行うものとする。 
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（歯科医療救護班の業務） 
第５条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲又は市町村が避難場所、避難所、災害現場等に

設置する歯科医療救護所において歯科医療救護活動を行うことを原則とする。 
  ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派遣要請があ

った場合には、できる限りこれに協力するものとする。 
２ 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。 
（１）傷病者のスクリーニング（症状判別） 
（２）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供 
（３）傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
（４）検死・検案に際しての法歯学上の協力（個別識別） 
（５）被災者に対する口腔ケア活動 
（６）その他状況に応じた処置 

 
（歯科医療救護班の輸送） 

第６条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について、

必要な措置を講じるものとする。 
 
（医薬品等の供給） 

第７条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、

甲が供給するものとする。 
 
（医療費） 

第８条 歯科医療救護所における医療費は原則として無料とする。 
２ 後方医療機関における医療費は、原則患者負担とする。 

 
（費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲

の負担とする。 
（１）歯科医療救護班員が歯科医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅

費等の実費 
（２）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 
（３）歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態

となり、あるいは死亡した場合の扶助費 
（４）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの 
２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 
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（細則） 

第10条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表

示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長されるも

のとし、以後同様の扱いとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

平成２４年２月２日 

 

 

甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                   栃 木 県 

                     知 事   福 田  富 一 

 

 

 

 

              乙  宇都宮市一の沢２丁目２番５号 

                   社団法人栃木県歯科医師会 

                     会 長   柴 田    勝 
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災害時の医療救護に関する協定 
 

栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県薬剤師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣旨） 
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動

に対する乙の協力に関して、災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書第３条の

規定により、必要な事項を定めるものとする。 
２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療救護活

動について、それぞれの市町村が、本協定に準じ地区薬剤師会の協力を得て実施できる

よう必要な調整を行うものとする。 
 

（薬剤師班の派遣） 
第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた

場合は、乙に対して協力を要請するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を編成し災害現場等の救護所等

に派遣するものとする。 
３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震の規模が震度６以上等であって、緊急やむを

得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により薬剤師班を派遣できるものとする。

この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 
 
（医療救護計画の策定） 

第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、医療救護計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 
 

（薬剤師班の業務）              
第４条 乙が派遣する薬剤師班は、甲又は市町村が避難場所、避難所、災害現場等に設置

する救護所、医薬品等の集積場所その他甲が指定する場所において医療救護活動を行う

ことを原則とする。 
ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派遣要請が

あった場合には、できる限りこれに協力するものとする。 
２ 薬剤師班の業務は次のとおりとする。 
（１）救護所等において、調剤及び服薬指導を行う。 
（２）救護所等において、服薬情報を事前に把握し、医師に情報提供する。 
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（３）医薬品等の集積場所において、医薬品の仕分け、保管、管理、救護所等への医薬 
 品の供給を行う。 

（４）その他医療救護活動において必要な業務を行う。 
 

（指揮命令） 
第５条 乙により派遣された薬剤師班に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、

甲が指定する者が行うものとする。 
 
（医薬品等の供給） 

第６条 薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するものの他、甲が供給す

るものとする。 
 
（調剤費） 

第７条 救護所等における調剤費は、原則として無料とする。 
 
（費用弁償） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の

負担とする。 
（１）薬剤師班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費 
（２）薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 
（３） 薬剤師班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、 

あるいは死亡した場合の扶助費 
（４）前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認め 

る費用 
２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 
 
（細則） 

第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。 
 

（協議） 
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について
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意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長

されるものとし、以後同様の扱いとする。 
 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。 
 
平成２４年３月２８日 
 

          甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃 木 県 

                 知 事   福 田  富 一 

 

 

          乙  宇都宮市緑５丁目１番５号 

社団法人栃木県薬剤師会 

                 会 長   長 野  順 一 
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災害時の医療救護活動に関する協定

栃木県（以下「甲」という ）と公益社団法人栃木県看護協会（以下「乙」という ）。 。

とは、災害時の医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という ）及第１条 。

び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき、甲が行う医療救護活動。

に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。

（看護職班の派遣）

甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動に実施する上で必要があると認めた第２条

ときは、乙に対して看護職班の派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに看護職班を編成し災害現場等の救護所等

に派遣するものとする。

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、緊急や

むを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により看護職班を派遣できるものと

する。この場合、乙は速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。

（医療救護計画の策定）

乙は、甲からの看護職班の派遣要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、医療第３条

救護活動について、医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。

２ 乙は、医療救護計画の改訂を行った場合、その都度、甲に提出するものとする。

（看護職班の業務）

乙が派遣する看護職班は、甲又は市町が設置する救護所、避難所及び甲が指定す第４条

る場所において医療救護活動を行うことを原則とする。

ただし、甲から、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等への派遣

要請があったときには、可能な限りこれに協力するものとする。

２ 看護職班の業務は、次のとおりとする。

（１）傷病者に対する看護、診療補助及び保健指導

（２）救護所等の衛生管理

（３）その他状況に応じた必要な措置

（看護職班に対する指揮）

医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する看護職班に対する指揮は、甲第５条

が指定する者が行うものとする。

（看護職班の輸送）

甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう看護職班の輸送について必要な措置第６条

をとるものとする。
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（衛生材料等の供給）

乙が派遣する看護職班が使用する衛生材料等は、当該看護職班が携行するものの第７条

ほか、甲が供給について必要な措置をとるものとする。

（費用弁償）

甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が第８条

負担するものとする。

（１）看護職班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費

（２）看護職班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費

（３）看護職班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、

あるいは死亡した場合の扶助費

（４）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認める費用

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。

（細目）

この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。第９条

（協議）

この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項については、甲第10条

乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による第11条

特段の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上、各自その１

通を保有する。

平成24年10月９日

甲 宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃 木 県

知 事 福 田 富 一

乙 宇都宮市駒生町3337番地１

公益社団法人栃木県看護協会

会 長 河 野 順 子
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災害時の医療救護に関する協定 

 

栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県柔道整復師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及

び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の

協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場

合は、乙に対して協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに救護班を編成し災害現場等の救護所等に派

遣するものとする。 

 

（救護班の業務） 

第３条 救護班の業務は、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務の範

囲とする。 

 

（指揮命令） 

第４条 救護班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（費用の弁償等） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が協力のために要した次の経費を負担するものとする。 

（１） 救護班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等 

（２） 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費 

（３） 救護班員が医療救護活動において負傷し、疫病にかかり又は障害の状態となり、

あるいは死亡した場合の扶助費 

（４） 前各号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用 

２ 前項に規定する費用弁償等の額については、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

に基づく政令及び規則並びに「災害に際し応急救護の業務に従事した者等に係る損害賠償

に関する条例」（昭和３９年栃木県条例第１１号）の例による。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その

都度甲乙が協議して定めるものとする。 
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（適用） 

第７条 この協定は、契約締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効果は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が署名押印の上、それぞれ

１通を保有する。 

 

平成２２年１２月２1日 

甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                栃 木 県 

                 知 事   福 田  富 一 

 

 

 

 

              乙 宇都宮市西一の沢町４番７号 

                社団法人栃木県柔道整復師会 

                 会 長   宇 井    肇 
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別紙 災害拠点病院指定要件 

 

医政発 0321 第２号 

平成 24 年３月 21 日 

最終改正 医政発 0228 第１号 

令和５年２月 28 日 

 

（１） 運営体制 

災害拠点病院として、下記の要件を満たしていること。 

① 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出

を行うことが可能な体制を有すること。 

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、

「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場合に

は、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れる

こと。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院との

ヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有し

ていること。 

③ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。ま

た、災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入れる

際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。 

 ④ 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。 

⑤ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行って

いること。 

⑥ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練

を実施すること。 

⑦ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団

体とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関へ

の支援を行うための体制を整えていること。 

⑧ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこ

と。 

 

（２） 施設及び設備 

① 医療関係 

ア．施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

（ア） 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン

室、手術室、人工透析室等）等救急診療に必要な部門を設けるととも

に、災害時における患者の多数発生時（入院患者については通常時の

２倍、外来患者については通常時の５倍程度を想定）に対応可能なス

ペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 
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（イ） 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を

維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。 

（ウ） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日

分程度の備蓄燃料を確保しておくこと。なお、自家発電機等の燃料と

して都市ガスを使用する場合は、非常時に切替え可能な他の電力系統

等を有しておくこと。また、平時より病院の基本的な機能を維持する

ために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われて

いることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。 

（エ） 浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災害警戒区域に

所在する場合は、風水害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等

の設置による止水対策や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等

による浸水対策を講じること。 

（オ） 災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持するための水を確

保すること。具体的には、少なくとも３日分の容量の受水槽を保有し

ておくこと又は停電時にも使用可能な地下水利用のための設備（井戸

設備を含む。）を整備しておくことが望ましいこと。ただし、必要に

応じて優先的な給水協定の締結等により必要な水を確保することにつ

いても差し支えないこと。 

イ．設備 

  災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。 

（ア） 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を

整備すること。また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。 

（イ） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時

に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する

複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・

訓練を行っておくこと。 

（ウ） 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救

急患者の救命医療を行うために必要な診療設備 

（エ） 患者の多数発生時用の簡易ベッド 

（オ） 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医

療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品 

等 

（カ） トリアージ・タッグ 

ウ．その他 

食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまで

に必要な量として、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多

数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定しておくこと

が望ましい。 

また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体・業者

との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこ
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と（ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等におい

て、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。）。 

② 搬送関係 

ア．施設 

原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。 

病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県の

協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保するととも

に、患者搬送用の緊急車輌を有すること。 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等の

コンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場外離

着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設

されること等により利用が不可能となることがあることから、航空法によ

る非公共用ヘリポートがより望ましいこと。 

イ．設備 

ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。

その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活

用品等の搭載が可能であること。 

 

（３） 基幹災害拠点病院 

① （１）③について、複数のＤＭＡＴを保有していること。 

② （１）④について、救命救急センターであること。 

③ 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。 

④ （２）①ア.（イ）について、病院機能を維持するために必要な全ての施

設が耐震構造を有すること。 

⑤ （２）②ア.について、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有するこ

と。 

 

（４） その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得ること

とし、指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都道府県は

指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月

１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除を行うこ

と。なお、既に指定している災害拠点病院であって、（２）①ア．（イ）、（エ）、

（２）②ア．の要件を満たしていないものについては当面の間、指定を継続す

ることも可能とする。 

ただし、（２）①ア（イ）、（２）②アの要件を満たしていないものについて

は、具体的な整備計画を都道府県に提出するとともに、その内容について、厚

生労働省に報告すること。 

また、指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に

報告すること。 

- 1345 -

0280780
テキストボックス
参考資料９【第２章関係】



なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調査に協力すること。 
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医政指発 0904 第 2 号  

平成２５年 ９ 月 ４ 日  

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

  

 

厚生労働省医政局指導課長   

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

病院におけるＢＣＰの考え方に基づいた災害対策マニュアルについて 

 

 

平素から災害医療対策につきましては、御理解、御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24年 3月 21日医政発

第 0321第 2号厚生労働省医政局長通知）において、医療機関は自ら被災するこ

とを想定して災害対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画（以下「Ｂ

ＣＰ」という。）の作成に努めるようお願いしています。 

今般、平成 24年度厚生労働科学研究「東日本大震災における疾病構造と死因

に関する研究」（研究代表者：小井土 雄一（独立行政法人国立病院機構災害医

療センター）の報告書が取りまとめられ、当該報告書において別添「ＢＣＰの

考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引き」が示されましたので情報提

供いたします。 

貴職におかれましては、各病院における災害対策マニュアルの整備に活用で

きるよう、管内の病院に周知していただくようお願いいたします。 

なお、手引きについては、国内外におけるＢＣＰの収集や、中小規模の医療

機関により適合した手引きにする等、引き続き研究班において見直しの検討が

行われていることを申し添えます。 
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平成２４年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

 

「東日本大震災における疾病構造と死因に関する研究」 

 

主任研究者 小井土 雄一（災害医療センター） 

 

 

分担研究 

 

「ＢＣＰの考え方に基づいた病院災害対応計画についての研究」 

 

研究分担者 本間 正人（鳥取大学） 

 

研究協力者 堀内 義仁（災害医療センター） 

 

研究協力者 近藤 久禎（災害医療センター） 

 

研究協力者 大友 康裕（東京医科歯科大学） 

 

研究協力者 森野 一真（山形県救命救急センター） 

 

研究協力者 阿南 英明（藤沢市民病院） 

 

研究協力者 中山 伸一（兵庫県災害医療センター）  

- 1349 -

0280780
テキストボックス
参考資料10【第２章関係】



目 次 

 

 

１. ＢＣＰとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

１） 背景 

２） ＢＣＰ 

３） 病院におけるＢＣＰ 

４） 従来の災害マニュアルとの違い 

 

２． ＢＣＰに基づいたマニュアル構成の基本 ・・・・・・・・・・・・ 4 

１） 見直しのポイント 

２） ＢＣＰマニュアルの構成の一例 

① 章立て 

② はじめに 

③ 各章の項目（目次項目と内容） 

 

３． チェックリストを使った病院災害計画の点検の手引き ・・・・・・ 8 

１） 地域のなかでの位置づけ 

２） 組織・体制  

３） 災害対策本部 

４） 診療継続・避難の判断  

 ５） 安全・減災措置 

６） 本部への被害状況の報告 

７） ライフライン 

 ８） 緊急地震速報 

 ９） 人員 

 10） 診療 

11） 電子カルテ 

 12） マスコミ対応・広報 

 13） 受援計画  

 14） 災害訓練 

 15） 災害対応マニュアル  

 

４． チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別表 

- 1350 -

0280780
テキストボックス
参考資料10【第２章関係】



- 1 - 
 

１． ＢＣＰとは                            

 

１） 背景 

 病院における災害対応マニュアルについては、阪神・淡路大震災後、その反省をもと

に、平成 8 年 5 月に当時の厚生省健康政策局からの各都道府県にむけた、「災害時にお

ける初期救急医療体制の充実強化について」（文献１）と、その後に作成の手引き（文

献２）が示され、災害拠点病院を始めとする多くの施設で整備がすすめられてきた（文

献３）。しかしながら今回の震災に鑑み、病院被害が著しかった施設はもちろん、広域

なインフラの破綻によって多くの施設で「想定外」の事態に遭遇し、マニュアルの実効

性については、多くの問題点が明らかとなった。この根本的な原因として、病院におけ

る多くのマニュアルには、被災した際に行う措置そのものについてはある程度のことが

記載されてはいるものの、「不測の事態」に対する具体的なイメージに欠け、そのため

に必要な措置を行うための「備え」が足りなかったと言わざるを得ない。これを打破す

る考え方として、昨今、一般企業や行政における「事業継続計画 business continuity 

plan; BCP」がクローズアップされ、病院におけるマニュアルの再構築にも不可欠なも

のとして認識されるようになった。 

 

２） ＢＣＰ  

ＢＣＰとは、一言で言うと、震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う非常時

優先業務を開始するための計画で、遂行のための指揮命令系統を確立し、業務遂行に必

要な人材・資源、その配分を準備・計画し、タイムラインに乗せて確実に遂行するため

のものである。 

このＢＣＰの考え方の基本は、事業をできるだけダメージを少なく継続、復旧するた

めに、リスク管理の立場から日常から、「不測の事態」を分析して、自らの施設の脆弱

な点を洗い出し、その弱い部分を事前に補うよう備えておくことである。言い換えれば、

病院機能維持のための準備体制、方策をまとめた計画といえる（文献４）。 

ＢＣＰの進め方としては、①方針の決定、②計画、③実施および運用、④教育・訓練

の実施、⑤点検および是正処置、⑥経営層による見直しがあげられ、⑥の見直しから①

の方針の決定にもどること（いわゆるＰＤＣＡサイクルに相当）で、継続計画が改善さ

れてゆく仕組みとなっている（文献）。これらを、これまで病院として取り組んできた

ことにあてはめれば、①方針、②マニュアル・プラン・アクションカードの策定、③教

育・研修・訓練、④実践、⑤実践・訓練の検証、⑥対応策の改善という構図となる。 

 

３） 病院におけるＢＣＰ 

災害時の病院における事業の中心は病院機能を維持した上での被災患者を含めた患

者すべての診療であり、それらは、発災直後からの初動期、急性期、その後の亜急性期、
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図：病院におけるＢＣＰのイメージ

時間経過

病
院
機
能

早期対応

低
下
軽
減
措
置

慢性期へと変化する災害のフェーズに対して継ぎ目無く可及的円滑に行われるべきで

あり、病院の被災状況、地域における病院の特性、地域でのニーズの変化に耐えうるも

のでなければならない。このために病院機能の損失を出来るだけ少なくし、機能の立ち

上げ、回復を早急に行い、継続的に被災患者の診療にあたれるような計画（ＢＣＰ）を

もりこんだマニュアル作りが求められている（図：病院におけるＢＣＰのイメージ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 従来の災害マニュアルとの違い 

従来のマニュアルは、「主として災害急性期の動的な対応を行うための取り決め事」

を整理して作成されていたものといえる。しかし、ＢＣＰのカバーする範囲は広く、起

こる得る事象に対して静的な事前の点検や準備をも含めたものである（図：ＢＣＰと従

来のマニュアル）。従来のマニュアルとの違いを具体的に挙げれば、例えば、対応職員

の確保のために、「職員は震度 6 弱以上の地震の際には、病院に参集する」とあったも

のは、ＢＣＰにおいては、「被災した状況下で考えられる、外部にいる職員の被災や、

交通の遮断、家族の反対などによって多くの職員が参集できない、あるいは参集が著し

く遅れる可能性を分析し、その上で、被災下であっても参集できるように、平常時から

個々の職員が病院の宿舎や近隣に居住する、バイクや自転車などの参集手段を確保する、

家族への理解を得ておくなどの方策を講ずるとともに、参集した少ない職員での業務の

能率的な運用方法を策定し、それが遂行できるように訓練をしておく。」というように

実効的な形をイメージして作成されなければならない。もう一つの例を挙げると、「水・

食糧は 3 日分（リスト付き）を常に備蓄しておく」、は「その対象が、既存の入院患者

のみならず、被災患者やその家族、職員や応援者まで膨れあがることや、受水漕が壊れ

て数時間で水が枯渇してしまう可能性、交通の遮断や津波で孤立して、それらの外部か
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ＢＣＰ
病院機能（災害時）

病院機能（平常時）

ＢＣＰによる増分
（事前準備）
・方針
・計画
・教育・研修・訓練
・点検
・検証
・是正

（慢性期）

（亜急性期）

（急性期）

災害対応

外部供給（平常時）

ＢＣＰによる増分

人・物・情報

人・物・情報

従来のマニュアル

外部供給（災害時）

図：ＢＣＰと従来のマニュアル

らの供給が遅れる可能性を考え、浄水器を備え、地下水や井戸水が利用できるようにし

ておく、受水漕が倒れない、給水管が破断しないように補強措置を講じておく、食糧 3

日分は最大人数で計算し備蓄しておく」ことであり、ＢＣＰはこれらの遂行のための計

画・備蓄を含めたものでなければならない。「ＢＣＰに基づいたマニュアル」とは、従

来の動的な部分だけのマニュアルに、脆弱な点を見越し、方策の実効性を十分検討した

上で策定されるものである。先にも述べたように、災害には、フェーズがあり、そのフ

ェーズに求められるニーズの変化に対応できるように従来の初動期、急性期のみならず、

事前の準備、亜急性期・慢性期への計画を含む点も従来のマニュアルとの大きな違いで

ある。 
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２． ＢＣＰに基づいた病院災害対応マニュアル構成の基本 

既に災害対応のためのマニュアルを策定している施設は多いと思われるが、前述のＢ

ＣＰの考え方を生かすために、以下のような視点から、既存のマニュアルを見直し、一

例として示した構成に従って作成するとよい。 

 

１） 見直しのポイント 

ＢＣＰにおいては、特に実効性のある事前計画に重きがおかれることから、次章にあ

げたようなチェック項目を検討、評価し、実状を把握するとともに、既存のマニュアル

上に明記されているかどうかを調べる必要がある。この見直しの具体的なものは、複数

の関連する部署でおこない、その結果を災害対策委員会などの公的な組織で総合的に評

価した上で、具体的なマニュアル作成者に作業を依頼すべきである。 

平成 21 年 6 月に施行された改正消防法（＊）において、防災マニュアル（ＢＣＰに

基づいた災害対応マニュアルともいえる）の内容を含む「消防計画」の提出が義務化さ

れているが、本ガイドラインで作成されるマニュアルの位置づけは、消防計画のうち、

「火災」以外の部分としてはめ込むことができる。 

 

２） ＢＣＰマニュアルの構成の一例 

① 章立て 

はじめに： 

目次：  項目とページを明記 

第Ⅰ章：  災害対応基本方針 

第Ⅱ章： ＢＣＰに基づいた災害対応のためのチェック項目：本ガイドライン

のチェック項目を活用 

第Ⅲ章： 災害対応のための事前準備：組織（委員会、対策本部、職員の研修、

訓練、物品、情報伝達手段（衛生電話、ＥＭＩＳなど）、情報収集・

管理体制など） 

第Ⅳ章：  急性期災害対応（従来の災害対応マニュアルに相当） 

第Ⅴ章：  フェーズ、ニーズの動向への対応（亜急性期・慢性期対応） 

第Ⅵ章：  帳票類、各種記録・報告用紙、付表など 

② はじめに 

以下のような事項に言及する。 

・ 病院の立地、規模、特性、地域性に根ざし、考えられる災害に対して、どのよ

うな目的で、どのように備えるのか。 

・ そのためにＢＣＰに基づいたマニュアルを策定したこと。 

・ 他のマニュアル（地域防災計画、消防計画等）との整合性や位置づけ、部門別
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や特殊な状況については、本マニュアルと連動した、実働的な部門別マニュア

ルやアクションカードの運用も必要であること。 

・ マニュアル自体は、必要に応じて適宜見直され、より実効性の高いものとして

「管理」してゆく必要性。 

③ 各章の項目（目次項目と内容） 

第Ⅰ章： 災害対応基本方針 

想定される災害と当院の役割 

考え得る災害と被害： 病院の地理的な立地条件から考えられる地震などの災

害によってどのような被害が想定されるのか（国や自治体が出している公的な

被害予測を正確に使用してもよいが、概算化・簡略化した被害について概論的

に述べることも可能）。 

求められる病院対応： 被災場所や病院被害の程度によって、一筋縄にはゆか

ない状況をも予測して、それぞれの場合に、病院はどの役割をどの程度求めら

れることになるのかについての方針を立てる。 

例）災害レベル別、または被災者の数別の対応（病院被災あり、被災なし） 

レベル別対応（レベル０、レベル１（事故）、レベル２（大事故）、レベ

ル３（地震等の大災害））、レベル３については、病院の被災の程度により

Ａ（病院機能に支障なし）、Ｂ（病院機能に一部支障あり）、Ｃ（病院機能

停止・入院患者の避難）に細分し、それぞれに対応を決定。 

職員の参集と職員登録： 遠隔・近隣での地震等の職員の参集基準、日頃から

の参集のための準備、参集手段、参集後の登録制度について言及。 

第Ⅱ章： ＢＣＰに基づいた災害対応のためのチェック 

ＢＣＰに基づいた災害対応のためのチェック項目： 本ガイドラインのチェッ

ク項目などを活用し、現状の病院の状況を把握し、評価する。必ずしもマニュ

アル内に綴じ込む必要はないが、災害時における病院機能維持の評価のため、

定期的にあるは用事的に評価を繰り返す必要がある。 

評価と改善点： 個々の項目のうち、施設の特性や条件から、不要なもの、足

りないものを評価し、改善する余地のあるものに対しての改善策・方策をたて、

具体的に改善するための行動計画を立てる。この部分が、最も重要な部分では

あるが、金銭的、人的資源を必要とするボトルネックとなる部分である。 

第Ⅲ章： 災害対応のための事前準備 

災害対応のための組織： 災害対策委員会などの常設の組織とその内容、実際

に災害が起きた場合の対策本部とその内容について、ＩＣＳ（インシデントコ

マンドシステム）に基づいた組織図、構成要員、役割等を明文化して記載する。 

日頃の職員の研修・訓練： 病院組織として、部署として、個人として、災害
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時対応を円滑、正確に行えるよう、必要な種々の研修・訓練の必要性をあげ、

具体的な実施計画（院内組織のどの組織の誰が、どの頻度でどの様な研修・訓

練を行うのか、など）について記載する。 

災害時必要物品： リストなどを用いて、災害時用として常備、管理（メンテ

ナンス）しておく物品をあげ、保管場所、個数・量、管理者を明確にしておく。

契約やメンテナンスが必要な事項についてはその方法を含めて特記する。不足

物品、あるいは不足が予測される物品についても、調達手段を含めて特記する。 

災害時情報伝達手段： 災害時の対外的、院内の連絡網を明示する。外部との

一般回線が使用できない場合を想定し、衛星回線、専用回線、優先回線、災害

時広域救急医療情報システム：ＥＭＩＳなどについては管理者、設置（保管）

場所などを含めて表を用いて特記しておく。 

第Ⅳ章： 急性期災害対応 

従来のマニュアルの本体部分である。ＢＣＰの観点から、停電時、担当者不在

の場合、夜間・休日帯に発災にも対応できるように計画を見直す必要がある。

以下に、項目と概略を述べる。 

災害対策本部 

災害時対応部門（部門責任者・連絡先一覧・活動内容） 

諸運用： 

・ 職員登録 

・ トリアージタグ 

・ 災害カルテ 

・ トランシーバ 

・ リーダーベスト 

・ エレベータ 

・ ヘリポート 

・ トリアージ 

・ 被災患者受付 

・ 被災患者の流れ 

・ 緊急度の変更と対応 

・ 白板の運用 

・ 災害ベッドの運用 

・ 血液検査 

・ 輸血 

・ 放射線検査 

・ 増床体制 

各部門対応の概要 （各部門の活動内容の概要・責任者、設置場所、等） 
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・ 新設部門 

・ 既設部門 

第Ⅴ章：フェーズ、ニーズの動向への対応（亜急性期・慢性期対応） 

＊病院避難： 

・ 医療支援者対応（ＤＭＡＴ、その他の医療班、学生、ボランティア） 

・ 物流対応（過不足の調整機能） 

・ 臨時勤務態勢の確立（休息） 

・ 災害時要救援者への対応： 院内の動けない患者、透析患者、人工呼吸器

患者、など 

・ 災害モードの収束、終了： 病院機能の復旧、平常診療へ 

第Ⅵ章：帳票類、各種記録・報告用紙、付表など 

各種のリスト、帳票類、報告用紙、付表などをまとめる。 

- 1357 -

0280780
テキストボックス
参考資料10【第２章関係】



- 8 - 

 

３． チェックリストを使った病院災害計画の点検の手引き 

 

１） 地域のなかでの位置づけ 

地域防災計画や防災業務計画において地域や組織における病院の位置づけが明確に

定義されていることが必要である。 

【地域での位置づけ】  

 □ 地域における災害対応において病院の位置づけが明確となっている 

 

２） 組織・体制 

前項でのべた災害時における病院の役割を遂行できるよう、災害に関する常設委員

会が存在し、規程に基づいて活動する必要がある。さらにその委員会に予算的権限が

付与されていることが望ましい。 

【常設委員会】 

 □ 災害対応を審議する委員会がある 

□ 委員会の位置づけが規程などで明文化されている 

【予算】  

□ 適正に予算措置されている 

 

３） 災害対策本部 

災害対応において指揮命令系統の確立が最優先される。災害対策本部長、要員、本部

長代理、役割分担、設置場所、通信設備等について事前計画が不可欠である。 

【本部長】 

□ 本部長が明記されている 

【本部要員】 

□ 本部要員が明記されている 

【本部長代行】 

□ 院長・担当者不在時の代行者が明確 

【役割分担】 

□ 本部機能が細分化され、機能別に適材適所な部門のトップが含まれ、本部

内での連携がとれる体制になっている 

【事前準備・心構え】 

□ 本部要員は日頃からそれぞれの役割を理解し、発災後直ちに任務に就ける

ように訓練されている 
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【設置基準】 

□ どのような場合に本部を設置するかが明記されている 

【設置場所・環境】 

□ 設置場所は決められている  

【通信・連絡機能】  

災害対策本部には通常の固定電話や携帯電話が通話不能の場合にも、院外と通信で

きる災害優先電話、衛星携帯電話や防災業務無線等の設備が必要であり、本部に配

備される固定電話や携帯電話は災害時優先電話である必要がある。 

□ 災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通の場合にも外部と通信

できる設備が備えられていますか？ 

【災害時インターネット環境】  

□ 外部連絡のための専用回線、衛星通信手段、インターネット環境は整備

されている 

【ＥＭＩＳ】  

□ ＥＭＩＳが整備され、それを使用する担当者が確保されている 

【記録管理機能】 

□ 項目別に情報をまとめ、共有するための白板等があるか、また情報・記録

の管理体制がある 

【外部連絡先のリスト化】  

□ 主要外部機関の災害対応電話等の番号がリスト化されている 

 

４） 診療継続・避難の判断   

災害対策本部長は、災害発生後に重要な決断を下す必要がある。そのためには、外来

診療や手術の中止、病院避難等の重要な判断に関しての基準と対応が事前に決まってい

て、職員に周知されている必要がある。 

【診療継続・中止の判断】 

□ 判断基準がある 

【病院避難の判断】 

□ 判断基準がある 

 

５） 安全・減災措置   

病院が、災害時に計画された役割を完遂するためには、病院内の職員や患者の安全が

確保されている必要がある。病院職員や患者の安全確保が最優先されるべき事項である。
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事前の耐震安全性評価に加え、災害発生後に速やかに安全が評価できる体制が望まれる。 

【建物】 

□ 耐震・制震、免震している（宿舎、診療部門、救急部門。管理部門等） 

【耐震・安全性診断（発災前）】  

□ 耐震・安全性診断を受けている 

【応急危険度判定（発災後）】  

□ 被災建築物応急危険度判定（発災後の耐震評価）が検討されている 

【転倒・転落の防止措置】  

□ 医療機器,棚などの転倒・転落の防止措置について検討され、実施されてい

る 

 

６）本部への被害状況の報告  

災害発生後に、被害状況を収集、解析し、活動方針を速やかに決定する必要がある。

迅速に情報が収集出来るように報告の手順や書式内容の吟味、報告書式の統一は不可欠

である。 

【本部への報告の手順】  

□ 本部への報告の手順が決まっている 

【報告用紙が準備されているか】 

□ 被害報告書式が統一されている  

 

７） ライフライン 

病院が機能を維持するためにはライフラインの確保が重要である。外部からの供給が

遮断された場合の暫定的な対応、外部からの緊急手配、復旧の手順等が検討されている

必要がある。 

【自家発電】  

□ 自家発電装置はある 

□ 自家発電装置が管理されており、停電訓練を定期的に行っている 

□ 救急診療に必要な部門に無停電電源・自家発電電源が供給されている 

【燃料】  

□ 自家発電のための燃料を 3 日分備蓄しているか、外部からの燃料供給が途

絶しても自家発電装置を 3日間運用可能である 

□ 燃料が供給される体制はあるか、契約はある 

 

- 1360 -

0280780
テキストボックス
参考資料10【第２章関係】



- 11 - 

 

【受水槽】  

□ 電源が遮断されても供給できる設備がある（非常電源によるくみ上げポン

プ等） 

【雑用水道（井戸）】  

□ 上水道の供給が得られない場合に備えた井戸等がある 

【下水】  

□ 配管の破断防止措置が施されている 

□ 水洗トイレが使用不能な場合の対応 

【ガス】  

□ プロパンガスの備蓄はある 

【医療ガス】  

□ 酸素の備蓄はある 

□ 酸素ボンベが供給される体制はあるか、契約はある 

【食料飲料水】  

□ 供給に制限がある場合に部分使用は可能か？優先順位は定まっている 

【医薬品】  

□ 医薬品の備蓄はある 

□ 医療材料の備蓄はある 

□ 医薬品が優先して供給される体制はある 

□ 医療材料が優先して供給される体制はある 

【通信】  

□ 固定式の衛星携帯電話がある 

□ 固定電話・携帯電話以外に通信方法は整備されている（無線、MCA無線） 

□ 定期的に使用方法の訓練を行っている 

【エレベーター】  

□ 自家発電につながっているか 

□ 管理会社への連絡手段が 24時間 365日確立している 

□ エレベーター復旧の優先順位がついている 

□ 優先してエレベーター復旧が可能となるような体制がある 

□ エレベーター停止時の搬送方法が検討されている 

 

８） 緊急地震速報 

緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、
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可能な限り素早く知らせる情報のことである。強い揺れの前に、自らや手術中の患者の

身を守ったり、エレベーターを最寄りの階に安全に停止させたりするなどの活用がなさ

れている。 

□ 緊急地震速報を有している 

□ 館内放送と連動している 

□ エレベーターと連動している 

 

９） 人員 

職員に対して、災害発生時に求められる行動、病院参集の基準、職員登録、食料・水

や休憩・仮眠スペースの確保等が必要である。 

【本部要員】  

□ 交代勤務の確立のための休憩・仮眠スペースの確保 

□ 職員のための食糧、水の供給体制があるか 

【参集基準・呼出体制】  

□ 緊急連絡をする方法がある（一斉メール等） 

□ 徒歩または自転車での通勤が検討されている 

□ 連絡が取れない場合の院外の職員の参集基準が統一・周知されている 

□ 家族の理解を得ておく必要性が周知されている 

【職員登録・配置】  

□ 登録体制がある 

□ 登院した職員の行動手順が決まっている 

 

10） 診療 

災害時の多数傷病者受け入れのために、受付から、治療・検査、手術、入院、帰宅ま

での流れと診療場所がわかりやすくまとめられているとも、各エリアの担当者、場所、

必要物品、診療手順、必要書式について診療マニュアル化され、職員に周知されている

必要がある。 

【マニュアル】  

□ 緊急度別の被災患者対応がマニュアルに盛り込まれている 

【レイアウト】  

□ 患者の動線やレイアウトがマニュアルに盛り込まれている 

【診療統括者】  

□ トリアージから緊急度別の被災患者対応を統括する対策本部に準ずる部門
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ないし担当者が決定され、その役割が明記されている 

【救急統括者】  

□ 救急部門と手術室・ICUとの連携がマニュアルに盛り込まれている 

【入院統括者】  

□ 病棟における被災患者入院の連絡調整、病棟内でのベッド移動、増床体制

についてマニュアルに盛り込まれている 

【部門間の連絡方法】  

□ 災害時対応部門連絡先一覧が明示されている 

【通信手段と連絡方法】 

□ 災害の状況（被災、人員配置）による連絡先の確認方法の対策が明示され

ている 

【帳票類（伝票類を含む）災害時カルテ】  

□ 災害用カルテか通常カルテ運用がマニュアルに盛り込まれている 

□ 検査伝票、輸血伝票の運用がマニュアルに盛り込まれている 

【情報センター】 

□ 電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外来受け入れ数の把握

ができるように情報収集と解析できる体制がある 

【防災センター】  

□ 災害発生時の役割が明確化されているか 

 

11） 電子カルテ  

災害時には電子カルテや画像システムが使用できないことが想定される。サーバーの

転倒転落防止措置、停電時の対応、システムダウン時の代用方法、病院内外のバックア

ップの確保について検討しておく必要がある。 

□ 電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転倒・転落の防止措

置について検討され、実施されている 

□ 電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自家発電装置の電源

が供給されている 

□ 自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できることを検討・確認

している 

□ 電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発電装置に接続され

ている 

□ 電子カルテシステムが使用不能になった場合を想定して、迅速にリカバリ
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する体制が病院内外にある 

 

12） マスコミ対応・広報 

マスコミ対応や個人情報の提示方法について、予め検討することが望ましい。 

□ 入院・死亡した患者の情報公開について検討されている 

□ 災害時のマスコミ対応について検討されている 

□ 記者会見の場所や方法について検討されている 

 

13） 受援計画 

ＤＭＡＴや医療救護班、医療ボランティアが被災地に早くから救護に駆けつけられる

ようになりつつある。ＤＭＡＴや医療救護班、医療ボランティアを病院や地域支援に有

効に活用することが求められる 

【医療チームの受入れ（ＤＭＡＴ・医療救護班）】  

□ 受入れ体制がある 

□ 待機場所がある 

□ 受入れマニュアルがある 

【医療ボランティアの受入れ】  

□ 受入れ体制がある 

□ 待機場所がある 

□ 受入れマニュアルがある 

    

14） 災害訓練 

災害研修・訓練は不可欠である。災害計画に基づいた訓練が望まれる。多数傷病者受

け入れ訓練に加え、災害対策本部の訓練や亜急性期・復旧期を視野に入れた机上シミュ

レーションなど複合的な訓練が望まれる。 

 

15） 災害対応マニュアル 

組織的な災害対応ができるためには、災害対応マニュアルは不可欠である。マニュア

ルは、研修や訓練の反省を反映して適宜改善出来るようにすることが重要である。マニ

ュアルは経時的に、災害発生前、急性期、慢性期（復旧）を網羅しておくことが理想的

である。さらに、他の計画（火災時の防災マニュアル、地域防災計画等）と整合性がと

れている必要がある。 

□ マニュアルの存在 
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□ マニュアルの維持管理体制  

□ マニュアル管理部門 

□ マニュアルの周知 

□ 発災時間別の対応 

□ その他のマニュアルとの整合性 
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大項目 設問 選択枝 追加回答(１次チェック用）
根拠となる書類・エビデンス・数値等（例）

(２次チェック用）

1 地域のなかでの位置づけ

地域での位置づけ
あなたの病院は、地域防災計画や防災業務計画のなかで
地域内での位置づけが明確ですか？

□はい　　□いいえ 地域防災計画、防災業務計画等

2 組織・体制

常設委員会
あなたの病院内には災害対応について審議する常設の委
員会がありますか？

□はい　　□いいえ 委員会議事録

その委員会について規程がありますか？ □はい　　□いいえ 委員会規程

予算
その委員会は、災害対応についての予算について審議する
権限がありますか？

□はい　　□いいえ 委員会規程、予算執行状況

3 災害対策本部

本部長 災害対策本部長が 災害計画等に明記されていますか？ □はい　　□いいえ 災害対応マニュアル

本部要員 本部要員が明記されていますか？ □はい　　□いいえ 災害対応マニュアル

本部長代行
対策本部長が不在や連絡が取れない場合、代行者は決め
られていますか？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル

役割分担
本部要員それぞれの役割が、あらかじめ決められています
か？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル

事前準備・心構え
対策本部長や本部要員は日頃から研修・訓練を受けていま
すか？

□はい　□いいえ （はい→具体的研修・訓練名　頻度　　　　　　　　　　） 実施記録、受講生名簿

設置基準 災害対策本部の設置基準が決められていますか？ □はい　□いいえ （はい→　具体的設置基準　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル

設置場所は決められているか 災害対策本部の設置場所が決められていますか？ □はい　□いいえ （はい→　具体的場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル

通信・連絡機能
災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通の
場合にも外部と通信できる設備が備えられていますか？

□はい　□いいえ （はい→　具体的通信設備　　　　　　　　　　　　　　　） 設備状況（リスト）

災害時インターネット環境
災害時にも使用できるインターネット回線（デジタル通信対
応衛星携帯電話等）を確保していますか？

□はい　□いいえ （はい→　具体的設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 設備状況（リスト）

EMIS
広域災害救急医療情報システム（EMIS）の入力担当者が決
められていますか？

□はい　□いいえ （はい→　担当者職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル

記録管理機能
本部活動を行うための十分なホワイトボード等が確保され
ていますか　?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）

外部連絡先のリスト化 必要な外部連絡先が検討され、明示されていますか？ □はい　□いいえ 災害対応マニュアル

4 診療継続・避難の判断

診療継続・中止の判断
診療（外来診療・手術等）の中断の判断基準が決められて
いますか？

□はい　□いいえ (はい→　具体的基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル

病院避難の判断
入院患者を避難させるための判断基準が決められています
か？

□はい　□いいえ (はい→　具体的基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル

BCPチェックリスト

1- 1366 -

0280780
テキストボックス
参考資料10【第２章関係】



5 安全・減災措置

建物 建物は地震対策はなされていますか？ □はい　□いいえ □耐震補強　□耐震　□制震　□免震 設備状況（リスト）

耐震・安全性診断（発災前） 耐震・安全性診断を受けていますか？ □はい　□いいえ 施行証明書、実施状況（リスト）

応急危険度判定（発災後）
災害発生後に迅速に被災建築物応急危険度判定（発災後
の耐震評価）をうけることが検討されていいますか？

□はい　□いいえ 計画、契約書

転倒・転落の防止措置
医療機器や棚の転倒・転落物の防止措置について検討さ
れ、実施されていますか?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）、チェック機能（相互チェック等）

6 本部への被害状況の報告

報告の手順 災害対策本部への報告手順が決められていますか？ □はい　□いいえ 災害対応マニュアル

報告用紙
災害対策本部に報告すべき被害状況書式が、統一され職
員に周知されていますか？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル、書式一覧

7 ライフライン

自家発電 自家発電装置はありますか？ □ある　□ない 　ある（→　　　　　　　　kVA　　　　　　　台） 設備状況（リスト）

停電試験を定期的に行っていますか？ □はい　□いいえ 実施実績一覧表

自家発電の供給量は通常の１日あたりの電力使用量の
何％ですか？

（　　　　　　　　　％） 通常の１日あたりの電力使用量　　　　　　　ｋVA 使用実績

非常用電源が以下の設備に接続されていますか？

　救急部門 □はい　□いいえ 設備状況（リスト）

　エレベータ □はい　□いいえ はい（→何台　　　　　　　　台　） 設備状況（リスト）

　CT診断装置 □はい　□いいえ 設備状況（リスト）

　災害対策本部 □はい　□いいえ 設備状況（リスト）

燃料 自家発電装置の備蓄燃料はありますか？ □はい　□いいえ はい（→何日分ですか？　（　　　　　　　　　日分） 使用実績

燃料を優先的に供給を受けるための契約または協定があり
ますか？

□ある　□ない 契約書、協定書

受水槽 受水槽は設置されていますか？ □ある　□ない
ある（→　受水槽の合計容量はどれくらいですか？（
L）

設備状況（リスト）

→一日の上水道の使用量　　　　　Lの　　　　％ 使用実績

受水槽、配管には耐震対策措置が施されていますか？ □ある　□ない 設備状況（リスト）

雑用水道（井戸）
上水道の供給が得られない場合に備えた貯水槽があります
か？

□ある　□ない
ある（→　貯水槽の合計容量はどれくらいですか？（
L）

設備状況（リスト）

上水道の供給が得られない場合に備えた井戸等があります
か？

□ある　□ない ある（→　一日あたりの最大供給量　　　　　L） 設備状況（リスト）

下水 下水配管には耐震対策措置が施されていますか？ □ある　□ない 設備状況（リスト）
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下水が使用不能で水洗トイレが使用できない場合のための
計画はあるか（仮設トイレ、マンホールトイレ等）

□ある　□ない ある（→具体的に記載　　） 具体的計画（マニュアル）

ガス
ガスの供給が停止した場合を想定して、プロパンガスボンベ
の備蓄はありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績

医療ガス
外部からの液体酸素の供給が途絶えたことを想定すると、
どのくらいの酸素備蓄がありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績

院内の配管が損傷を受けた場合を想定して、酸素ボンベの
備蓄はありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績

酸素ボンベを優先的に供給を受けるための契約または協定
がありますか？

□ある　□ない 契約書、協定書

 食料飲料水 入院患者用の非常食の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　人分×　　　食分×　　　日分） 備蓄実績

職員用の非常食の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　人分×　　　食分×　　　日分） 備蓄実績

非常食の献立は事前に決められてますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　食分） 具体的計画（マニュアル）

エレ-ベーターが停止した場合の配膳の方法が検討されて
いますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル）

医薬品 医薬品の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　日分） 備蓄実績

医療材料の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　日分） 備蓄実績

医薬品が優先して供給されるための契約はありますか？ □ある　□ない 契約書、協定書

医療材料が優先して供給されるための契約はありますか？ □ある　□ない 契約書、協定書

通信 外部固定アンテナを有する衛星携帯電話はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　回線） 設備状況（リスト）

電話が使用不能となった場合を想定して無線等の代替通信
設備がありますか？

□ある　□ない ある（→具体例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 設備状況（リスト）

上記の代替通信設備を用いて、定期的に使用訓練を実施し
ていますか？

□はい　□いいえ 訓練実績リスト

エレベーター 自家発電装置に接続されているエレベータはありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　　　　台） 設備状況（リスト）

エレベータ管理会社への連絡手段が24時間365日確立して
いますか？

□はい　□いいえ 契約書、協定書

エレベーター復旧の優先順位がついていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

優先してエレベータ復旧が可能となるように、エレベータ管
理会社と契約や協定を結んでいますか？

□はい　□いいえ 契約書、協定書

エレベータ使用不能時を想定した患者や物資の搬送方法に
ついて検討されていますか？

□はい　□いいえ ある（→具体的方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 具体的計画（マニュアル）

8 緊急地震速報

緊急地震速報設備を有していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト）

緊急地震速報設備が館内放送と連動していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト）

緊急地震速報設備がエレベータと連動していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト）
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9 人員

本部要員
緊急参集した職員や帰宅困難な職員のための休憩や仮眠
が出来るスペースがありますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル）

緊急参集した職員や帰宅困難な職員のための食料・飲料
水の供給体制はありますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル）

参集基準・呼出体制 一斉メール等職員に緊急連絡を行う方法はありますか？ □ある　□ない 具体的計画（マニュアル）

徒歩または自転車で通勤が可能な職員数が把握されてい
ますか？

□はい　□いいえ
はい（→1時間以内　　　　％、3時間以内　　　％、6時間以
内　　　％、12時間以内　　　　％、24時間以内　　　　％）

職員の住居までの距離一覧

連絡が取れない場合の院外の職員の参集基準が明記され
ていますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

自宅にいる職員に対して、災害時に取るべき行動について
明記されていますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

職員登録・配置
病院に在院あるいは参集した職員を登録する体制がありま
すか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル）

登院した職員の行動手順が周知されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

10 診療

マニュアル 災害時の診療マニュアルが整備されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

レイアウト
被災患者の受付から、治療・検査、手術、入院、帰宅までの
流れと診療場所がわかりやすくまとめられている

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

以下の部署の場所、担当者、必要物品、診療手順、必要書
式が整備されている

　トリアージエリア 具体的計画（マニュアル）

　赤エリア 具体的計画（マニュアル）

　黄エリア 具体的計画（マニュアル）

　緑エリア 具体的計画（マニュアル）

　黒エリア（遺体安置所） 具体的計画（マニュアル）

　搬送班（搬送担当） 具体的計画（マニュアル）

診療統括者
診療統括者を配置し、患者の需要に応じて職員を適切に再
配置できる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

救急統括者
救急統括者を配置し、手術やICU入院、転院の必要性につ
いて統括できるできる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

入院統括者
入院統括者を配置し、入院病棟の決定やベッド移動、増床
を統括できる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

部門間の連絡方法 災害時の対応部門の電話番号が明示されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

通信手段と連絡方法
固定電話やPHSが使用困難な状況においても、無線や伝
令等その他の通信手段にて災害対策本部と統括間の情報
伝達が行える体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

□人（担当者）　□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式

□人（担当者　）□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式

□人（担当者）　□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式

□人（担当者）　□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式

□人（担当者）　□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式

□人（担当者）　□場所　□必要物品　□診療手順　□必要書式
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災害時カルテ
電子カルテが使用できない状況でも、紙カルテを使用して
診療機能が維持できますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

帳票類（伝票類を含む） 検査伝票、輸血伝票の運用について明示されていますか？ □はい　□いいえ

情報センター
電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外来
受け入れ数の把握ができるように情報収集と解析できる体
制がありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

防災センター
災害発生時の防災センターの役割が明確化されています
か？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

11 電子カルテ

電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転
倒・転落の防止措置について検討され、実施されています
か?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）

電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自
家発電装置の電源が供給されていますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）

自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できるこ
とを検討・確認していますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）

電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発
電装置に接続されていますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）

電子カルテシステムが使用不能になった場合を想定して、
迅速にリカバリする体制が病院内外にありますか？

□ない　□ある（院
内）　□ある（院外）

設備状況（リスト）

12 マスコミ対応・広報

入院・死亡した患者の情報公開について検討されています
か？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

災害時のマスコミ対応について検討されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

記者会見の場所や方法について検討されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

13 受援計画

医療チームの受入
（ＤＭＡＴ・医療救護班）

DMAT・医療救護班の受け入れ体制はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

DMAT・医療救護班の待機場所はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

DMAT・医療救護班の受け入れマニュアルはありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

ボランティアの受入 医療ボランティアの受け入れ体制はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

医療ボランティアの待機場所はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

医療ボランティアの受け入れマニュアルはありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

14 災害訓練

職員を対象とした災害研修を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト

年に1回以上の災害訓練を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト
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災害対応マニュアルに準拠した訓練を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト

災害対策本部訓練を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト

災害復旧や長期的な対応を検討するための机上シミュレー
ション等を実施していますか？

□はい　□いいえ 実施状況リスト

15 災害対応マニュアル

マニュアルの存在 災害時の対応マニュアルはありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

マニュアルの維持管理体制
マニュアルは、訓練や研修を通じて、適宜改善されています
か？

□はい　□いいえ 実施状況リスト

マニュアル管理部門 マニュアルを管理する部門が院内に規定されていますか？ □はい　□いいえ 規程、委員会規則など

マニュアルの周知 マニュアルは、全職員に十分に周知されていますか？ □はい　□いいえ 具体的方法

発災時間別の対応 発災時間別の対応について、明記されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

その他のマニュアルとの整合性
火災時のマニュアル、地域防災計画との整合性はとれてい
ますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）
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① 備蓄医薬品・医療機器類（衛生材料含む）の供給体制 

◇初動時（サプライ基地開設～初回供給まで） 

   〔☆サプライ基地は、県内４箇所の医薬品卸営業所を指定済（県北１、県央２、県南１）〕 

 

 

 

           

 

        現地災害医療本部 

         〔地域災害医療コーディネーター〕            

 

 

 

 

                

 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

◇サプライ基地開設後（２回目供給からは、要請・供給ルートを更に簡潔化する） 

【優先度・必要量把握】要請 

サプライ基地 県医薬品卸協会 

医
薬
品
等
供
給 

③ 

連
絡
調
整 

在庫量把握・連絡調整 

① 

② 

救護所等 

(災害拠点病院含む) 

サプライ基地 

災害医療本部（統括災害医療コーディネーター 

〔薬務課〕 と連携・情報共有）  

県医薬品卸協会 

医
薬
品
等
供
給 

④ 

連
絡
調
整 

連絡調整 

① 
② 

【サプライ基地開設】 

【初回医薬品供給】 
  要請 

③ 

在庫量把握・連絡調整 

在庫量把握・連絡調整 

要
請 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

 

□
優
先
度
・
必
要
量
把
握
□
要
請 

災害医療対策本部 

〔薬務課〕 
県薬事工業会 避 難 所 

要請 避難所への一般用医薬品等の供給 

・上記の供給体制については、災害時に設置された救護所等に対する備蓄医療用医薬品・医療機器類の供給を原則とする。 

・災害医療本部（薬務課）は、災害医療コーディネーター、サプライ基地及び卸協会と連携して、サプライ基地の在庫量を随時 

把握し、必要に応じてバックアップ事業所（サプライ基地を支援する事業所：１５箇所設置）にも供給を要請する。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

○避難所への一般用医薬品・衛生材料等の供給 

要
請 

災害医療本部（統括災害医療コーディネーター 

〔薬務課〕 と連携・情報共有）  

現地災害医療本部  

〔地域災害医療コーディネーター〕

救護所等 

(災害拠点病院含む) 
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休日等勤務時間外における人員体制について 

休日、夜間に災害が発生した場合に迅速かつ的確な災害対策を実施できるよう、勤務時間外における 

保健福祉部の人員体制は以下のとおりとする。 

 

(1) 各配備区分における保健福祉部の人員体制  

 ア 震災発生時の対応 

【注意体制】県内において小規模な災害が発生した場合（震度４以下の地震により人的・住家被害が発生

した場合） 

危機管理課、消防防災課及び公共部門関係課職員は直ちに登庁し、小規模災害対策を実施する。 

保健福祉部においては、市町、消防本部等から危機管理課及び消防防災課に人的被害や要配慮者関連

施設に係る被害情報が寄せられた場合にのみ、保健福祉課災害対策事務担当者（以下、「本部連絡員」

という。）宛て連絡が入ることになっており、本部連絡員は保健福祉課総務主幹（以下、「事務局員」と

いう。）、被災施設を所管する本庁の課長補佐（総括）等（以下、「各課災害時連絡員」という。）及び被

災地を管轄する広域健康福祉センター次長等＊（以下、「センター災害時連絡員」という。）に被害情報

の提供を行うものとする。（＊地域健康福祉センターが被災地を管轄する場合は、地域健康福祉センター

所長補佐（総括）等（以下、「センター災害時連絡員」という。）にも被害情報の提供を行う。） 

被害状況等により事務局員又は各健康福祉センター所長が必要と認める場合は、本部連絡員、各課災

害時連絡員、センター災害時連絡員は勤務先に登庁し、被害状況等の情報収集にあたるとともに、警戒

体制等への移行に備えるものとする。 

被害のない健康福祉センターにおいては、本庁からの情報を踏まえ、管内の警報発令等に応じ各健康

福祉センター所長の判断により対応するものとする。 

 

【警戒体制】県内において①中規模な災害が発生するおそれがある場合 

②中規模又は局地的な災害が発生し、拡大のおそれがある場合 

（震度５弱強の地震が発生した場合） 

    災害警戒本部が自動的に設置され、危機管理課、消防防災課及び警戒配備に該当する各部局災害対策

関係職員（参考資料２※１）は直ちに登庁し、災害応急対策を実施する。 

保健福祉部においては、保健福祉課、医療政策課、生活衛生課及び被災地を管轄する健康福祉センター

の警戒体制職員（ただし、震度５弱の場合、保健福祉課は一部の職員）が登庁し、事務局員又は各健康

福祉センター所長の指揮のもと、災害応急対策を実施する。 

配備の区分は、本部長が指令する。 

被害のない健康福祉センターにおいては、本庁からの情報を踏まえ、管内の警報発令等に応じ各健康

福祉センター所長の判断により対応するものとする。 

 

【非常配備体制】県内において大規模な災害が発生し、甚大な被害を出すおそれがある場合（震度６弱以

上の地震が発生した場合） 

    災害対策本部が自動的に設置され、第２非常配備体制がとられる。災害対策本部事務局構成員、災害

時の応急対策を実施するため、部長又は支部所属長が必要と認める人員、緊急対策要員（情報収集要員）

が参集する。 
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 イ 水害・台風、竜巻等風害、雪害発生時の対応 
 

【注意体制】県内において災害警戒本部を設置するに至らない小規模な災害が発生した場合又は災害が発

生するおそれのある場合 

    台風・大雨、強風等の場合は、気象情報に基づき、危機管理課、消防防災課及び公共部門関係課職員

による 24時間態勢による注意体制が敷かれる。 

保健福祉部においては、市町、消防本部等から危機管理課及び消防防災課に人的被害や要配慮者関連

施設に係る被害情報が寄せられた場合にのみ、本部連絡員あて連絡が入ることになっており、本部連絡 

員は事務局員、各課災害時連絡員及びセンター災害時連絡員＊に被害情報の提供を行うものとする。（＊

地域健康福祉センターが被災地を管轄する場合は、地域健康福祉センターにも被害情報の提供を行う。） 

被害状況等により事務局員又は各健康福祉センター所長が必要と認める場合は、本部連絡員、各課災

害時連絡員、センター災害時連絡員は勤務先に登庁し、被害状況等の情報収集にあたるとともに、警戒

体制等への移行に備えるものとする。 

被害のない健康福祉センターにおいては、本庁からの情報を踏まえ、管内の警報発令等に応じ各健康

福祉センター所長の判断により対応するものとする。 

【第１警戒体制】県内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（台風接近、集中豪雨等に

より被害の発生が見込まれる場合等） 

    被害の状況等により危機管理監が必要と認めたときは、災害警戒本部が設置され、危機管理課、消防

防災課及び警戒配備に該当する各部局災害対策関係職員は直ちに登庁し、災害応急対策を実施する。 

保健福祉部においては、保健福祉課、医療政策課、生活衛生課及び被災地を管轄する健康福祉センター

の警戒体制職員が登庁し、事務局員又は各健康福祉センター所長の指揮のもと、災害応急対策を実施す

る。 

被害のない健康福祉センターにおいては、本庁からの情報を踏まえ、管内の警報発令等に応じ各健康

福祉センター所長の判断により対応するものとする。 

 

  【第２警戒体制 ※水害時のみ設置】大規模な災害の発生が予見される場合 

 災害警戒本部が設置されている場合において、気象注意報、気象警報その他災害に関する情報が発令

され大規模な災害の発生が予見される等、災害対策の活動に備えるため特に必要があると認めるときは、

第２警戒体制をとり、災害対策本部事務局構成員及び災害時の情報収集等を実施するため部長又は支部

所属長が必要と認める人員を配備するものとする。 

 

【非常配備体制】災害が拡大し、甚大な被害を出すおそれがある場合 

①県内に特別警報が発表された場合 

②県内で最大風速 40m/s を観測したとき 

③災害が拡大し、甚大な被害を出すおそれがある場合 

特別警報が発表され災害対策本部が自動的に設置されるとき、又は、被害の状況により知事が必要と

認めたときは、災害対策本部・支部が設置され、第１非常配備体制又は第２非常配備体制が取られる。

（配備の区分は本部長が指令する。） 

配備の指令が発せられたときは、部長又は支部長は配備要員を動員し、災害応急対策を実施する。 
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    動員招集連絡の流れ 

                          本部連絡員     班連絡員 

 
                  支部連絡員     班連絡員         所連絡員 

 

 

(2) 配備要員の指定手順 

ア 災害対策本部・支部の関係職員の指定 

  （ア）災害対策本部の関係職員 

    本部員：保健福祉部長 

    事務局員：保健福祉課総務主幹 

    本部連絡員：保健福祉課災害対策事務担当者（企画調整担当） 

    保健福祉部長が必要と認める職員：保健医療監、各課長、各課長補佐（総括） 

保健福祉部各班の職員（情報・招集連絡・参集・罹災情報） 

     災害対策本部事務局への動員職員：人的支援チーム１名、物的支援チーム１名 

   （イ）災害対策支部の関係職員 

     支部長：（県税事務所所長） 

支部連絡員（県税事務所の補佐） 

     所連絡員：支部を構成する事務所等の職員のなかから当該事務所長の指名する者 

イ 緊急対策要員の指定 

  （ア）情報収集要員 

   市町庁舎の近隣に居住する職員を指定する。 

  （イ）栃木県災害マネジメント総括支援員 

   過去に危機管理課又は消防防災課に在課経験等がある課長級職員（ただし所属長を除く）又は総括補

佐の職位にある者のうちから、知事があらかじめ指定する。 

  （ウ）広域物資拠点運営要員 

   広域物資拠点の近隣に居住する職員の中から、知事があらかじめ指定する。 

 

ウ 第１・第２非常配備要員の編成 

    緊急対策要員を除く職員の状況を踏まえ、第１・第２非常配備要員を編成する。 

配 備 要 員 

配 備 要 員 班構成機関 
人事班 

各 部 各課 

各支部 各班 

- 1380 -

0280780
テキストボックス
参考資料14【第３章関係】



※1　部局ごとに定める基準がある場合、その基準に従う
※2　災害対策本部組織及び運営に関する要綱第16条にて規定する警戒体制　●･･･従来からの変更点

地
震

風
水
害

県内の災害発生時における県職員の参集基準

　○･･･従来から変更なし

令和２（2020）年４月１日

体

制

参

集

職

員

令和元年

東日本

台風

非常配備体制

(第１非常配備)
第１警戒体制

●第２警戒体制（第16条 ※2）

水害時のみ設置

●災害対策本部事務局構成員

●災害時の情報収集等を実施す

るため、部長又は支部所属長が必

要と認める人員

○緊急対策要員（情報収集要員）

非常配備体制

（第２非常配備）

○災害対策本部・支部
本部長：知事

○震度５弱・強（県内） ○震度６弱以上（県内）

○台風等によって、災害が発

生又は発生するおそれがある

場合 等

災

害

等

の

種

類

○災害警戒本部
本部長：危機管理監

○災害対策本部・支部
本部長：知事

○危機管理課職員

○消防防災課職員

○災害関係課所職員(※1)

○災害警戒本部員

（各部局総務主幹等）

○災害対策・危機管理事務担

当者
(災害警戒本部員が属する課の長
が指名)

●災害対策本部事務局構成員

●災害時の応急対策を実施する

ため、部長又は支部所属長が必

要と認める人員

○緊急対策要員（情報収集要員）

対策要員（情報収集要員）

＜災害対策本部事務局(又は危機管理課)の要請に基づき参集(必要に応じて)＞
○緊急対策要員(栃木県災害マネジメント総括支援員)
●緊急対策要員(広域物資拠点運営要員)

●災害警戒本部
本部長：危機管理監

特別警報発令の前日（10/11）15時
隣県に特別警報発令

（10/12）15時30分
本県に特別警報発令

（10/12）19時50分

●災害対策本部事務局構成員

●災害時の情報収集等を実施す

るため、部長又は支部所属長が必

要と認める人員

○被害が拡大したとき

○県内に特別警報が発表されたとき

●県内で最大風速40m/sを観測したとき
○災害が拡大し、甚大な被害を出すおそ

れがある場合

※安全を確認次第参集

●大規模な災害が発生又は発生するおそれがある場合

（特別警報発表の可能性が示唆された場合等）
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被害情報等照会・報告の流れ

健康福祉センター及び保健医療福祉調整本部各班が被害情報等の照会を行う対象となる施設
については、P.85の（別表）を参照
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３－19－１  ごみ収集運搬車所有状況一覧表
（令和３(2021)年3月31日現在）

台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)

宇都宮市 4 8 7 12 11 20 86 220 16 42 102 262 1,056 3,525 0 0 1,056 3,525

足利市 4 11 7 30 11 41 35 133 0 0 35 133 125 321 0 0 125 321

栃木市 3 7 0 0 3 7 58 166 0 0 58 166 362 1,048 0 0 362 1,048

佐野市 6 13 0 0 6 13 15 30 0 0 15 30 187 391 0 0 187 391

鹿沼市 16 28 1 4 17 32 21 48 0 0 21 48 34 67 3 26 37 93

日光市 2 6 9 26 11 32 72 160 0 0 72 160 150 493 0 0 150 493

小山市 0 0 0 0 0 0 57 154 0 0 57 154 448 1,285 0 0 448 1,285

真岡市 0 0 1 2 1 2 28 69 0 0 28 69 208 608 8 17 216 625

大田原市 0 0 0 0 0 0 32 84 0 0 32 84 212 553 0 0 212 553

矢板市 0 0 0 0 0 0 9 22 0 0 9 22 150 391 0 0 150 391

那須塩原市 0 0 4 10 4 10 59 173 0 0 59 173 317 967 0 0 317 967

さくら市 2 4 0 0 2 4 33 107 0 0 33 107 138 375 0 0 138 375

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 21 50 0 0 21 50 62 173 0 0 62 173

下野市 0 0 0 0 0 0 60 172 0 0 60 172 260 638 0 0 260 638

上三川町 2 4 3 3 5 7 13 37 3 6 16 43 160 420 179 537 339 957

益子町 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 6 13 132 323 0 0 132 323

茂木町 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 3 108 303 0 0 108 303

市貝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 297 0 0 118 297

芳賀町 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 225 814 4 8 229 822

壬生町 2 6 1 4 3 10 9 34 0 0 9 34 220 738 4 16 224 754

野木町 0 0 0 0 0 0 16 45 0 0 16 45 159 352 0 0 159 352

塩谷町 4 11 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 11 26

高根沢町 0 0 0 0 0 0 12 30 0 0 12 30 28 63 0 0 28 63

那須町 5 10 7 38 12 48 6 13 1 4 7 17 150 364 0 0 150 364
那珂川町 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 33 2 0 0 33 2

小計 50 108 40 129 90 237 660 1,769 20 52 680 1,821 5,053 14,537 198 604 5,251 15,141

那須地区(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐野地区(衛) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芳賀郡中部(環) 4 8 0 0 4 8 13 8 1 3 14 11 0 0 0 0 0 0

芳賀地区(広) 0 0 2 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南那須地区(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩谷(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小山(広) 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0

小計 4 8 3 8 7 16 13 8 2 7 15 15 0 0 0 0 0 0

計 54 116 43 137 97 253 673 1,777 22 59 695 1,836 5,053 14,537 198 604 5,251 15,141

車両計

事務組合名

市町
直　　　　　　　　　　　　　　　営 委　　託　　事　　業 許　　可　　業　　務

収集車 運搬車 車両計 収集車 運搬車 車両計 収集車 運搬車
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クリーンセンター下田原 宇都宮市下田原町3435 190 (95×2) 全連続 バグフィルター H29～R2

クリーンパーク茂原 宇都宮市茂原町777-1 390 (130×3) 全連続 バグフィルター H9～12

足利市 南部クリーンセンター 足利市野田町826-1 300 (100×3) 全連続 バグフィルター S55～57

栃木市 とちぎクリーンプラザ 栃木市梓町456-32 237 (118.5×2) 全連続 バグフィルター H12～14

葛生清掃センター 佐野市あくと町3360 80 (39.75×2) 全連続 バグフィルター H4～5

みかもクリーンセンター 佐野市町谷町206-13 128 (64×2) 全連続 バグフィルター H16～18

鹿沼市 環境クリーンセンター 鹿沼市上殿町673-1 177 (88.5×2) 全連続 バグフィルター H4～6

日光市 日光市クリーンセンター 日光市千本木945－1 135 (67.5×2) 全連続 バグフィルター H20～22

那須塩原市 那須塩原クリーンセンター 那須塩原市蟇沼593 140 (70×2) 全連続 バグフィルター H18～21

壬生町 壬生町清掃センター 壬生町大字羽生田1350-3 70 (35×2) 准連続 バグフィルター H9～10

那須広域
大田原市
那須町

広域クリーンセンター大田原 大田原市若草1-1484-2 120 (60×2) 全連続 バグフィルター H12～14

芳賀広域

真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

芳賀地区エコステーション 真岡市堀内1839 143 (71.5×2) 全連続 バグフィルター H23～25

南那須広域
那須烏山市
那珂川町

保健衛生センター 那須烏山市大桶444 55 (27.5×2) 准連続 バグフィルター S63～H１

塩谷広域

矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

エコパークしおや 矢板市安沢3640 114 (57×2) 全連続 バグフィルター H28～R1

160 (80×2) 全連続 電気集じん機 S58～60

70 (70×1) 全連続 バグフィルター H25～28

計 15施設

３－19－２　ごみ焼却施設一覧表

（令和４(2022)年4月1日現在）

市町村・
事務組合

構成市町村名 施　設　名 施設の所在地
処理能力 処理

方式
排ガス処理施設

小山広域
小山市
下野市（旧石橋町を除く）
野木町

中央清掃センター 小山市塩沢576-15

2,509

建設年度
（t/日）

宇都宮市

佐野市
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（令和４(2022)年4月1日現在）
処理方式

（破砕・圧縮・併用）

宇都宮市 クリーンパーク茂原リサイクルプラザ 宇都宮市茂原町777-1 破砕 10 H9～12

足利市 南部クリーンセンター粗大ごみ処理施設 足利市野田町826-1 破砕 40 S56～57

栃木市 とちぎクリーンプラザリサイクルプラザ 栃木市梓町456-32 破砕 29 H12～14

葛生清掃センター 佐野市あくと町3360 破砕 4 H4～5

みかもクリーンセンターリサイクルプラザ 佐野市町谷町206-13 併用 10 H16～17

鹿沼市 環境クリーンセンター粗大ごみ処理施設 鹿沼市上殿町673-1 併用 30 H3～6

那須塩原市 那須塩原クリーンセンターリサイクルセンター 那須塩原市蟇沼593 破砕 7 H18～H21

南那須広域
那須烏山市
那珂川町 保健衛生センター 那須烏山市大桶444 併用 20 S63

塩谷広域

矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

エコパークしおやマテリアルリサイクル推進施設 矢板市安沢3640 破砕 17 H28～R1

小山広域
小山市
下野市
野木町

リサイクルセンター 下野市下坪山1632 併用 40 H29～30

計 10施設 207

[注] 破砕＝可燃性粗大ごみの破砕施設、圧縮＝不燃性粗大ごみの破砕・圧縮施設、併用＝可燃性及び不燃性粗大ごみの破砕施設

処理能力
（ｔ／日）

建設年度

佐野市

３－19－３　粗大ごみ処理施設、資源化施設一覧表（市町・事務組合）

(1)　粗大ごみ処理施設（粗大ごみを対象に破砕、圧縮等の処理及び有価物の選別を行う施設）

市町村・
事務組合

構成市町村名 施　設　名 施設の所在地
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（令和４(2022)年4月1日現在）

クリーンパーク茂原リサイクルプラザ 宇都宮市茂原777-1 選別・圧縮・梱包 125 H9～12

エコプラセンター下荒針 宇都宮市下荒針町2678－176 選別・圧縮・梱包 36 H20～22

足利市 南部クリーンセンターリサイクルセンター 足利市野田町826-1 圧縮・梱包 2 H8

とちぎクリーンプラザリサイクルセンター 栃木市梓町456-32 選別・圧縮・梱包 20 H2

とちぎクリーンプラザリサイクルプラザ 栃木市梓町456-32 選別・圧縮・梱包 30 H12～14

葛生清掃センター 佐野市あくと町3360 選別・圧縮・梱包 7 H11

みかもクリーンセンターリサイクルプラザ 佐野市町谷町206-13 選別・圧縮・梱包 5 H16～17

リサイクルセンター 鹿沼市上殿町698 選別・圧縮・梱包 5 H13

新リサイクルセンター 鹿沼市上殿町697 選別・圧縮・梱包 5 H23

日光市 日光市リサイクルセンター 日光市町谷809-2 選別・圧縮・梱包 10 H24～25

真岡市 真岡市リサイクルセンター 真岡市阿部岡365-4 堆肥化 3 H29～30

那須塩原クリーンセンター 那須塩原市蟇沼593 選別・圧縮・梱包・その他 13 H18～20

塩原堆肥センター 那須塩原市関谷1590-6 堆肥化 95 Ｈ15～17

茂木町 美土里館 茂木町九石641-1 堆肥化 18 H13～14

那須広域
大田原市
那須町

広域クリーンセンター大田原 大田原市若草1-1484-2 選別・圧縮・梱包・その他 14 H13～14

芳賀広域

真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

芳賀地区エコステーション 真岡市堀内1839 選別・圧縮・梱包・その他 19 H23～25

南那須広域
那須烏山市
那珂川町

保健衛生センター 那須烏山市大桶444 圧縮・梱包 1 H9

塩谷広域

矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

エコパークしおやマテリアルリサイクル推進施設 矢板市安沢3640 圧縮・梱包 8 H28～R1

リサイクルセンター 下野市下坪山1632 圧縮・梱包 30 Ｈ29～30

南部清掃センター容リ法対象ビニプラ施設 野木町南赤塚1513-2 選別・その他 4 Ｈ26～27

南部清掃センター生ごみ等リサイクル施設 野木町南赤塚1513-2 堆肥化 13 Ｈ26～27

計 21施設 464

(2)　資源化等を行う施設（選別、圧縮・梱包等の施設、高速堆肥化施設）

市町村・
事務組合

構成市町村名 施　設　名 施設の所在地 処理内容
処理能力
（ｔ／日）

建設年度

宇都宮市

栃木市

佐野市

鹿沼市

那須塩原市

小山広域
小山市
下野市
野木町
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３－19－４   し尿収集運搬車所有状況一覧表
（令和３(2021)年3月31日現在）

台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量 台数 積載量
(kl) (kl) (kl) (kl) (kl) (kl) (kl) (kl)

宇都宮市 0 0 0 0 0 0 6 21 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0
足利市 10 15 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 18 57 0 0 18 57
栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 137 0 0 35 137
佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 49 3 31 19 80
鹿沼市 7 13 0 0 7 13 2 7 0 0 2 7 15 47 0 0 15 47
日光市 0 0 0 0 0 0 13 69 2 10 15 79 16 75 0 0 16 75
小山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 8 29
真岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢板市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14 0 0 35 14
那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
さくら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 46 0 0 14 46
那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 54 0 0 17 54
下野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 67 0 0 13 67
上三川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 63 0 0 11 63
益子町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂木町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市貝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳賀町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壬生町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 32 0 0 9 32
野木町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 0 0 12 42
塩谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37 0 0 11 37
高根沢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 2 21 10 62
那須町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那珂川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0 17 4

小計 17 28 0 0 17 28 21 97 2 10 23 107 255 794 5 52 260 846

那須地区(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 192 0 0 45 192
佐野地区(衛) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳賀郡中部(環) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳賀地区(広) 9 28 4 8 13 36 14 46 0 0 14 46 0 0 0 0 0 0
南那須地区(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩谷(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小山(広) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0

小計 9 28 4 8 13 36 14 46 1 2 15 48 45 192 0 0 45 192
計 26 56 4 8 30 64 35 143 3 12 38 155 300 986 5 52 305 1,038

収集車 運搬車 車両計

事務組合名

市 町
直　　　　　　　　　　　　　　　営 委　　託　　事　　業 許　　可　　業　　務
収集車 運搬車 車両計 収集車 運搬車 車両計
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（令和４(2022)年4月１日現在）

市町村 ・
事務組合

構成市町村名 施　　設　　名 施設の所在地
処理能力

（ｋｌ/日）
処理方式

（高度処理設備）
建設年度

宇都宮市 東横田清掃工場 宇都宮市東横田町136 185 標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） S57～59

足利市 東部クリーンセンター 足利市山川町85-2 175 標準脱窒素（オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） H2～4

栃木市 衛生センター 栃木市城内町2-61-5 75 高負荷（凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着） H5～7

鹿沼市 環境クリーンセンター 鹿沼市上殿町673-1 89 高負荷（凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着） H6～8

日光市 環境センター 日光市町谷1801-2 82 高負荷（砂ろ過、活性炭吸着） H2～4

壬生町 クリーンセンター 壬生町大字壬生甲1955-3 36 高負荷（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） S63～H1

那須広域
大田原市
那須塩原市
那須町

第２衛生センター 那須塩原市越堀659-2 150 標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） S54～56

佐野衛生

佐野市
栃木市（旧岩舟
町及び旧藤岡
町）

衛生センター 佐野市植下町2550 220 標準脱窒素（加圧浮上、オゾン酸化、砂ろ過） S57～59

第一環境クリーンセンター 益子町七井2430 90 標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過） S59～61

第二環境クリーンセンター 真岡市三谷780 90 標準脱窒素（加圧浮上、オゾン酸化、砂ろ過） S55～56

南那須広
域

那須烏山市
那珂川町

保健衛生センター 那須烏山市大桶444 70 標準脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） S58～60

塩谷広域

矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

しおやクリーンセンター 矢板市安沢3622-1 110 高負荷脱窒素（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過、活性炭吸着） H8～10

小山広域

小山市
下野市
上三川町
野木町

小山広域クリーンセンター 小山市大字塩沢604 191 高負荷脱窒素（凝集膜分離、活性炭吸着） H13～15

計 13施設 1,563

３－19－５　し尿処理施設一覧表

芳賀広域

真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
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３－２０ 学校安全計画・危機管理マニュアル 

（文部科学省安全教育参考資料『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』より） 

 

○学校安全の定義 

学校安全は、学校における児童生徒等の安全に関する諸活動、すなわち、児童生徒等が主体(自分

自身)や外部環境に存在する様々な危険を制御して安全に行動することを目指す活動である安全教

育及び児童生徒等を取り巻く外部環境を安全に保つための活動である安全管理によって構成される。

また、安全教育と安全管理の活動を円滑に進めていくための組織活動の役割も重要である。 

 

               （各教科、総合的な学習の時間、特別活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校安全の領域としては、｢生活安全｣「交通安全」「災害安全（防災と同義）」の 3 つの領

域が挙げられる。「生活安全」では、日常生活で起こる事件・事故災害を取り扱い、近年、児童生徒

等が犯罪の被害に遭うことも少なくないことから、防犯も重要な内容の一つとしている。「交通安全」

には、様々な交通場面における危険と安全が含まれる。「災害安全」には、地震、津波、火山活動、

風水(雪)害のような自然災害はもちろん、火災や原子力災害も含まれる。 

 

○学校安全計画 

学校安全計画は、学校保健安全法第 27 条により、全ての学校で策定・実施が義務づけられている

ものであり、安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容とを関連させ、統合し、全

体的な立場から、年間を見通した安全に関する諸活動の総合的な基本計画である。 

 

※学校安全計画の内容として考えられる事項 

１ 安全教育に関する事項 

（１）学年別・月別の関連教科等における安全に関する指導事項 

（２）学年別・月別の指導事項 

   ① 特別活動における指導事項 

    ・学級活動（ホームルーム活動）における指導事項 

    ・学校行事（避難訓練、交通安全教室などの安全に関する行事）における指導事項 

    ・部活動等での安全に関して予想される活動に関する指導事項 

対人管理 

学校安全 

安全教育 

安全管理 

組織活動 
校内の協力体制 
家庭及び地域社会との連携 

心身の安全管理 

生活や行動の安全管理 

学校環境の安全管理 対物管理 
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② 課外における指導事項 

③ 個別指導に関する事項 

 （３）その他必要な事項 

２ 安全管理に関する事項 

(1) 生活安全 

・施設、設備、器具、用具等の安全点検 

・各教科等、部活動、休み時間その他における学校生活の安全のきまり・約束等の設定、 

安全を確保するための方法等に関する事項 

    ・生活安全に関する意識や行動、事件・事故の発生状況等の調査 

    ・校内及び地域における誘拐や傷害などの犯罪被害防止対策及び緊急通報等の体制に関す 

る事項 

    ・その他必要な事項 

(2) 交通安全 

・自転車、二輪車、自動車（定時制高校の場合）の使用に関するきまりの設定 

・交通安全に関する意識や行動、交通事故の発生状況等の調査 

・その他必要な事項 

(3) 災害安全 

・防災のための組織づくり、連絡方法の設定 

・避難場所、避難経路の設定と点検・確保 

・防災設備の点検、防災情報の活用方法の設定 

・防災に関する意識や行動、過去の災害発生状況等の調査 

・その他必要な事項 

３ 安全に関する組織活動 

・家庭、地域社会との連携を密にするための地域学校安全委員会等の開催 

・安全教育、応急手当、防犯・防災等に関する危険等発生時対処要領（危機管理マニュア 

ル）等に関する校内研修事項 

・保護者対象の安全に関する啓発事項 

・家庭、地域社会と連携した防犯、防災、交通安全などに関する具体的な活動 

・その他必要な事項 

 

○危機管理マニュアル 

学校保健安全法第 29 条において、学校は危機管理マニュアルを作成するものとされている。 

危機管理マニュアルは、学校安全計画を踏まえて、危機管理を具体的に実行するための必要事項

や手順等を示したものであり、学校管理下で危険等が発生した際、教職員が円滑かつ的確な対応を

図るために作成するものである。 

 

※作成にあたってのポイント 

 ・各学校の実情に応じて想定される危険を明確にし、危険等発生時に児童生徒等の生命や身体を 

守るための具体的な対応について検討する。 

 ・事前・発生時・事後の三段階の危機管理を想定して危機管理マニュアルを作成し、安全管理と 

安全教育の両面から取組を行う。 
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 ・全ての教職員の役割分担を明確にし、共通理解を図る。 

 ・家庭、地域、関係機関と連携して児童生徒等の安全を確保する体制を整備するとともに、協働 

して危機管理マニュアルの作成や避難訓練等を行う。 

 ・教育委員会等の学校の設置者は、各学校におけるマニュアルの作成・改善等について必要な指

導助言を行い、体制整備や事故等発生時に必要に応じて学校を支援する。 
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３－２１－１     災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、栃木県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、栃木県（以下「甲」という。）が社団法人プレハブ建築協会（以下「乙」

という。）に協力を求めるにあたって必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 この協定書において「住宅」とは、災害救助法第２３条第１項第１号に規定するところの

ものをいう。 

（所要の手続） 

第３条 甲は、住宅建設の要請にあたっては、建築場所、戸数、規模、着工期日その他必要と認め

る事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることがで

きる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

（協 力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）の

あっせんその他可能な限り甲に協力するものとする。 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は、当該市

町村長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が、負担するものとする。 

  ２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは、丙の請求により前項の費用

を速やかに支払うものとする。  

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては、栃木県土木部住宅課、乙においては、

社団法人プレハブ建築協会担当部とする。 

（報 告） 

第８条 乙は、住宅建設において、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告するものとす

る。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に対して随時報告を求めることができる。 

（会員名簿等の提出） 

第９条 乙は、本協定に係る乙の業務担当部員の名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲に

提供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

（協 議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるも

のとする。 

（摘 要） 

第１１条 この協定は、平成８年１１月１日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

  平成８年１０月２４日 

 

                            甲 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                 栃木県知事  

              乙 東京都千代田区霞が関３丁目２番６号 

                 社団法人 プレハブ建築協会 会長 

- 1433 -



 

３－２１－２ 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定 

 

栃木県(以下｢甲｣という。)及び 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会   (以下｢乙｣という。)は、 
               公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 

災害時に甲及び乙が相互に協力して行う民間賃貸住宅の提供等に関して、次の事項により協定を締結する。 

 

 (目的) 

第 1 条 この協定は、栃木県及び近都県等において災害が発生した場合において、甲が被災者に対し、民

間賃貸住宅を借上げて応急的な住宅(以下｢応急借上げ住宅｣という。)として、提供するとともに、民間

賃貸住宅の情報提供を行うため、乙に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 

 

(協力事項) 

第 2 条 乙は、甲から要請を受けた場合、速やかに次の事項について協力するものとする。 

（１）応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供 

（２）（１）以外の住宅支援のための、民間賃貸住宅の情報提供 

 

(緊急時の扱い) 

第 3 条 乙は、前条の規定による協力要請を受ける前であっても、災害規模その他の事情に照らし緊急を

要すると認められる場合には、甲と市町の長が別途協議して定めることにより、市町の長から同条第 2

号の事項について協力の要請を受けることができる。この場合において、乙は速やかにその旨を甲に通

知するものとする。 

 

 (甲の役割) 

第 4 条 甲は、応急借上げ住宅の提供及び民間賃貸住宅の情報提供に関する下記の事務を行う。 

 ①応急借上げ住宅の提供 ②民間賃貸住宅の情報提供 

甲の役割 ・民間賃貸住宅の募集に関すること 
・住宅の借上げに関すること。 
・入居許可及び退去に関すること。 
・賃料等の支払いに関すこと。 
・関係者との調整に関すること。 

・民間賃貸住宅の情報提供に関すること｡ 

 2 甲は、前項に掲げる業務の一部を乙に委託することができる。 

 

(乙の役割) 

第 5 条 乙は、第 2 条に基づき甲に協力するため、下記の事務を行う。 

 ①応急借上げ住宅の提供 ②民間賃貸住宅の情報提供 

乙の役割 ・制度の事前周知 
・民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的と
する賃貸人に対する応急借上げ住宅として
の提供依頼及び意向確認に関すること。 
・提供可能物件リスト作成に関すること。 
・提供可能物件の情報提供に関すること。 
・関係者との調整に関すること。 
・甲から委託を受けた業務に関すること。 

・制度の事前周知 
・民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的と
する賃貸人に対する提供依頼及び意向確認
に関すること。 
・提供可能物件リスト作成に関すること。 
・提供可能物件の情報提供に関すること。 
・関係者との調整に関すること。 
・市町別の担当者(業者)の名簿作成に関す
ること。 

- 1434 -



 

 

(協議) 

第 6 条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲及び乙の協議の上別途定めるものとする。 

 

(雑則) 

第 7 条 この協定は平成 28 年 9 月 6 日から適用することとし、平成 20 年 7 月 1 日付けで締結した、「災害

時における民間賃貸住宅の情報提供に関する協定書」は廃止する。 

 

 

この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

  平成 28 年 9 月 6 日 

 

  甲 栃木県宇都宮市塙田 1 丁目 1 番 20 号 

   栃木県 

   知 事  福田 富一 

 

 

  乙 栃木県宇都宮市西一の沢町 6 番 27 号 

   公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 

                      会 長  五十嵐 薫 

     

栃木県宇都宮市中央 1 丁目 9 番 11 号 大銀杏ビル 7 階 

   公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 

                      本部長  稲川 知法 
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３－23－１ 義援物資、義援金受入・配分フロー

　① 義援物資受入・配分フロー

　② 義援金受入・配分フロー

　　

被災市町

被災者

企業・団体 等
（任意の募集団体）

募集団体
（日本赤十字社、共同募金会）

寄附者（企業・個人・団体　等）

栃木県

物資集積場所

被災市町

災害対策本部事務局
支援グループ

個人　企業　都道府県　市町　各種団体　その他

報道機関
(県政記者クラブ)

義援金配分委員会

配分

配分

寄附 寄附 寄附

引継ぎ

引継ぎ 引継ぎ

① 公表・情報提供

① 要請 ② 報道③ 問合せ・寄贈等

④ 集積場所の選定、保管管理

⑤ 配分、仕分け、配送

寄附
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３－23－２ 

ふるさと“とちぎ”応援寄附金（ふるさと納税）に関する取扱要綱 
 

 （趣旨） 
第１条 この要綱は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 37 条の２第１項第１号に規定する寄附

金（ふるさと納税）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 
 
 （寄附金の名称） 
第２条 寄附金を募集するに当たり、その名称を「ふるさと“とちぎ”応援寄附金」とする。 
 
 （受入対象） 
第３条 寄附金の受入先は、栃木県地域振興基金（地域振興課の所管する県内プロスポーツチームの

応援に係る寄附に限る。）、ふるさと納税寄附金（税務課所管）、栃木県文化振興基金及び輝くと

ちぎの人づくり推進基金（県民文化課所管）、栃木県交通安全基金（くらし安全安心課所管）、と

ちぎの元気な森づくり基金（環境森林政策課所管）、栃木県地域福祉基金（保健福祉課所管）、と

ちぎ安心医療基金（医療政策課所管）、とちぎ未来人材応援基金（労働政策課所管）、並びに栃木

県日光杉並木街道保護基金（文化財課所管）とする。 
２ 寄附者の希望により前項の規定によりがたい場合は、その都度、税務課長は財政課長及び関係課

長と協議して受入先を決定する。 
 
  （寄附金の受入れ等） 
第４条  寄附の申込みは、寄附金申込書（別記様式第１号）、栃木県電子申請システム、ゆうちょ銀

行で使用できる払込取扱票、又は栃木県と契約を締結した民間企業が運営するふるさと納税サイト

によるものとする。 
２ 寄附金の調定、納入手続等については、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第 12 号。以下「規

則」という。）の定めるところにより、各所管課で対応することとする。 
３ ふるさと納税寄附金は、寄附受入年度の翌年度の事業に充当するものとする。 
 
  （寄附金控除） 
第５条 寄附者が寄附金控除を受ける際に必要な領収書は、規則第 40 条に基づく領収証書（納入通知

書兼領収証書）又は規則第 46 条第１項に規定する領収証書とする。 
２ 払込取扱票による納付、クレジットカード納付、キャリア決済（ソフトバンクまとめて支払い、

au かんたん決済、ドコモ払い）による納付、PayPay 残高払いによる納付及び規則第 40 条に基づく

納入通知書による納付（ペイジー収納サービスを利用したものに限る。）の場合は、前項の規定に

関わらず寄附金受領証明書（別記様式第２号）を領収書の代わりに寄附者に交付する。 
 
  （礼状等の送付） 
第６条 寄附者に対して、知事礼状（別記様式第３号）を送付する。 
２ 前項の寄附者のうち「寄附に係る知事感謝状の贈呈に関する内規（平成 17 年３月 30 日 人事課）」

の感謝状の贈呈基準を満たす者については、併せて知事感謝状を贈呈する。 
３ 各所管課において、独自の定め等がある場合は、その例によるものとする。 
４ 寄附金の受入先が単独の場合は、各所管課で対応し、複数の場合は税務課で対応する。 

- 1437 -



 - 2 -

 
 （寄附金受入実績報告） 
第７条 各課室において、個人からの寄附を受け入れた場合は、各月分を翌月５日までに寄附金実績

報告書（別記様式第４号）により税務課長に報告するものとし、税務課長は各課室からの報告をも

とに、前月までの集計結果を翌月 10 日までに経営管理部長あて報告するものとする。 
 
 （寄附金等の公表） 
第８条 税務課長は、受け入れた寄附金について、寄附者名、寄附金額、受入先等をホームページ等

で公表する。 
２ 税務課長は、前項の公表に当たっては、寄附者の希望に留意するものとする。 
３ 各所管課は、寄附金の充当事業について、ホームページ等で公表に努めるものとする。 
 
 （その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、規則その他関係法令に

よるほか、経営管理部長がその都度定める。 
 

  附 則 

この要綱は、平成 20 年 12 月１日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成 29 年 10 月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成 21 年 12 月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年６月１日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成22年12月20日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年７月２７日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成 24 年５月 25 日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年２月１９日から適用する。 
  附 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 27 年６月 12 日から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 28 年１月１日から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 28 年 12 月１日から適用する。 
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３－２４－１  災害ボランティアセンターの概要                                                   

 

「災害ボランティアセンター」は、近隣住民の助け合いだけでは対応できない規模

の災害時に開設され、ボランティアの力を借りて被災者支援や復旧・復興に向けた地

域支援を行うための組織である。主に社会福祉協議会により設置・運営される。 

被災者中心、地元主体、協働を原則として運営され、被災者からのニーズの把握、

ボランティアの募集、受付、マッチング、派遣等活動の支援、資機材の調達、情報発

信等を行う。 

 

 

                     

                            県      

 

 

 

 

 

 

    

市 町 

 

 

 

 

 
情報提供 

 支援 

ボランティア関連系統図 

 

ボ
ラ
ン
テ
□
ア
活
動
希
望
者
・
団
体
・
企
業 

 支援要請 

 情報提供 

連絡調整 

県災害ボランティアセンター 

（県社会福祉協議会） 

情報提供 

連絡調整 

 

  市町災害ボランティアセンター 

（市町社会福祉協議会等） 

応援 

応援市町社協 

被災地・被災者 

 情報提供 

活動希望 

支援 

（ニーズの把握） 

情報提供 

連絡調整 情報提供 

 支援要請 
（ボランティアの派遣） 

情報収集・支援 
 受付 

マッチング 

情報提供 
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